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○審査事件等 

審 査 事 件 等 所 管 課 

議案第３９号 財産の取得について 

議案第６１号 平成２７年度薩摩川内市一般会計補正予算 

議案第７０号 平成２８年度薩摩川内市一般会計予算 

（所管事務調査） 

商 工 政 策 課 

議案第７０号 平成２８年度薩摩川内市一般会計予算 
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議案第４４号 薩摩川内市上甑県民自然レクリエーション村の指定管理者の指定について 

議案第４５号 薩摩川内市祁答院生態系保存資料施設の指定管理者の指定について 

議案第４６号 瀬尾観音三滝キャンプ場の指定管理者の指定について 

議案第８６号 薩摩川内市鷹の巣冷泉の指定管理者の指定について 

議案第７０号 平成２８年度薩摩川内市一般会計予算 

（所管事務調査） 
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ルス課 

議案第７０号 平成２８年度薩摩川内市一般会計予算 

（所管事務調査） 

市民スポーツ課 

議案第７０号 平成２８年度薩摩川内市一般会計予算 

（所管事務調査） 

国 体 準 備 室 

議案第２７号 薩摩川内市川内駅東口交流施設整備基金条例の制定について 

議案第２８号 薩摩川内市過疎地域自立促進計画を定めるについて 

議案第６１号 平成２７年度薩摩川内市一般会計補正予算 

議案第７０号 平成２８年度薩摩川内市一般会計予算 

（所管事務調査） 

企 画 政 策 課 
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（所管事務調査） 
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議案第７０号 平成２８年度薩摩川内市一般会計予算 

（所管事務調査） 

行政改革推進課 

議案第２９号 薩摩川内市祁答院集会施設条例を廃止する条例の制定について 

議案第３０号 財産の無償譲渡について 

議案第３１号 財産の無償譲渡について 

議案第７０号 平成２８年度薩摩川内市一般会計予算 

（所管事務調査） 

コミュニティ課 
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情 報 政 策 課 

議案第７０号 平成２８年度薩摩川内市一般会計予算 

（所管事務調査） 

広 報 室 
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△開  会 

○委員長（川添公貴）これより企画経済員会を

開会いたします。 

────────────── 

△商工政策課の審査 

○委員長（川添公貴）それでは、まずは商工政

策課の審査に入ります。 

────────────── 

△議案第３９号 財産の取得について 

○委員長（川添公貴）それでは、議案第３９号

財産の取得についてを議題といたします。 

 当局の説明を求めます。 

○商工政策課長（宮里敏郎）議案第３９号財産

の取得について説明いたします。 

 議案つづりその２の３９－１ページをお開きく

ださい。 

○委員長（川添公貴）ごめん、傍聴許可をとっ

ちょらんかった。 

 傍聴について、随時、本職において許可をいた

しますんで、よろしくお願いします。 

 続けてお願いします。 

○商工政策課長（宮里敏郎）今回の議案につき

ましては、入来工業団地用地として財産を取得す

るもので、提案の理由につきましては、本会議で

部長が説明したとおりでございます。 

 土地の所在は、旧富士通跡地でございます。地

目は宅地、土地の面積は１０万９,６５１.８５平

方メートル、取得価格が２億５,０００万円で、取

得の相手方が富士通セミコンダクター株式会社と

富士通インテグレーテッドマイクロテクノロジ株

式会社になります。 

 次のページ以降に位置図と地籍図を添付してご

ざいますので、御参照ください。 

 なお、この件につきます仮契約につきましては、

２月１０日付で締結を終えているところでござい

ます。 

 以上で説明終わります。よろしく御審議賜りま

すようお願いいたします。 

○委員長（川添公貴）ただいま説明がございま

したが、これより御質疑願いたいと思います。 

○委員（江口是彦）１点だけ、この工業団地用

地として取得するってことですが。そのための物

理的でいいんですけど、整備する何か計画とか、

今から、取得した用地の整備計画等はあるんです

かね。 

○商工政策課長（宮里敏郎）現場のほうはもう

既に更地化されておりますので、特段、整備のた

めに工事をかける予定はございません。 

 ただ、後ほどちょっと説明させていただきます

けれども、進出する企業によっては、敷地が膨大

でございますので、中に進入路の整備っていうの

は必要になってくると思いますが、それは誘致企

業が決まってからのことになると思います。 

○委員長（川添公貴）資料があるんじゃなかっ

たですかね。一緒に資料とあわせて説明してしま

しょうか。 

○商工政策課長（宮里敏郎）では、関連がござ

いますので、取得後の処分方法等についてあわせ

て説明させていただきたいと思います。 

 お配りしてございます企画経済委員会資料の

８ページのほうをお開きください。 

 土地の概要については、今ほど説明したとおり

でございます。 

 今後のスケジュールでございますが、取得議案

議決後、土地の引き渡しを富士通から受けること

になります。分譲・賃借開始につきましては、関

連する条例等の制定を終えた後、７月から分譲開

始ということを予定しているところでございます。 

 管理の処分方法でございますが、取得した用地

が約１１万平米と広大でございます。１年度でも

早く多くの企業に進出してもらい、少しでも多く

の雇用を創出するために、入来工業団地に特化し

た優遇制度を制定したいということを検討してお

ります。 

 処分方法については、売却と賃借の二通りとい

たします。まず、売却につきましては、取得金額

に今後１０年間の管理費を加算いたしまして、坪

単価１万円程度で売却したいと考えております。

一方、賃借につきましては、公有財産規則に準じ

て積算いたしまして、坪単価１,０００円程度とな

ります。さらに、創業から１０年を経過した時点

で土地の無償譲渡ができるように整備したいと考

えているところでございます。 

 また、税制の優遇制度といたしまして、固定資

産税の免除期間を、これまでは企業立地支援条例

に基づく免除期間５年間っていうのがございまし

たが、さらにそれに５年間延長し１０年間と拡充

していきたいと考えております。 

 いずれにしても、他市町の工業団地と比較して

誘致しやすい条件の整備を図り、積極的な企業誘
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致を進めるためのものでございます。 

 また、誘致する業種につきましては、企業立地

支援条例に基づく補助対象業種に準ずることとし

ております。なお、今回、床面積１万平米以下の

商業施設もこの支援条例に基づく補助対象業種に

追加してございます。なお、商業施設に対する補

助金につきましては、雇用人数５０名以上を対象

として新規雇用補助金、これは一人当たり３０万

円の補助金ですけども、これのみを対象として支

給することと整理しているところでございます。 

 処分する際の区画面積について、なるべくたく

さん取得するような企業に進出していただきたい

んですが。進出しやすいよう原則、一区画を

５,０００平米以上で処分していきたいというふう

に考えております。 

 説明は以上でございますけども、この件につき

まして、６月議会におきまして改めて関係条例等

として提案させていただきたいと考えております

ので、どうぞよろしくお願いいたします。 

 以上です。 

○委員長（川添公貴）ただいま説明がございま

したが、これらも含めて御質疑はございませんか。

よろしいですか。 

○委員（瀬尾和敬）この土地に進出してきたい

企業とか、そういう手を挙げてるところとか、も

しくはこちらに問い合わせがあるような企業、そ

ういうのはあるんですか。 

 何でこれを聞くかというと、いろんなうわさが

先行してきまして、もうあそこに太陽光パネルが

敷かれるんだろうとか、いろんな業種が入ってく

るとか、いろいろ情報が交錯してくるんですけど、

そういうとこはどうなんですか。 

○商工政策課長（宮里敏郎）企業誘致につきま

しては、まだ取得をする前からちょっと情報提供

等を企業さんにもいたしまして、一年でも早く企

業進出できるように我々ＰＲしてるところですけ

ども、二、三、問い合わせ等は確かにございます。

その中で、１社だけが－今実現に向けて具体的

な事業準備をされている企業も１社、ございます。 

 あと、言われました太陽光については、エネル

ギー分野での誘致もするんですけども、これは太

陽光独自での誘致については雇用を生まないこと

から、それは認めないっていうことにしておりま

すので。あそこに太陽光がパッて並ぶような企業

の進出っていうのは、今のところそれは認めない

っていうことですので、それはないと思っており

ます。 

○委員（瀬尾和敬）入来の人に限らず、市が関

与することによってあの広大な土地がどういうふ

うに生かされるかというのは、大きな市民の注目

の的になっていますので、できるだけいろんな手

続を早く済ませて、そしてあそこが早く活用され

るように希望したいと思います。よろしくお願い

します。 

○委員（成川幸太郎）今、企業に対してのア

ピールを早目にやっていくっていうことですけど

も、このアピールの仕方はパンフレットとか何と

かつくられてるんですか。インターネットだけで

すか。 

○商工政策課長（宮里敏郎）ホームページの中

では、市の企業誘致のためのホームページがござ

います。そこに、今はまだ富士通跡地っていうこ

とで紹介はいたしております。 

 それから、いろいろ県の企業のパンフレットの

中にも富士通跡地っていうことで情報の提供はさ

せていただいておりますけども。これ、後ほど当

初予算の説明の中でも申し上げたいと思ってるん

ですけども、今回また取得が終わった後に市の工

業団地として広く首都圏に売り込めるような施策

ができるように予算要求のほうもさせていただい

ておりますので、それらを通じて積極的な企業誘

致に努めていきたいと思っているところです。 

○委員（成川幸太郎）今のところは、ホーム

ページ上で富士通跡地っていうことだけで、こう

いう具体的な内容というのはまだ公表はされてな

いっていうことですね。 

○商工政策課長（宮里敏郎）まだ、そういう金

額とかっていうのについては、具体的なものは公

表しておりません。 

○委員（小田原勇次郎）私は、質疑と要望と。

誰もが多分考える案件だと思うんですが、一番は

塩漬けにならないかという懸念。買うてはみたが、

買い手がつかないという、いわゆる土地開発公社

とかでよく世間で騒がれておる塩漬けの問題です。

ここらあたりを、何年間ぐらいをめどに取り組み

を続けていかれるという、一つの目標的な、きち

んとした目標じゃないです、そこあたりのめどを

少しお示しをいただければなという部分と。 

 先ほど江口委員がおっしゃっておられたんです

が、５,０００平米ですると、単純に割れば２０区
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画になってしまって、当然、進入道路も入れない

と袋小路になってしまいますから、そうしたとき

の、いわゆる不動産売買に関する一つの交通整理、

そこらあたりはもう主管課が直接行うのか。 

 例えば不動産業に詳しいような方々のアドバイ

スを受けながら、そこあたりのいわゆるあちらさ

んとの交渉、優先的に置いていけば、後に残った

土地がもう使いもんにならんというような土地に

なってしまいかねない部分については、どのよう

なお考えをお持ちかなと思いまして。 

○商工政策課長（宮里敏郎）まず、目標の年数

でございますけども、これは先ほど言いましたと

おり一年でも早く多くの企業に進出してもらって、

一人でも多くの雇用創出っていうことについては、

そういう目標でやっていきます。一応、最低でも

１０年のうちには全て売却できるように努めてい

きたいという目標は内々持っているところでござ

います。 

 それから、土地の売却についての交渉等につき

ましては、これは市の企業誘致用地ということで、

我々職員のほうでまずは率先的にやっていきます。 

 ただ、今、御提案、いただきました専門のいろ

いろ不動産業者とか、そういう方たちへのアドバ

イス等が必要であるということになった段階では、

またそういう方々にもいろんな御意見を聞きなが

ら、より有効的な処分ができるように努めてまい

りたいと思います。 

○委員長（川添公貴）よろしいですか。 

 公衆用道路にするのかっていうことも含めての

質問だったと思うんです。道路として売るのか、

それとも市の管理の公衆用道路にするのかという

ところも含めての質問だったと思うんですけども、

その辺の考え方を。 

○商工政策課長（宮里敏郎）区域内には、今、

２本、真ん中に縦横大きな道路が入っております。

当然、そのままで売れれば一番いいんですけども、

５,０００平米ぐらいの区画になってしまいますと、

どうしても進入路が必要になってきます。進入路

については市が整備して、そこについては市道で

管理していきたいというふうに今考えているとこ

ろです。 

○委員長（川添公貴）ほかございませんか。 

○委員（杉薗道朗）地域の行事や地域振興その

他もろもろのときには無償貸し付け等々というこ

とで、非常にありがたいかなというふうに思いま

す。 

 何せこれだけの土地ですし、委員からもありま

したとおり、なかなか、はい右から左にすぐ売れ

るというものでもないし。空き地というかそうい

う用地がそのまま、極端に言やあペンペン草が生

える状況であってはならないでしょうし。活用で

きる期間内においては、積極的に、ここにありま

すように地域住民の要望、いろいろ－例えば

（仮称）入来のまちおこしみたいないろんな、催

し物があるときにはどんどん貸していただいて、

その売却に影響のない範囲の中で、とりあえず活

用をしっかり図っていただきたいということをま

たお願いしておきます。 

 以上です。 

○委員長（川添公貴）ほかございませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（川添公貴）質疑は尽きたと認めます。 

 次に、委員外議員の質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（川添公貴）質疑はないものと認めま

す。 

 これより討論、採決を行います。討論はござい

ませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（川添公貴）討論なしと認めます。 

 本案を原案のとおり可決すべきものとすること

に御異議ございませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（川添公貴）異議なしと認めます。よ

って、本案は原案のとおり可決すべきものと決定

いたしました。 

────────────── 

△議案第６１号 平成２７年度薩摩川内市

一般会計補正予算 

○委員長（川添公貴）次に、議案第６１号平成

２７年度薩摩川内市一般会計補正予算を議題とい

たします。 

 当局の説明を求めます。 

○商工政策課長（宮里敏郎）議案第６１号平成

２７年度薩摩川内市一般会計補正予算第８回につ

いて説明いたします。 

 予算に関する説明書（第８回補正）の２９ペー

ジをお開きください。 

 ７款１項１目商工総務費で補正額が２５４万

８,０００円でございます。これは、商工観光部職
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員４９名に係る給与費の補正でございまして、人

事院勧告に伴うものでございます。 

 以上で説明終わります。よろしく御審議くださ

るようお願いいたします。 

○委員長（川添公貴）説明は終わりましたが、

これより御質疑願いたいと思います。質疑はござ

いませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（川添公貴）質疑はないものと認めま

す。 

 ここで、議案第６１号の審査を一時中止いたし

ます。 

────────────── 

△議案第７０号 平成２８年度薩摩川内市

一般会計予算 

○委員長（川添公貴）次に、議案第７０号平成

２８年度薩摩川内市一般会計予算についてを議題

といたします。 

 説明を求めます。 

○商工観光部長（末永隆光）それでは、平成

２８年度の商工観光部関係の当初予算概要につい

て説明をいたします。 

 まず、全体的な話を申し上げます。商工観光部

の商工政策課及び交通交易課２課の平成２８年度

当初予算額は１４億２,５９６万６,０００円であ

り、対前年度比２４.９％の増加、金額で２億

８,４２４万３,０００円増となっております。増

額の要因といたしましては、総合戦略に基づく新

規事業や所管施設の大規模改修事業によるもので

ございます。 

 それでは、商工政策課の平成２８年度施策の概

要について御説明申し上げます。 

 平成２８年度は、新卒者の市内就労促進、二つ

目に人材育成、雇用安定、それから新製品開発促

進などの中小企業支援、三つ目に起業、これは起

こす業ですが、起業や第二創業による創業支援、

四つ目に入来工業団地への企業誘致、最後、五つ

目ですが、地域商店街の活性化の５点を中心に各

種の施策を展開してまいりたいと考えております。 

 それでは、当初予算概要の９５ページをお開き

ください。 

 下段の商工会議所等指導事業は、商工会指導員

の減少に伴う指導事業の強化を図るため指導員配

置に要する経費を補助するものであります。 

 ９７ページをごらんください。 

 中段のがんばる地域商店街等支援事業は新規事

業であり、地域に人を呼び込み、活気ある商店街

づくりを進めるため、地域商店街や組合等が行う

独自の活性化事業を３年にわたり支援するもので

あります。下段の中小企業元気づくり事業は継続

事業でございますが、拡充部分といたしまして、

事業者が女性人材育成のためのセミナー等を自主

開催する経費に対し補助するものであります。 

 ９８ページをごらんください。 

 上段の企業連携協議会運営事業は、部会の運営、

学校と企業との情報交換会や新たに学生によりま

す企業見学会など協議会の活動を支援するもので

あります。中段の産業支援センター運営事業は新

規事業であり、市内企業の抱える課題への対応な

ど総合的な支援を行うため、ことし４月に開設い

たします産業支援センターのコーディネート業務

やセミナー開催などの運営費であります。下段の

新卒者等就労促進事業は新規事業であり、新卒者

等の就労促進と市内事業所の人材確保を図るため、

新卒者やＵＩＪターン者で卒業または転入後市内

企業に就労した者や市内事業者に対し就労奨励金

を交付するものであります。 

 ９９ページをごらんください。 

 上段の中小企業人材育成支援事業は新規事業で

あり、企業の経営安定強化を図るため、市内事業

所が業務上必要とする国家資格取得に要する経費

を補助するものであります。中段の中小企業雇用

安定支援事業は新規事業であり、雇用の安定と福

祉増進を図るため、市内事業者が加入する退職金

共済制度の掛金の一部を補助するものであります。

下段の創業支援事業は新規事業であり、創業によ

る雇用創出を図るため、起業や第二創業の会社設

立登記費用や店舗、事務所の新築改装費など創業

初期段階の負担軽減を図ろうとするものでありま

す。 

 １００ページをごらんください。 

 上段の独立電源型ＬＥＤ街路灯普及推進事業は

新規事業であり、安全安心の確保と市内企業の育

成を図るため、地区災害対策詰所５８カ所にＬＥ

Ｄ街路灯、スマコミライトを設置しようとするも

のであります。中段の中小企業連携トライアル事

業は新規事業であり、市内事業者が他の事業者や

研究機関等と連携して取り組む新製品開発に関わ

る経費を３年間補助するものであります。下段の

企業誘致推進事業は継続事業でございますが、拡
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充部分といたしまして、企業立地優遇制度や工業

団地情報などの経済誌への広告や効率的に企業誘

致を行うための投資情報調査を行うものでありま

す。 

 １０１ページをごらんください。 

 中段の久見崎用地開発基本構想策定事業は新規

事業であり、少子高齢化や人口減少が進む久見崎

町の前田地区の水田約２７ヘクタールに産業集積

や地域の活性化を図るため、将来における開発の

基本構想を策定するものであります。 

 以上であります。よろしく御審議賜りますよう

お願い申します。 

○商工政策課長（宮里敏郎）それでは、平成

２８年度当初予算について御説明申し上げます。 

 まず、歳出について説明いたします。予算調書

で説明させていただきますので、予算調書の

１７６ページをお開きください。 

 ５款１項１目労働諸費、事項、労働者福祉対策

費は、事業費２,１８６万２,０００円で、勤労青

少年支援のための嘱託員報酬、勤労青少年が受講

する各種講座の講師謝金のほか、新たな事業とし

て取り組む新卒者等就労促進事業奨励金が主なも

のでございます。 

 では、この事業について主な内容を説明いたし

ますので、配付しております企画経済委員会資料

の１ページをお開きください。 

 新卒者等就労促進事業の概要について御説明い

たします。 

 まず、事業の目的は、新卒者及びＵＩＪターン

者の市内就労促進と人材確保を図ることで、地域

産業の振興を図ろうとするものでございます。 

 対象者ですが、まず個人では各学校の新卒者で

卒業後１年以内に、ＵＩＪターン者につきまして

は、３０歳未満で転入後１年以内に、市内事業者

と正規雇用を結び、市内に住所を有する者といた

します。ただし、公的機関に就職する者は対象外

です。 

 事業者のほうにつきましては、今申し上げまし

た対象者と正規雇用契約を締結した大企業、公的

機関を除く市内事業者となります。 

 奨励金額につきましては、いずれも１０万円で

ございます。 

 なお、この奨励金につきましては、個人につき

ましては生涯１回のみの支給とすることにしてお

ります。 

 では、予算調書のほうに戻っていただきまして、

予算調書の１７６ページに返っていただきまして、

次に、事項、勤労者福祉施設管理費でございます

が、事業費が１,４４６万９,０００円で、勤労者

のための福祉施設でございます東郷共同福祉施設、

入来勤労者技術研修館の管理運営費等を計上して

おります。 

 なお、これまで運営してきました勤労青少年

ホームにつきましては、４月からはひまわり友あ

い館として直営で管理運営することとしており、

そのための委託費等を計上しております。 

 また、工事費は東郷共同福祉施設の多目的ホー

ルの照明取りかえ工事費を計上したものでござい

ます。 

 予算調書の１７７ページになります。 

 ７款１項１目商工総務費、事項、商工総務費は、

事業費３億９,５１９万６,０００円で、主なもの

は商工観光部内の職員４８名に係る人件費とワー

キングプラザけどういんの多目的ホール、研修室

の空調機購入費２００万円でございます。 

 ７款１項２目商工振興費、事項、商工振興費は、

事業費１億５,６８０万９,０００円で、商工業の

振興に対する経常費を計上してございます。 

 商工会議所等指導事業補助金２,７００万円は、

川内商工会議所及び薩摩川内市商工会の企業育成

事業等に対する運営補助でございます。特に、商

工会では、県派遣指導員の削減等により零細中小

企業への経営支援が十分にできていないことから、

指導員人件費を増額し支援することとしておりま

す。 

 次のがんばる商店街等支援事業補助金につきま

しては、新規事業でございます。地域商店街や通

り会、各種団体等が地域商店街の振興や活性化を

図るために実施する事業を支援するものでござい

ます。 

 では、この事業の内容を説明いたしますので、

企画経済委員会資料の２ページのほうをごらんく

ださい。 

 がんばる地域商店街等支援事業の概要について

御説明いたします。 

 目的については、今、述べたとおりでございま

すが、補助対象者につきましては、商店街、商店

街振興組合、通り会及び各事業所で組織する協会、

組合等でございます。 

 補助の対象とする経費は、人件費、消耗品、委
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託料あるいはプレミアム経費等を想定しておりま

す。 

 補助率、上限額につきましては、１年目は補助

率９０％、上限額を１５０万円とし、２年目、

３年目以降はそれぞれ減額する形で補助いたすこ

とにしております。この事業は３年間の補助期間

となります。 

 この事業を活用する事業として想定するもので

ございますけども、過疎地域におきます買物不便

地域支援事業であったり、あるいは独自に取り組

むプレミアム事業などが想定されますけども。各

団体での積極的な取り組みをお願いいたし、支援

していきたいと考えているものでございます。 

 では、再度、調書のほうの１７７ページに返っ

ていただきますが、中小企業対策実施補助

７,３００万円につきましては、県の制度資金等を

利用する中小企業者に対し、引き続き平成２８年

度中の融資額１,０００万円までの利子を３年間補

助するもので、補助率については、これは昨年か

ら７０％に改正しているものでございます。 

 創業者支援事業ほか１０件でございますが、内

容を申し上げますと、まず商工業者のための販路

拡大支援事業補助金、商店街アーケード施設維持

管理費補助金、緊急保証制度保証料補助金、中小

企業災害復旧資金利子補助金、地域成長戦略対策

利子補助金、ここまでは従来と一緒でございます。

中小企業元気づくり補助金も引き続き実施します

けども、この中で女性の人材育成経費も新たに補

助対象として追加することとしております。 

 新規事業といたしまして、中小企業人材育成事

業補助金、同じく新規事業といたしまして、中小

企業雇用安定支援事業補助金、それから新産業創

造事業の内容を見直しし、新たに創設する創業支

援事業補助金が主なものでございます。 

 では、今、申し上げました新たに創設する三つ

の補助金について事業の概要説明いたしますので、

再度、資料のほうの３ページにお戻りください。

企画経済委員会資料の３ページからになります。 

 まず、中小企業人材育成支援事業についてでご

ざいます。 

 目的は、業務上必要な国家資格の取得を支援し、

企業の経営安定と効率化を図ることで、地域経済

の発展を促進するものでございます。 

 補助対象費は、市内事業者に勤務する者が国家

資格を取得するために要した経費のうち事業者が

負担した経費でございまして、補助対象者は大企

業及び公的機関を除く市内事業者といたします。 

 主な補助要件といたしましては、国家資格は法

律に基づき国が実施する試験であること。年齢は

４５歳未満を対象とし、対象経費につきましては、

受験手数料、登録免許税、それから受験のための

旅費となります。 

 補助金額については、２分１以内とし、上限額

を１０万円と設定するものでございます。 

 では、次に４ページをお開きください。 

 ４ページの中小企業雇用安定支援事業につきま

しては、目的は、市内中小企業の退職金共済制度

への加入促進を支援することで、人材確保と従業

員の福祉向上を図り、雇用安定と企業振興を促進

するというものでございます。 

 対象となる補助対象制度でございますけども、

中小企業退職金共済制度と特定退職金共済制度の

二つといたします。 

 補助対象者につきましては市内の事業者とし、

対象経費は、新規加入する従業員分として支払っ

た掛金についてその一部を補助するものでござい

ます。 

 補助率等につきましては、従業員一人につき掛

金の上限額、月額５,０００円の半年分、加入当初

からの半年分、６カ月分を３０％補助するもので

ございます。 

 次に、５ページのほうをごらんください。

５ページのほうの創業支援事業についてでござい

ます。 

 目的は、創業を志す者等に対し、創業初期段階

の負担軽減を図り、創業しやすい環境を整備する

ことにより、新たなビジネスや雇用を創出し、地

域の活性化を促進するというものでございます。 

 補助対象者は、創業者は創業後２年未満の事業

者、または新たな分野に進出する企業者でござい

ます。 

 対象事業といたしましては、昼間の営業を主た

る事業とするということで設定しております。 

 補助の対象とする経費でございますが、会社設

立の登記費用、店舗等の新築改装費あるいは設備

費等でございます。また、雇用奨励金として１団

体３人までを限度として一人当たり３０万円の奨

励金も支給することとしております。 

 補助率について、これは４段階に設定をさせて

いただいております。もっとも優遇する区分とい
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うのは、商工会議所等で実施していただく特定創

業支援事業に参加していただき、セミナー、塾を

受講し、その後、市の認定を受け、株式会社等の

会社を設立し、事業に取り組む場合の方で、これ

がもっとも優遇される場合で、補助率が３分の２、

上限額が２００万円となります。また、最低でも、

特定支援事業、セミナー、塾等にも参加せず、も

う全く個人で開業する場合におきましても、補助

率２分１、上限額５０万円での支援をしたいと考

えております。 

 また、交付の条件として、商工会議所などの支

援機関また薩摩川内市産業支援センターの支援サ

ポートを受けるっていうことを条件にしたいとい

うふうに考えているところでございます。 

 では、再度、予算調書のほうにお戻りください。

予算調書が１７８ページになります。 

 事項、中心市街地活性化事業費は、事業費

４,８５３万５,０００円でございまして、中心市

街地の活性化に係る経費を計上してございます。 

 主なものは、観光特産品館きやんせふるさと館

の管理業務委託や、まちあいサロンの運営業務委

託、商工会議所に委託して実施します、まちなか

にぎわい支援事業─これは食のうんまか市でご

ざいます－の事業委託費、山形屋横の空き店舗

を活用し、平成２７年度から実施しておりますま

ち×ひとトライアル支援事業及び中心市街地テナ

ントミックス支援事業補助金でございます。 

 次に、事項、企業立地対策費は、事業費２億

３,３２２万１,０００円でございます。企業誘致

活動及び内発型企業育成に係る経費で、その主な

ものは、誘致企業に対する審査を行う企業立地審

査会６名に関する報酬、旅費では、企業誘致活動

のための旅費として２３７万７,０００円を計上さ

せていただいております。 

 役務費の広告料の中で企業誘致プロモーション

事業として、今回取得いたします入来工業団地を

広く首都圏を中心にＰＲし、一年でも早く企業誘

致ができるよう経済情報誌などへの広告掲載料と

して５４８万３,０００円を計上しております。 

 委託料の中では、４月から開設いたします産業

支援センターの運営委託費及び同センターのホー

ムページの構築業務委託費、久見崎地区にありま

す大規模な遊休農地の将来における開発の基本構

想を策定する久見崎用地開発基本構想策定委託、

より効率的な企業誘致を展開するための企業誘致

ターゲット調査事業、それから薩摩川内市企業連

携協議会の運営業務委託等を計上しております。 

 備品購入費におきましては、独立電源型ＬＥＤ

街路灯普及推進事業といたしまして、市内企業連

携協議会で開発、製造いたしましたスマコミライ

ト５８基を市内の地区災害対策詰所に設置する経

費を計上させていただいております。 

 補助金の中の主なものは企業立地支援補助金

１億７３１万５,０００円でございますが、平成

２６年度から平成２７年度にかけて立地協定を締

結いたしました７社に対する用地取得費補助、施

設設備費補助、新規雇用補助金を交付するもので

ございます。 

 中小企業連携トライアル事業補助金につきまし

ては、これは新たに創設するものでございまして、

市内事業者が他の事業者と連携して取り組む新商

品開発、販路開拓等に係る経費の一部を支援する

ものでございます。 

 では、この中小企業連携トライアル事業の内容

を説明いたしますので、再度、企画経済委員会資

料の６ページをお開きください。 

 事業の目的については、今述べたとおりでござ

います。補助対象者は、市内の事業者になります。 

 補助対象経費は、開発費、専門家謝金、旅費等

でございまして、補助率については、補助率２分

の１、上限額を１００万円と設定いたします。 

 なお、この助成ができる期間につきましては

３年間としているとこでございます。交付条件と

して、産業支援センターの支援サポートを受ける

ことというのを条件に付加していきたいというふ

うに考えているところでございます。 

 以上が歳出についての主な説明となります。 

 では、次に歳入について主なものについて御説

明いたします。予算調書のほうの４５ページにな

ります。 

 まず、１４款１項５目商工使用料８８９万

７,０００円は、商工政策課所管に係る行政財産の

使用料をそれぞれの条例等に基づき計上したもの

でございます。 

 １６款２項５目商工費補助金の２０万円は、中

小企業災害復旧利子補助金を、１６款３項５目商

工費委託金の３７万円は、商品量目調査等に係る

権限移譲委託金を計上したものです。 

 ２１款５項４目雑入では、きやんせふるさと館

の電気料等の実費収入金４９５万８,０００円が主
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なものでございます。 

 以上で説明を終わります。よろしく御審議くだ

さるようお願いいたします。なお、質疑に対する

答弁で数値的なものにつきましては、課長代理、

グループ長による回答につきまして御了承くださ

るようお願いいたします。 

 以上です。 

○委員長（川添公貴）ありがとうございました。 

 ただいま説明がございましたが、これより質疑

を行いたいと思います。御質疑ございませんか。 

○委員（成川幸太郎）今、就業促進事業等の説

明もあったわけですけども、これについてはこと

し４月１日入社の新卒もいると思うんですけども、

個人にしろ企業にしろ、これはことしの新卒者も

対象になるんでしょうか。 

○商工政策課長（宮里敏郎）ことしの新卒者か

ら対象にしたいというふうに考えております。 

○委員（成川幸太郎）それと、今いろんな事業

の中で、補助金の交付条件ということで、産業支

援センターの支援サポートを受けるということに

なってますけども、支援センターが４月１日から

稼働するっていうことは聞いてるんですが、そこ

のセンター長の人材であるとかはどんなふうにな

ってるのか。 

 それと、このサポートを受ける際に有料なのか

無料なのかっていうことも教えてください。 

○商工政策課長（宮里敏郎）サポートセンター

のコーディネーターにつきましては、後ほど所管

事務の中で御説明させていただきたいと思います。 

 それと、料金につきましては、これは、サポー

トにつきましては全て無料で支援するということ

にしております。 

○委員長（川添公貴）よろしいですか。 

○委員（瀬尾和敬）課長がよどみなく流れるよ

うにいろんなことを説明をしていただきましたが、

支援事業というのはこんなにいっぱいいろいろあ

るもんだなと思いながら聞いておりました。こう

いうのの市民への周知というのはどのようなふう

にしてされておられるんですか。 

○商工政策課長（宮里敏郎）広く、例えば、今

言いました新卒者等就労促進事業につきましては

広報し、それからもちろん市のホームページや、

あと事業者向けのいろんな支援事業につきまして

は、商工会それから商工会議所、それと４月から

開設いたします産業支援センターを通じて事業者

のほうにも広く周知できるように徹底していきた

いというふうに考えています。 

 また、制度がわかるようなチラシ等も支援セン

ターのほうで一緒につくって、そういうのも商工

会議所、商工会と一緒になりながら周知していき

たいというふうに考えているところです。 

○委員（瀬尾和敬）こんだけ豊富にあれば、こ

れはすばらしいなと、新しく起業する人にとって

も、またこれまでの経営してた人にとっても、い

ろんなのがあるから、今後とても期待の持てる支

援事業だと思いながら聞いていました。ひとつ、

広報の仕方、啓発の仕方、それよろしくお願いし

たいと思います。 

 あと一つ、ここに「けどういん」って出てきた

もんですからお伺いするんですけど、ワーキング

プラザけどういん空調機器購入と、こうあります。

今、温泉の脇の貸し付けてあるあれですよね。こ

れは具体的にどういうことをするものか、ちょっ

とお伺いします。 

○商工政策課長（宮里敏郎）ワーキングプラザ

けどういんにつきましては、今、瀬尾委員が言わ

れたように、地元のうめんこ会のほうに貸し付け

て、無償貸し付けをしておりまして、全て運営は

うめんこ会のほうでやってもらってますが。施設

自体は市の施設ですので、施設に不備があった分

については市のほうで修理等を行うわけですけど

も。今回やる修理の具体的なものは、ホールの空

調が、２基あるんですけども、そのうちの１基が

壊れてしまっててそれが使えないということが一

つ。それと、研修室がございますけども、研修室

のクーラーが壊れて使えないということがもう去

年からずっと言われておりましたので、それも今

回予算計上させていただいて、修繕をさせていた

だくというものでございます。 

○委員（瀬尾和敬）あそこの空調は、古いつく

りだから、どっか一発でどんと、もとの大きなや

つを起動して、そして細かく分ける仕組みですよ

ね。だから、そういう意味では、またそういうこ

ともどんどん出てくるかもしれません。あと、経

費もちょっとかかるんじゃないかと思うんです、

相当。こうやっていろいろ出てくるでしょうけど、

今、あそこどんなあんばいですか。何か情報はな

いんですか。 

○商工政策課長（宮里敏郎）今申し上げました

とおり、地元のうめんこ会で管理していただいて
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おりまして、去年の５月の連休明けぐらいからい

ろいろな取り組みはしていただいてるんですけど

も、特に夏場はスポーツ合宿等でかなり利用がさ

れたというふうに聞いております。ＰＴＡとかで

もいろいろ利活用はされておりますけども、まだ

まだ利活用が足りないっていうところもございま

すので、これからまたうめんこ会のほうともいろ

いろ話しながら、いろんな地域活性化の事業をや

っていただけるように、ちょっと我々のほうでも

働きかけていきたいというふうに思ってます。 

○委員（杉薗道朗）今、瀬尾委員からもござい

ましたとおりに、さまざまな施策、事業を行われ

て、地域の活性化、またこのがんばる地域商店街

等支援事業もそうですけれども。 

 この街なかの、通りの状況を見たときに、いろ

んな事業を打ち出されてはおりますけれども、そ

れなりに一部成果も当然あるんだろうなというふ

うに思います。ただ、なかなか、にぎわいが戻っ

てきてっていう感覚的にはまだまだ厳しい状況か

なっていうふうな、こう見るわけです。 

 当然、空き店舗関係のいろんな策もあるんです

が、いつの間にか店がなくなって駐車場になって

るよねっていうところもあるし、またチラシの中

で、「長い間お世話になりました」という老舗の店

が閉店していくというような状況下がある中で、

なかなか厳しい現状があるのかなというふうに思

います。 

 例えば、通り会一つにしても、さまざまあった

通り会が少なくなる方向もあるでしょうし、新た

に、また新たに頑張って、ここの通りをまた盛り

上げていこうというそういう思いのところもある

のかもしれませんが、そこあたりの現状ちゅうの

を総論的にちょっと説明していただけませんか。

今の全体の流れを。 

○商工政策課長（宮里敏郎）特に中心市街地の

ことを言われてるんだと思うんですけども、中心

市街地の活性化は、もちろん薩摩川内市の顔でご

ざいますので、活性化しないといけないっていう

のはもう当然我々の業務でもあると思ってまして、

ただその中にも地元が盛り上がらないとどうして

もうまくいかないというところもございます。 

 市がやっている事業といたしましては、テナン

トミックス事業、それから、今年度から取り組ん

でいるテナントミックス事業、リブンプラス事業、

そういうので若干にぎわいは出てきたというふう

には思っております。 

 ただ、去年の４月から新たに太平橋通りを中心

として向田を盛り上げたい、これは我々も入って

るんですけども、地域おこし協力隊も入って、あ

とまた中心市街地の店舗の皆さんも入って、いろ

んなイベントあるいは事業展開をしようという動

きも出てきておりますので、それらを我々のほう

でも、もっともっとサポートして、中心市街地と

いいましても、結果は太平橋通りが活性化するっ

ていうのが一番いいと思ってますので、それらに

ついては今ちょっとそういう動きも出てきており

ますので、我々のほうでもしっかりサポートして

盛り上げていっていただけるように支援していき

たいというふうに思ってます。 

○委員（杉薗道朗）いろいろ、さまざま切れ目

ないそういう支援策といいましょうか、事業展開

をされて、望むところは、にぎやかなまちで、い

ろいろ市外からもいろんな方が見えていただいて、

薩摩川内市が総体的に盛り上がっていけば一番い

いのかなというふうに思います。 

 課長が言われたように、しっかりそこあたりは

サポートできるところはしていただいて、やっぱ

り薩摩川内市はいいよねという、街なかを歩いて

もにぎわってるなっていうのが実感として感じら

れるように、また一生懸命頑張っていただければ、

応援します。 

 以上です。 

○委員（小田原勇次郎）今、杉薗委員がおっし

ゃったことにちょっと関連をして、いろんな制度

導入に非常に当局の皆さん方が御尽力をなさって

おられるなという御努力は非常に敬意を表すると

ころです。 

 ただ、今、杉薗委員がおっしゃったようなポイ

ントと同じ形になるんですが、今回の一般質問を

聞いてて思ったんですが。これは商工政策課さん

に限らずに、総論部分として、薩摩川内市のまち

づくりの中で、制度は整えたが人口は減ってると

いうこの薩摩川内市の現状。制度は整えたけれど

も若い人が残らない、人口が減っておるというこ

の現状をどう打破していくのかと。 

 ですから、例えば、今回新規事業でいろいろと

雇用者の方々に新たな制度を設けました。１点目

は、この制度を設けるに当たって、これは雇用主

さん側、いわゆる中小企業さん側から求められる、

いわゆる乾いた状態の中でそれを水をうめていく
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と。例えば、こちらから、もう行政側からこうい

うメニューがありますよという提案型ではなくて、

それが本来、ほんとに必要なんだという部分の吟

味されての予算措置であったのか、まずそこの部

分を聞かせていただきたいんですが。 

○商工政策課長（宮里敏郎）今回、新たに雇用

それから職場環境の整備についての補助事業を数

本創出させていただいておりますけども、この中

身につきましては、もちろん商工会議所、商工会

のほうの御意見も伺いながらしている分もござい

ます。中には、商工会議所、商工会のほうから実

際提案のあった分についてを、我々のほうでもこ

れは必要だと思って判断した事業ももちろんござ

います。 

 いずれにしましても、商工会議所、商工会も含

めて、まずは職場環境をよくして、そしてさらに

新卒者あるいはＵＩＪターン者が外に出ていかな

いようにすることが定住人口の増加にもつながっ

て、そのことが地域の事業の活性化、地域活性化

につながるというふうに考えてるところは、市も

それから経済団体のほうも同じ方向を向いてると

いうことはもう認識しておりますので、また今回

やりました中身についても、これはお互いに意見

を合わせながら、また意見も聞きながら取り組ん

でいこうとした事業でございます。 

○委員（小田原勇次郎）十分に理解をいたしま

した。 

 今、こういう商店街の、私もどうやれば商店街

が活気づくのかなと、例えば商店街はなぜ滅びる

のかというような新書なんかも出てて、いろんな

ので私も今現在研究中なもんですから、何とも明

快な答えができなくて申しわけないんですが。 

 研究中の中で、やっぱり若い人たちが起業家精

神を持つという一つの、やっぱり大型のショッ

パーズが来ても、これは３．１１のことを書いて

ありました。３．１１で復興が早かったのは商店

街やと。商店街にいわゆる人の魂が宿っておって、

そこを復興しなければという意気込みがあったん

だと。ただ、大型店のいわゆるテナントの部分に

ついては、それは事業者がやってくれるだろうと

いうことでなかなか復興が進まなかったという実

例があると思ってますから、やはり商店街という

部分を核にしていくという考え方は非常に重要だ

と思ってます。 

 ですから、今後、やっぱり、私も口で言うのは

簡単なのでなかなか申し上げにくいんですが、若

い人たちなり、よその方々の考え方も尊重するな

り。例えば、私もよく顔出しをするんですが、ス

マートハウスでいろんなワークショップをしたり、

今度マルシェもリバーフロントマルシェという一

つのまた種まきもされようとしております。ああ

いう方々の活動も地域の方々と密着した形で取り

組めてるのかなと。よそ者扱いで、なかなか地元

の人から目を向けてもらっておるのかなという懸

念もあったり、そこらあたり若い人たち、そして

いわゆるばか者、若者、よそ者と俗に言われるん

ですが、若者、よそ者関係の方々の意見が酌み取

られた中心市街地の活性化、商店街の活性化にな

っておられるかどうかを、ちょっと、答えにくい

部分でしょうけども、お答え願いたいんですが。 

○商工政策課長（宮里敏郎）小田原委員がおっ

しゃるとおり、若い方の意見とか、あるいは外者

の意見というのをどんどん取り入れていただける

ようなまちづくりができれば、もっともっと早い

段階での活性化っていうのも望めるものだとは思

いますが。 

 見てますと、なかなかやはり昔の風習、昔の経

営方針について、それが簡単に新しい人たちの意

見が取り入れられるというところまでは、素直に

それが取り入れられるというところまでは行って

ない部分も確かにあると思います。 

 先ほど言いましたように、特に中心市街地のと

ころについては、向田を盛り上げたいというのの

中には、今、市のほうに来ていただいております

地域おこし協力隊、これはもう若者、よそ者です

ので、彼らがいろいろ取り組もうとしている事業

についても、どんどん中心市街地の商店街の皆さ

んも一緒になって取り組もうという機運にはなっ

てきておりますので、そういうとこは大切にしな

がらどんどん盛り上げていって、少しでもこのま

ちが活性化していくようにしていかないといけな

いというふうには思っているところです。 

○委員（小田原勇次郎）この件はわかりました。 

 あと、２点は、少し一つの懸念材料として、意

見にはしませんから、懸念材料として、部長には

前申し上げたんですけど。一点目、新規事業でＬ

ＥＤの街路灯の設置の仕方で、購入形態とリース

形態ということで形態は違うんですが、例えば新

エネさんがリースで１２０基つけてると、総合運

動公園に、今度は商工政策課さんが詰所のほうに
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５８基購入してこの事業でやると。そうするとき

に、今度は、これは詰所ということは防災関係で

利活用する部分ですから、通常街灯となった場合

は、所管が例えばその目的ごとに応じて、道路で

あれば道路の防犯、商工の目的であれば街路灯は

商工政策の部分とか、そういう予算組みがしてあ

ったと思うんですが。 

 今後、こういう詰所でとか、今度は公共的な用

地にＬＥＤをつける際も商工さんが所管のをとっ

てつけていくのか。そして、今後の維持管理の経

費の部分、故障が発生したり、そこの予算づけを

どのように考えてらっしゃるのかを一点と。 

 もう一点は、きやんせふるさと館の管理体制が

非常にちょっと曖昧な部分を感じるんです。今、

管理業務委託はこちらのほうで予算措置してある

んですが、前回、去年の補正予算で、いわゆる駅

市をリフォームする予算は観光・シティセールス

課のほうに予算組みがされたりとか、きやんせふ

るさと館が、どこが、イニシアチブをとって運営

していくんだろうか。もちろん、観光物産協会が

入るわけでしょうから、そこの管理運営の形態も

ちょっと両者またがってて、観光・シティセール

スがイニシアチブをとるのか、商工政策も関与し

てる部分もあったりして非常に曖昧な部分を感じ

るもんですから。そこらあたりを今後もう少し整

理をされてもいいのかなというふうに感じてるん

ですが、そこをお願いします。 

○商工政策課長（宮里敏郎）まず、１点目のス

マコミライトの設置でございますけども、スマコ

ミライトについて、確かに言われるとおり新エネ

課が設置してる分と商工がする分と二つございま

すけども、新エネが一番最初に取り組んだのは、

新エネルギーっていう形で導入っていうことで新

エネが先にそういうリースを使っての事業展開を

していただきました。 

 今回も、今あるスマコミライトにいろんな付加

価値をつけるとか、そういうのについては新エネ

のほうが音頭をとってやっております。今回のス

マコミライトの設置については、あくまでも研究

開発が済んで、でき上がったものを普及促進しよ

うとするもので、これ、商工政策課で予算組みさ

せていただいたのは、これはあくまでも企業連携

協議会が取り組んだ、地元の産業であるという位

置づけから、これについてはやはりまだ市も一生

懸命支援して普及啓発を図らないといけない品物

であるということから、商工政策課のほうで一応

予算計上させていただきました。 

 さらに、言われたとおり、防災っていう観点か

らも、当初予算を検討する際に担当課それから財

源がどうしても必要ですので、その財源の充当を

管理している、これは電源交付金が実はあたって

ます。電源交付金を管理してる企画政策課といろ

いろ協議いたしまして、一番財政的にも取り組み

やすいっていうことで、電源交付金を使うために

は商工政策で普及促進という形の名目のほうが充

当もしやすいということがございましたので、商

工政策課で置きました。 

 ただ、今からの管理について、今回置く分につ

いては、まずどこに置くかっていうのを考えたと

きに、やはり去年の台風を考えると、安心・安全

で、まずは災害詰所のほうがいいだろうっていう

ことで庁内で協議いたしましたので、その管理の

やり方については、設置した後の管理については、

今から防災安全等含めて協議することとしており

ます。これが１点目でございます。 

 ２点目のきやんせふるさと館と観光物産協会の

すみ分けですけども、きやんせふるさと館という

物産館は、いわゆる駅の西側の１階のイタリアン

トマト、そば喜、それから物産館、それと２階の

ＦＭさつませんだいの入ってる部分からＡＴＭが

入ってる分、いわゆるこっちから見えてる１、

２階分を総称してきやんせふるさと館っていうふ

うにいってますので、その全体の管理は、我々商

工政策課のほうでやらしてもらってます。 

 ですから、その中にイタリアントマトそれから

そば喜は、テナントとして入ってますからテナン

ト料を我々はもらってます。同じように、観光物

産協会もあの施設に、駅市の分はテナントとして

入っておりますので、そこのテナントの分につい

ては、我々は入る分についてテナントの使用料を

いただいてます。それを運営しているのは観光物

産協会であって、観光物産協会の支援は今度は観

光・シティセールス課がやっているので、そこの

改修費については、観光物産協会がやる改修でし

たので、観光・シティセールス課が予算要求をし

て、その分の予算をつけさせていただいたと、そ

ういうすみ分けになっております。我々は全体の

建屋としてを管理して、駅市、今新しい駅につい

ても我々の立場からいうとそれはテナントですっ

ていう立場で今整理をしてるところでございます。 
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 ただ、さっき言われたとおりにわかりにくいと

ころがありますので、そこは今からの課題でちょ

っと検討させてください。 

○委員長（川添公貴）ほかございませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（川添公貴）質疑は尽きたと認めます。 

 次に、委員外議員の質疑を許します。 

○議員（福田俊一郎）それでは、新卒者等就労

促進事業についてお尋ねしたいと思うんですけれ

ども。先ほど御説明をいただいたんですが、例え

ば社会福祉法人あるいは医療法人、いわゆる病院

とか診療所、あるいは介護関連施設こういったと

ころ、またあるいは学校法人、認定こども園から、

学校法人でなくなってるかもしれませんけれども。

学校法人、それは社会福祉法人で認定こども園等

も入ってくるんでしょうけれども、そういう就労

者あるいはれいめい高校、れいめいの高校場合は

学校法人で職員のほうもＩターン、Ｕターンとい

うような形もあろうかと思いますが、こういった

対象者がどうなるのかということです。逆に言え

ば、どういったのが対象者じゃないのか、どうい

う事業者が対象じゃないのかなというのと。 

 それと、もう一点だけですけれども、この創業

支援事業の中に、補助対象者が現に事業を営んで

いる者が新たな分野に進出する者も対象というこ

となんですが、これは定款にないものを新たにつ

け加えて、それを新規事業として行うところも対

象になるのかというのと。先ほど補助率と補助上

限額とをおっしゃいましたけれども、この対象者

の４段階区分ということで上限が５０万から

２００万というこの４段階区分というのを少し詳

しく示していただければありがたいです。 

 以上です。 

○商工政策課長（宮里敏郎）まず、１点目の新

卒者の対象者の区分ですけども、ここに書いてあ

るとおり、個人の場合に、対象外とするのは、あ

くまでも公的機関と雇用契約を結んだものですの

で、今幾つか言われた分については全て対象とな

ります。 

 なおかつ、また企業のほうにつきましては、こ

れは大企業と公的機関、大企業というのが入って

きますので、大企業に、例えば固有名詞を出しま

すと京セラさんに就職した場合について、就職し

た本人には対象になります。ただ、企業といたし

ましては、もう大企業までは支援はしなくても大

丈夫っていうことでそれは支援はしないというす

み分けでございますので、先ほど言われた医療法

人とかにもし新規の新卒者が就職した場合につい

ては、それは事業者に対しても個人に対しても支

給の対象になりますということで整理していきた

いというふうに考えております。 

 それから、新たな分野の件、新たな分野という

のにつきましては、おっしゃるとおり定款にない

といいますか、もっとわかりやすくいいますと、

例えば建設業が新しく食品業に分野を、全然違う

分野に入っていく、というような場合についてを

新たな分野というふうに設定しておりますので、

もっと実際話しするときには、経済分類表という

のがございまして、それで自分たちが持っていな

い、建設業じゃないあるいはサービス業に行かれ

るとか、そういうものについては新しい分野に行

かれるということですので、それに対するいろん

な経費についてを、ここにある対象経費について

を、支援していきますというふうになります。 

 あと、もう一つ、四つの区分ですけども、全部

で四つの区分に申し上げまして、さっき一番高い

区分というのは、商工会議所等が行っております

特定創業支援事業、これは創業のためのセミナー

と塾のことでございます。そういうセミナー、塾

を受講いたしまして、経営とか財政とか国が示し

たそういう項目の受講をされた方に対しては、市

がそれについては受講された方ですっていうこと

で認定書を交付いたします。まず、そういう交付

をとっていただいて、さらに、株式会社、株式会

社だけじゃ限らないんですけども、個人経営じゃ

なくて、会社経営を設立していただいて事業に取

り組む方が、これが最も創業後も安定した創業が

続けられるだろうというふうに判断できる方です

ので、ここについては最も手厚くし、補助率を

３分の２、上限額を２００万と。 

 ２番目の方は、創業支援事業で参加して市の認

定は受けたんだけど、個人経営でしますよ、ある

いはＮＰＯでやりますよっていう方もいらっしゃ

いますが、そういう方たちについては第２段階で

補助率は３分の２ですけども、補助の上限額を

１５０万円に調整したいと。 

 ３段階目の方は、もう商工会議所等が行う特定

創業支援事業、セミナー塾には参加せず、市の認

定も受けてないんだけど、きちんと会社をつくっ

て創業しますよっていう方については、第３段階
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目で補助率を２分の１で、上限額１００万円。 

 一番最低の方が、そういうセミナー、塾等も受

けられずに、会社もつくらずに、全く個人で個人

経営のお店等をやられるというのが、補助率２分

の１で上限額が５０万円という区分で補正してい

きたいというふうに思っているとこです。 

○委員長（川添公貴）よろしいですか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（川添公貴）質疑は尽きたと認めます。 

 ここで、議案第７０号の審査を一時中止いたし

ます。 

────────────── 

△所管事務調査 

○委員長（川添公貴）次に、所管事務調査を行

います。 

 説明をお願いします。 

○商工政策課長（宮里敏郎）それでは、商工政

策課の取り組みについて１点御報告させていただ

いきます。 

 企画経済委員会資料の７ページをお開きくださ

い。 

 産業支援センターコーディネーターについて御

報告いたします。 

 支援センターの内容については、前回の委員会

のほうでも説明させていただきまして、コーディ

ネーターの選任をいたしますという報告をさせて

いただいておりましたので、その内容について報

告するものでございます。 

 公募につきまして、昨年１２月２４日からこと

し１月２９日の間実施いたしました。公募の際の

広報媒体につきましては、市のホームページはも

ちろんのこと、全国転職就職サイトでありますリ

クナビＮＥＸＴ、これは全国版の情報誌でござい

ますが、それらにも登載。また南日本新聞にもこ

ういうのをやってるという記事の掲載をさせてい

ただいたところでございます。 

 それらの結果、県外７名を含む全体で１６名か

らの応募がございました。１６名の応募があった

ところでございます。 

 選定につきましては、ここに示してあります関

係６団体で構成された選定委員により、２月

１４日に書類審査による一次審査を実施、２月

２７に二次選定といたしまして、一次審査で合格

となりました５名の方の面接を実施していただい

たところでございます。最終的にコーディネー

ターを兼ねるセンター長、副センター長候補を選

定していただき、現在、市長決裁を受けて契約の

準備をしているところでございます。 

 契約の締結までまだ完了しておりませんでした

ので、お手元の資料に氏名の掲載はしておりませ

んでしたが、内容については口頭で説明させてい

ただきたいと思います。氏名を口頭で説明いたし

ます。 

 まず、センター長ですけども、センター長に徳

永春雄氏、現住所はいちき串木野市の方で、

６２歳の方でございます。主な経歴につきまして、

民間企業３社で勤務されております。その中には、

創業にも携わってもいらっしゃいます。また、そ

の中で豊瑛電研株式会社で専務取締役をされてい

た方でもございます。なお、この方、今、いちき

串木野市に御在住ですけども、契約締結後は住所

を薩摩川内市に移していただくということになっ

ております。 

 次に、副センター長については、東川内尚文さ

んで、加治木町出身の方です。５年ほど前から平

佐町のほうに転入してきていただいておりますけ

ども、年齢が３８歳です。個人での経営コンサル

タントもされている方でございます。なお、この

方につきましては、センターとの契約をした後は

現在のコンサルタント業については休止するとい

うことになっております。 

 今週中にお二人の方と正式な契約を締結し、

４月１日からの設立準備に取り組んでまいりたい

というふうに考えております。 

 なお、４月１日に開所式を予定しておりまして、

企画経済委員会の皆様にも御案内させていただく

予定としておりますので、あわせてお願いいたし

ます。 

 以上で報告を終わります。よろしくお願いいた

します。 

○委員長（川添公貴）ただいま説明がございま

したが、これらを含めまして所管事務全般につい

て御質疑願いたいと思います。ございませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（川添公貴）質疑はないものと認めま

す。 

 次に、委員外議員はございませんね。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（川添公貴）以上で、商工政策課を終

わります。御苦労さまでした。 
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────────────── 

△交通貿易課の審査 

○委員長（川添公貴）次に、交通貿易課の審査

に入ります。 

────────────── 

△議案第７０号 平成２８年度薩摩川内市

一般会計予算 

○委員長（川添公貴）審査を一時中止してあり

ました議案第７０号を議題といたします。 

 当局の説明を求めます。 

○商工観光部長（末永隆光）それでは、交通貿

易課の平成２８年度施策の概要について御説明申

し上げます。 

 平成２８年度は、一つ目に利便性が高く効率的

な地域公共交通網の再編、二つ目に川内港の利活

用推進及びにぎわい創出、三つ目に友好都市との

交流促進の３点を中心に各種施策を展開したいと

考えております。 

 １０１ページをごらんください。 

 下段の草道駅トイレ整備事業は新規事業であり、

不衛生で老朽化が進んでいる草道駅のトイレを水

洗化するものであります。 

 １０２ページをごらんください。 

 上段のクルーズトレイン「ななつ星ｉｎ九州」

おもてなし事業は新規事業であり、本市の魅力を

発信し、おれんじ鉄道や地域の活性化を図るため、

ことし４月から毎週おれんじ鉄道を運行し、薩摩

高城駅に停車するななつ星を関係団体や地域が一

体となって実施するおもてなしを支援するもので

あります。中段の地域公共交通再編実施計画策定

事業は、地域公共交通網形成計画策定に引き続き

具体的なネットワーク再編を行うための実施計画

を策定するものであります。下段のコミュニティ

バス運行事業は、市内１２路線のコミュニティバ

スの運行委託にかかわる経費でございます。 

 １０３ページをお開きください。 

 下段の川内港待合所管理事業のうち川内港ター

ミナルにつきましては、４月から新たに指定管理

者による管理代行を行うための経費を含んでおり

ます。 

 １０４ページをごらんください。 

 上段の川内港利活用推進事業は、かごしま川内

貿易振興協会への運営補助等でありますが、港湾

事業者等に川内港の状況を知っていただくため、

新たに川内港だよりを発行する経費を措置したも

のでございます。中段の川内港利用促進実証事業

は新規事業であり、川内港の利活用推進を図るた

め、利用促進方策の調査検討や職員等の輸出実証

を行うものであります。 

 １０５ページをごらんください。 

 上段の友好都市交流事業は、来年度友好都市締

結２５周年を迎えます常熟市との交流におきまし

て、訪中団や来日団の派遣受け入れ等の記念事業

及びエージェントなどを対象にした観光交流団招

聘事業を実施する経費でございます。下段の国際

交流センター大規模改修事業は、建設から２０年

以上が経過し老朽化している国際交流センターの

舞台幕、音響機器の改修を行うものであります。 

 以上で説明を終わります。よろしく御審議賜り

ますようお願い申し上げます。 

○委員長（川添公貴）ありがとうございました。 

○交通貿易課長（佐多孝一）平成２８年度当初

予算について御説明申し上げます。 

 まず、歳出について説明いたします。予算調書

の１７９ページをお開きください。 

 ２款１項８目、事項、国際交流事業費

３,００１万円は、友好都市、中国常熟市や韓国昌

寧郡との友好交流、国際交流員招致、国際交流協

会の運営支援などに要するに経費であります。 

 経費の主な内容は、国際交流員１名の人件費の

ほか、中国常熟市との友好都市締結２５周年記念

事業に係る業務委託、また自治体国際化協会など

３件の関係団体等への負担金、国際交流協会運営

補助金が主なものであります。 

 ここで、友好都市締結２５周年記念事業につい

て補足説明いたしますので、企画経済委員会資料

９ページをお開きください。 

 １、中国常熟市友好都市締結２５周年記念事業

でございます。 

 平成３年７月２６日に常熟市と友好都市締結を

行い各分野の交流を進めてまいりましたが、今年

で２５周年の節目を迎えることから、記念事業の

一環としまして、公式団、経済交流団等の派遣、

受け入れ、記念式典、祝賀会等を開催し、また常

熟市旅遊局旅行エージェントによる観光交流団を

招聘し、旅行商品の造成を促すものでございます。 

 事業概要につきましては、常熟市観光交流団招

聘事業が４月２０日から２４日の４泊５日、薩摩

川内市公式訪中団、商工会議所による経済交流団

派遣が７月２０日から２３日の３泊４日、常熟市
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公式来日団、経済交流団が７月３１日から８月

３日の３泊４日で来日する予定でございます。 

 それでは、予算調書１７９ページへお戻りくだ

さい。 

 事項、国際交流施設等管理費７ ,８５４万

４,０００円は、国際交流センター外国人研修生宿

泊施設の適切な維持管理に係る経費であります。

経費の主な内容は、指定管理業務の委託を行う国

際交流センターの指定管理代行委託と、経年によ

り老朽化、不具合が生じているコンベンション

ホールの舞台幕、音響機器取りかえ工事が主なも

のであります。 

 次に、１８０ページをお開きください。 

 ７款１項１目、事項、在来線鉄道対策事業費

２８万１,０００円は、在来線鉄道に関する事業に

係る経費であります。経費の主な内容は、隈之城

駅トイレに係る維持管理費と県鉄道整備促進協議

会負担金が主なものであります。 

 次に、事項、並行在来線鉄道対策事業費

４,０７５万２,０００円は、肥薩おれんじ鉄道事

業に係る経費であります。経費の主な内容は、草

道駅トイレ整備に伴う設計業務委託及び工事費と、

クルーズトレイン「ななつ星ｉｎ九州」受け入れ

に係るおもてなし事業補助金１００万円と、肥薩

おれんじ鉄道経営安定化支援事業補助金などが主

なものでございます。 

 なお、草道駅トイレ整備に伴う工事については、

地元からの要望もあることから、老朽化が進み、

不衛生なため水洗トイレに更新するものでござい

ます。 

 ここで、クルーズトレイン「ななつ星ｉｎ九

州」について補足説明いたしますので、委員会資

料９ページをお開きください。 

 ２、クルーズトレイン「ななつ星ｉｎ九州」お

もてなし事業でございます。 

 これは、本年４月からクルーズトレイン「なな

つ星ｉｎ九州」が薩摩高城駅で停車することに伴

い、関係団体及び地域が一体となったおもてなし

を実施するものでございます。 

 事業概要につきましては、４月以降毎週木曜日、

薩摩高城駅に１６時５２分着、１７時２２分発で

３０分間の停車となります。通常時のおもてなし

としまして、実行委員会を中心に、花いっぱい事

業の花壇整備やスマイル事業の手旗、横断幕によ

る出迎え、見送り、地元特産品観光パンフレット

の配布やマルシェによる特産品の振る舞いや販売

を行うものです。特に、初運行である４月７日は、

通常時のおもてなしに加えて、ＦＭさつませんだ

いの生放送や乗客への地元特産品の詰め合わせの

プレゼントを行う予定です。 

 それでは、予算調書１８１ページへお戻りくだ

さい。 

 ７款１項２目、事項、川内港利活用推進事業費

８,９７９万２,０００円は、定期コンテナ航路の

安定的継続と川内港の利活用推進、川内港ターミ

ナルの適切な維持管理に係る経費であります。経

費の主な内容は、川内港利活用推進員１名の人件

費のほか、川内港待合所及び川内港ターミナルの

管理業務委託、川内港利用促進実証事業業務委託、

財団法人日本関税協会賛助会員会費など５件の負

担金、かごしま川内貿易振興協会の補助金が主な

ものであります。 

 ここで、川内港利用促進実証事業業務委託につ

いて補足説明いたしますので、委員会資料の

１０ページをお開きください。 

 ３、川内港利用促進実証事業でございます。 

 これは、コンテナ取扱量を拡大させるため、関

係機関、企業へのヒアリング調査及び先進港湾の

事例などを踏まえ、目標設定、利用促進策を検討

し、輸出実証を行うものです。 

 事業概要につきましては、集荷戦略の策定業務、

川内港利用促進業務などの調査事業や川内港を利

用した農林水産品や食品などの輸出実証業務を行

うものです。 

 それでは、予算調書１８１ページへお戻りくだ

さい。 

 事項、コミュニティバス等運行対策費２億

１,４４０万円は、コミュニティバスの運行に係る

経費であります。経費の主な内容は、川内地域、

支所地域で運行しているコミュニティバス市内

１２路線の運行委託料です。地域公共交通活性化

協議会負担金１,３５１万８,０００円は、今年度

策定する地域公共交通網形成計画マスタープラン

に基づき、利便性が高く効率的な公共交通ネット

ワークの再編を行うための実施計画であり、地域

公共交通再編実施計画策定事業１,２７１万円を含

んでいるものでございます。 

 次に、１８２ページをお開きください。 

 事項、甑島航路事業費１億２０９万５,０００円

は、串木野、川内、甑島航路の維持及び甑島各港



 

－18－ 

待合所の維持管理等に要する経費であります。経

費の主な内容は、里港及び長浜港ターミナルの管

理代行委託、甑島各港の旅客待合所の維持管理業

務委託、高速船建造の共有建造に係る鉄道運輸機

構への返済及び財団法人九州運輸振興センター負

担金のほか、フェリー代船事業補助金、高速船甑

島活用イベント推進補助金などが主なものであり

ます。 

 以上が、歳出についての説明となります。 

 次に歳入について御説明いたします。予算調書

の４６ページをお開きください。 

 １４款１項１目総務使用料３０３万２,０００円

は、国際交流センター等の施設利用に関する使用

料であります。同項５目商工使用料１７５万

３,０００円は、甑島各港及び川内港並びに高速船

ターミナルの待合所の使用料でございます。 

 １６款２項県補助金５目商工費補助金９００万

円は、甑島で運行するコミュニティバス運行に対

する県の地方公共交通特別対策事業補助金でござ

います。 

 １７款１項財産運用収入１目財産貸付収入

１８７万２,０００円は、鹿児島純心女子大学に貸

し付けしている外国人研修生宿施設等の使用料が

主なものでございます。 

 ２１款５項雑入４目雑入１５８万１,０００円は、

各待合所や国際交流センターへの入居者の電気、

水道料金等の実費収入でございます。 

 以上で、交通貿易課に係る平成２８年度一般会

計予算についての説明終わります。よろしく御審

査賜りますようお願いいたします。 

○委員長（川添公貴）ありがとうございました。 

 ただいま説明がございましたが、これより質疑

を行います。御質疑ございませんか。 

○委員（杉薗道朗）まず、クルーズトレイン

「ななつ星ｉｎ九州」おもてなし事業の関係でお

聞きしたいと思います。 

 私どもがこのななつ星に乗れるちゅうのは、ほ

ぼないんだろうなと思いながら、旅される方は、

これはうらやましい限りやなというちょっとひが

み根性もあるんですけども、それは別に置いとき

まして。 

 地域の方々、このおもてなし事業に、相当数、

ある意味、意欲満々という形で備えていらっしゃ

るとまず思います。毎週木曜日、３０分間停車と

いうことですけれども、この毎週木曜日に毎回地

元の方が対応ということになるのか、ちょっと大

変かなと思う部分もあるんですが、そこらあたり

もちょっと一点教えていただけますか。 

○交通貿易課長（佐多孝一）今、おもてなしを

実施するために、クルーズトレインの「ななつ星

ｉｎ九州」受入おもてなし事業実行委員会という

のを立ち上げております。メンバーとしましては、

もちろん肥薩おれんじ鉄道、鹿児島県、先ほど出

ました湯田地区コミュニティ協議会、湯田口

２０日会、それと肥薩おれんじ鉄道利用促進協議

会のメンバーと一緒に実行委員会を立ち上げてお

ります。 

 その中で、今後の通常運行の日のおもてなしを

実施する予定ですが、今のところ、毎回する、ど

ういう形でするっていうことはまだ決まっていな

いところですが、できる限りクルーズトレインの

ほうからもおもてなし、いわゆる手旗とか横断幕

でお迎えしてもらえればありがたいっていうこと

を言ってらっしゃいますので、できる限りそうい

った対応ができるように協力して進めていきたい

と思っております。 

○委員（杉薗道朗）かなり地元の期待感も高い

ようでありますし、ただ、今言われたように、こ

れから詳細には詰めていかれるんだろうなという

ふうに思うんですけれども、場合によっては地元

地域外からも、例えばの話、お隣の阿久根あたり

から魚の干物じゃないけど、ちょっとそういった

ものもあわせて何かできませんかねとか、広がっ

ていく可能性もちょっとしてあるのかなというふ

うに思います。 

 何もかんも地元しかだめですよちゅうことでも

ないんでしょうけれども、やっぱり肥薩おれんじ

鉄道を利用した沿線の関係、そこは共存共栄ちゅ

う部分も必要かなというふうに思いますので、今

後またそういう部分がもしあったら検討方よろし

く。また、地元の方々含めて、詰めていかれる必

要があるのじゃないかなというふうに、今のとこ

ろはまだそういう声は出てきてないんですね。 

○交通貿易課長（佐多孝一）先ほど言いました

実行委員会の中に、肥薩おれんじ鉄道利用促進協

議会がメンバーになります。この中には、当然、

鹿児島県、沿線市、阿久根市、出水市さん、この

方々もメンバーとして入っております。その中で、

おもてなしの話を進めているところなんですけど

も、阿久根市さん、出水市さんにおいても、特産
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品を、例えば４月７日が初運行になります。その

とき、地元特産品あるいは観光パンフレットを薩

摩高城駅で一緒に配布しませんかということで話

をしているところです。 

 以上です。 

○委員（杉薗道朗）そこはしっかり連携してい

ただいて、ともに栄えるという形で進んでいけば

いいのかなというふうに思います。 

 あと一点、鉄道マニアの方々が結構いらっしゃ

って、ましてや３０分もあそこにとまるとなれば、

市内限らず、場合によっては市外からも結構撮り

鉄とか、カメラで撮ったりとかいらっしゃるんで

すけれども、そういう方々もちょっとふえる可能

性もあるよねと思ったりもしてます。 

 あそこは、ちょうど国道３号線がカーブになっ

とって、ある程度車はとめられる、国道沿いに空

き地もあって。ただ、前もちょっと別の機会でお

話しましたけれども、今、レストランの跡地って

いうか、非常に建物が、今、何か解体してるのか

な、仮枠を組んであるけど、見苦しいですよね。

４月７日までにきれいになるのか、それはわかり

ませんけれども、そこらあたり、環境、景観とい

う部分でそこもしっかり対応ができれば。市の所

管ではないかもしれませんけれども、何かあれば

やっていただきたいということで。 

 あわせて、駐車場もそのレストランの隣に空き

地が若干あります。そこあたりも臨時的に駐車場

として多分活用されるのかな。４月７日あたりは

と思ったりもしてますけど、そこらあたりの状況

はどうなんでしょう。 

○交通貿易課長（佐多孝一）ただいま出ました

廃屋のレストランですけども、１年半、２年近く

前からそういった声が聞こえてきています。特に、

今回の台風１５号では被害が大きくて、見てのと

おり壁が剥げたりしているんです。 

 そういった中で、肥薩おれんじ鉄道側からも以

前所有者を教えていただきたいと、所有者と一回

お話をしたいということがありまして、我々も所

有者を探して、そういった場面をつくる機会を設

けようとしたんですけども、ちょっと肥薩おれん

じ鉄道のほうが、今、実際、肥薩おれんじ鉄道側

にとっては、廃屋の壁が落ちてきてるとかそうい

った状況でないので、緊急性を感じないので、今

のところはまだいいですっていうふうに肥薩おれ

んじ鉄道がまず言われました。 

 それで、市としても、委員が言われたように、

市の施設とか市道があるとかっていうものでもな

いので、ただ景観っていうものが一番大事だと思

っています。そういった中で、防災安全課のほう

で空き家対策特別措置法とか今進めているんです

けども、そういった方向で何か解体に向けての対

策ができないかっていうことで、今連携協力して、

今のところ話を聞いてる中では、調査、いわゆる

所有者の調査であったり、建物の調査であったり

というところに今入っているところだというふう

に聞いております。 

 それと、駐車場につきましては、あそこのレス

トランの横に駐車場があるんですが、あれは地区

コミ所有の土地であります。地区コミが持ってい

る土地でありますので、そこは当然イベントがあ

るたびにあそこを利用させていただいております

ので、そこは引き続き御相談して利用していきた

いなというふうに考えております。 

○委員（杉薗道朗）なるべく早い機会に、いい

形であの建物が処分されることを望みます。 

 それと、今、隣の駐車場については、地区コミ

所有ということですから、立て看板か何か立てて、

でないと、とめにくい部分もありますし、地区コ

ミ所有ですから御自由におとめくださいとか、迷

惑にならない範囲で、そこはちょっと表示やらあ

れば、よそから来られた方もここへとめていいん

だなということでとめられると思いますので。草

を払ったりとかちょっとそこは多分必要かなと思

いますけど、せっかくのいい機会ですから、これ

からどんどんまた伸びて、夢が広がっていく部分

の事業かなと思いますので、よろしく対応方お願

いしときます。 

 以上です。 

○委員長（川添公貴）答弁がありますか。 

○交通貿易課長（佐多孝一）実行委員会でその

辺を含めて環境整備っていうのも進めていってる

ので、また地区コミとも十分協議しながら検討し

ていきたいと思います。 

○委員（成川幸太郎）川内港利活用推進事業費

の中で、川内港利活用推進員っていう人が、一人

入ってるんですが、これは以前もあったんですか。 

○交通貿易課長（佐多孝一）利活用推進員の嘱

託員でございます。主な業務は、コンテナの取扱

量をふやすためにいろんな企業を回っていただい

て、荷主さん等を回っていただいて、コンテナ増



 

－20－ 

のために動いてもらっている方なんですけども、

この方がもう８年目になります。 

 以上です。 

○委員（成川幸太郎）そっちのほうの活用の方

だったんですね。私は、こっちの高速船のほうで

何かされるのか。高速船のほうだと和の郷に対す

る人件費補助をもう今年度からしないということ

だったんで、それがまたこっちへ移ったのかなと

思ってちょっと心配したんです。それはないです

ね。 

○交通貿易課長（佐多孝一）和の郷のほうの利

活用ではなくて、先ほど説明したように川内港の

貿易の発展のための嘱託員でございます。 

○委員長（川添公貴）ほかございませんか。 

○委員（江口是彦）フェリーの運賃の問題で、

油の変動で調整金ですか、９０円ほどついてたわ

けですが、それが引かれるということで、これは

島民の。 

[「款、項、目を言って」、「所管事務」と呼ぶ者あ

り] 

あとで、所管事務で、済いません。 

○委員長（川添公貴）いや、所管事務なんです

けど、予算でどれぐらいこの甑の運賃等の補助に

ついて組んでるのかを答弁をお願いします。 

○交通貿易課長（佐多孝一）甑島発の運賃割引

補助金の予算額は４２５万円（後刻発言訂正あ

り）でございます。 

[「款、項、目、節を言っかっしゃい」と呼ぶ者あ

り] 

 予算調書の１８２ページをお開きください。 

 経費の主な内容のところです。甑島航路離島住

民運賃割引補助金、申しわけありません。

４２５万円って、４００万円の間違いでした。（前

出の発言を訂正） 

○委員長（川添公貴）ありがとうございました。

後ほど所管事務でまた質問があるようです。 

○委員（小田原勇次郎）１点目は、新規事業で

川内港の利活用促進実証事業、これは我々の会派

でも議員が、いわゆる川内港のさらなる利活用と

いうふうに訴えられてる事業でありますから非常

に重要な案件かなと思ってるんですが、これまで

の経済交流団の中で、農業関係者も入っておられ

たんですか。 

 要するに、今回は農林水産職員等の輸出の検討

がありますから、当然、日本の製品は安心・安全

という部分の中で売り込める部分かなと思うんで

すが、今までの２０年の中で、いわゆる商工団体、

経済団体の中で商工業団体が入ってきたというの

はよく私も認識しとったんですが、農林業関係の

方々も経済交流団の中で今まで行って、その研究

をされてこられたという実績があったんでしょう

か。そこをちょっと確認さしてください。 

○交通貿易課長（佐多孝一）経済交流団の中に

も、今までＪＡの方々とかそういった方々を一緒

に同行して常熟市のほうに行った経緯はあります。 

 今回、今、小田原委員が言われましたこの実証

実験のほうは、川内港を活用しての市の６次産業

であったり、そういった農林水産を海外へ輸出で

きないかどうかっていう可能性を探るための一種

の実証事業というふうに考えております。 

○委員（小田原勇次郎）川内港のいわゆる取扱

高を上げるためには、非常に重要な路線かな、こ

の方向性は非常に重要な路線かなと思いますので、

ぜひとも有効な手だてが見つけられるような形で

御努力を願いたいというふうに思っております。 

 次は、コミュニティバスの運行事業についてち

ょっと１点お尋ねしたいんですが、予算的には昨

年度とも５００万程度しか大差がない予算措置で

したので影響はなかったのかなというふうに感じ

ておるんですが、昨年から運賃を１００円から

１５０円に、平成２７年度から上げての委託料で

すから、そこら辺において、今年度の予算として

の見通しで、いわゆる運賃が１５０円になったこ

とによって利用者が減になってのその委託料に及

ぼす影響、そこらあたりはもうなかったというふ

うに理解をすればよろしいのかを確認さしていた

だきたいんですが。 

○交通貿易課長（佐多孝一）利用者のほうは、

１００円から１５０円に上げたということも一つ

の要因だと思いますけども、減っております。対

前年比が１月末現在で８５.７％になっております。

それに対しまして、乗車料金のほうは、１月現在

で１２５.８％という形で数字としては上がってお

ります。 

○委員（小田原勇次郎）ということは、ここら

あたりも踏まえたまたいわゆる今回の公共交通再

編事業計画を今パブリックコメント中であるとい

うふうに認識しておりますが、そこあたりも市民

の使い勝手の部分も含めてまた今後検討していく

という認識でよろしいですねというのが一点と。 
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 あと、もう一点は、川内駅のおもてなし事業に

ついても、市内の高校生、大学生が非常に一生懸

命、毎月頑張っていただいてるなというふうに感

謝を申し上げるところです。予算組みは、ほとん

ど変わっておらないんですが、今後この川内駅の

おもてなし事業で今のとおりずっとやっていかれ

るお考えなのか、それとも少しまた付加価値をつ

けたり、もう少し乗客に対するアピールを何かつ

け加えていかれるようなお考えがあるのか、そこ

あたりを、今の現状で事足りてるというのであれ

ばそれでも結構なんですが、そこあたりをちょっ

とお聞かせ願いたいと思います。 

○交通貿易課長（佐多孝一）まず、１点目です。

コミュニティバスの運行の関係ですけども、今現

在、地域公共交通網形成計画をつくっています。

言われるとおりパブリックコメントを来週の

１５日にまでしてるんですけども、当然、これは

利用者にとっての利便性の高い公共交通網をつく

るために今行っているところです。来年度、これ

に対する再編事業ということの実施計画をつくる

予定でおります。当然、皆さんの、市民の方々の

声を生かしながらつくっていきたいと思います。

と同時に、公費の負担も当然できるだけ抑えてい

くことも必要になのかというふうに考えておりま

す。 

 それと、川内駅でのおもてなし事業につきまし

ては、今回も大学を含めて６学校のほうにアン

ケート調査をとりました。そういったところ、今

まで毎月してたんですけども、年に１回でいいと

かそういった話も出まして、来年度は一応６回、

１２回を半分になりますけども６回で実施する予

定です。と同時に、川内駅だったんですけども、

当然今後はななつ星がありますので薩摩高城駅で

のおもてなし事業もまたふえてきてますので、そ

ういった中で何かまた活用できればなというふう

には思います。 

 以上です。 

○委員長（川添公貴）ほかはございませんか。 

○委員（瀬尾和敬）このデマンド交通の東郷、

入来、祁答院のデマンド交通の利用の状況、概略

でいいですので、をお伺いします。 

○交通貿易課長（佐多孝一）祁答院地域のデマ

ンド交通を昨年の７月から実施してるところです。

今現在、月平均が１１７名となっております。た

だ、まだまだＰＲ不足というのも感じております

ので、また今後も地域の方々への説明会とかそう

いった形では取り組んでいかないといけないかな

というふうに考えております。 

○委員（瀬尾和敬）よその地域はどうですか。

３カ所。 

○交通貿易課長（佐多孝一）入来、東郷になっ

ておりますので、入来のデマンド交通のほうが、

平成２７年２月現在で２,９０９人の利用となって

おります。月平均が２６４人となっております。

続きまして、東郷のほうが、平成２７年２月末現

在で４,８２９人の利用です。月平均が４３９名と

いうふうになっております。 

○委員（瀬尾和敬）何か、祁答院はえらい少な

いですね。負けたような気がする。何ででしょう

かね。 

 最近、バスにかわるこういう乗り物ができまし

た。以前は、もうバスのころは駐車場の位置をど

うの何がどうのとかさんざんいろんな苦情なりあ

ったんですが、これになって、どういう状況で今

後どういうふうにするかをちょっと、じゃあ。 

○課長代理兼国際交流グループ長（西元哲

郎）祁答院地域のデマンド交通については、こと

しの７月からデマンドに移行したんですが、こと

しの４月から６月までの乗り合いバスとしての利

用のときも約１８０から１９０というふうな形で

経過しておりました。それで、若干、３０％ぐら

い減っておるんですが、先ほど課長が申しました

とおり、出前講座とか、例えば高齢者のサロンと

か、そういうのがまだ祁答院地域のほうのＰＲが

不足しているのは本課も感じているところです。 

 今後も引き続き、再編実施計画に基づきながら、

これも並行計画をしながら、こういうデマンド交

通の利用促進の啓発を引き続き頑張っていきたい

と思いますので、少しは利用がふえるようにやっ

ていきたいと思います。 

 以上です。 

○委員長（川添公貴）ほかはございませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（川添公貴）質疑は尽きたと認めます。 

 次に、委員外議員の。 

○議員（福田俊一郎）１点だけですけれども、

予算調書の１８２ページの甑島航路事業費の中で、

節の公有財産購入費が５,５７９万１,０００円っ

て大きな金額が計上されてますが、これについて

の説明をお願いいたします。 
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○交通貿易課長（佐多孝一）これは、高速船甑

島の共有建造による鉄道運輸機構への返済等のお

金でございます。 

○委員長（川添公貴）質疑は尽きたと認めます。 

 ここで、議案第７０号の審査を一時中止します。 

────────────── 

△所管事務調査 

○委員長（川添公貴）次に、所管事務調査を行

います。 

 当局の説明をお願いします。 

○交通貿易課長（佐多孝一）それでは、所管事

務調査について１点、委員会資料に基づき説明さ

していただきます。企画経済委員会資料の

１０ページをお開きください。 

 フェリーニューこしきの運賃減額についてでご

ざいます。 

 ４月１日金曜日より、フェリーニューこしきの

運賃が原油価額の下落に伴い、料金に含んである

燃料油価格変動調整金を付加しないことになり、

運賃を減額するものでございます。 

 周知としまして、３月２５日号の広報紙掲載、

島内全戸に新運賃表の配布、ホームページの掲載

などで周知していきたいと思っております。 

 以上で、所管事務調査について説明を終わりま

す。よろしくお願いいたします。 

○委員（江口是彦）確認だけ。ちょっと、これ

はもう昔から油の価格の変動、調整金は昔からあ

ったんですが、これはフェリーだけですよね、確

認です。 

 それと、この９０円安くなるんですが、これは

島民割引運賃にも大体９０円安くなってくるわけ

ですか。さき説明されたように１００万の補助と

はまた、あんまり影響はないんだろうと思うんで

すが、島民割引はそう理解でいいんですか。 

○交通貿易課長（佐多孝一）まず、高速船甑島

には、当初から燃料油価格変動調整金は付加され

ていないので、額は変わりません。 

 それと、島民割引につきましては、９０円安く

なります。済いません。 

○委員長（川添公貴）幾らが幾らになるんです

か。 

○交通貿易課長（佐多孝一）島民割引は、大人

２等の２,０５０円が１,９６０円になります。 

○委員長（川添公貴）いいですか。 

 ほか、皆さんのほうでございませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（川添公貴）質疑は尽きたと認めます。 

 委員外議員の発言を許します。 

○議員（森満 晃）済いません。草道駅のトイ

レの新規事業について１点。 

 その新しくつくられるのは、今の既存のある場

所にまたされるのか、それと完成時期がもし大体

わかってましたら、済いません。 

○交通貿易課長（佐多孝一）今ある、既存の場

所に、壊してそこに建てる予定です。それと、完

成予定は一応３月末になるかと考えております。 

○商工政策部長（末永隆光）発言の機会がござ

いませんでしたので、最後に。 

 ことし策定中の地域公共交通網計画につきまし

て、パブコメ中ということでございましたが、内

容につきましては６月議会で、委員会で説明をさ

していただきたいと思います。よろしくお願いし

ます。 

○委員長（川添公貴）委員外議員の質疑は尽き

たと認めます。ありがとうございました。 

 以上で、交通貿易課を終わります。御苦労さま

でした。 

────────────── 

△観光・シティセールス課の審査 

○委員長（川添公貴）次に、観光・シティセー

ルス課の審査に入ります。 

────────────── 

△議案第４０号 薩摩川内市下甑竜宮の郷

活用促進条例の制定について 

○委員長（川添公貴）まずは、議案第４０号を

議題といたします。 

 当局の説明を求めます。 

○観光・スポーツ対策監兼観光・シティセー

ルス課長（古川英利）それでは、早速議案の説

明に入らせていただきます。 

 議案第４０号薩摩川内市下甑竜宮の郷活用促進

条例の制定についてでございます。議会資料の

２ページになります。よろしくお願いします。 

 提案理由につきましては本会議で説明したとお

りでございますが、営業費等補助金の交付及び

５年間の固定資産税の課税に免除を行うものでご

ざいます。 

 ①の営業費等補助金、これは事業者が事業開始

のために要した経費のうち、竜宮の郷の固定資産

税評価額の１００分の６以内の額で６００万円を
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限度としておりますが、竜宮の郷の所有権を移転

することに対し課税される不動産取得税と登録免

許税相当の額の約５３０万円を想定しております。 

 ②の固定資産税の課税免除は、竜宮の郷の家屋

及び償却資産に対して課する固定資産税の５年間

の免除を行いたいとするものでございます。これ

は、甑島館に対して行った助成と同じ制度でござ

います。 

 以上で説明を終わります。よろしく御審査くだ

さいますようお願い申し上げます。 

○委員長（川添公貴）ただいま説明がございま

したが、これより質疑を行います。質疑はござい

ませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（川添公貴）質疑はないものと認めま

す。 

 次に、委員外議員の質疑を許します。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（川添公貴）質疑はないものと認めま

す。 

 これより討論、採決を行います。討論ございま

せんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（川添公貴）討論はありませんので、

本案を原案のとおり可決することに御異議ござい

ませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（川添公貴）異議なしと認めます。よ

って、本案は原案のとおり可決すべきものと決定

いたしました。 

────────────── 

△議案第４１号─議案第４２号 

○委員長（川添公貴）次に、議案第４１号及び

第４２号を一括議題といたします。 

 当局の説明を求めます。 

○観光・スポーツ対策監兼観光・シティセー

ルス課長（古川英利）引き続き議会資料の

３ページをお願いいたします。 

 議案第４１号財産の無償譲渡につきまして、こ

れまでの経過といたしましては、一昨年の１２月

１日に民間譲渡の募集を開始し、昨年１月２０日

に募集期間の延長を決定し、３月２０日まで募集

をいたしましたが、応募がございませんでした。

その後、竜宮の郷に関心を示した事業者に条件面

を含め交渉を開始し、１社から昨年１２月４日に

民間譲渡に係る申請書を受理し、選定委員会を開

催し、候補者として決定後、１月２５日に仮契約

を締結したところでございます。 

 譲渡先法人は、ＫＯＳＣＯＩＮＮ株式会社で、

代表取締役は大矢知哲也氏、住所は名古屋市、資

本金は１,３００万円、直近売り上げは１０億

８,０８３万円、業務内容はホテル事業、不動産の

有効利用に関する企画調査及びコンサルティング

業、インターネットを使った情報提供事業等が主

なもので、現在、１６店舗でホテル事業を展開さ

れてます。 

 今後のスケジュールといたしましては、本委員

会で御審議賜り、最終本会議の議決をいただけま

すと、同日付で譲渡先法人が事務調整を開始され、

４月１日に建物譲渡、土地貸し付けが成立し、営

業が開始する予定でございます。 

 以上で説明を終わります。よろしく御審査くだ

さいますようお願いいたします。 

○委員長（川添公貴）ただいま説明がございま

したが、御質疑願いたいと思います。御質疑ござ

いませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（川添公貴）質疑はないものと認めま

す。 

 これより討論、採決を行います。討論はござい

ませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（川添公貴）討論はありませんので、

採決いたします。本案を原案のとおり可決すべき

ものと決定することに御異議ございませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（川添公貴）御異議なしと認めます。

よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決

定いたしました。 

────────────── 

△議案第４３号─議案第４６号、議案第

８６号 

○委員長（川添公貴）次に、議案第４３号及び

議案第４４号及び４５号、４６号、議案第８６号

を一括議題といたします。これらの議案は全て指

定管理者の指定でありますので、一括議題といた

します。 

 当局の説明を求めます。 

 整理をしたいと思います。 

 ここで休憩します。 
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        ～～～～～～～～～～ 

        午前１１時４９分休憩 

        ～～～～～～～～～～ 

        午前１１時５０分開議 

        ～～～～～～～～～～ 

○委員長（川添公貴）本会議に返します。 

○観光・スポーツ対策監兼観光・シティセー

ルス課長（古川英利）それでは、まず議案第

４３号から説明をさせていただきます。議会資料

の４ページをお開きください。 

 議案第４３号薩摩川内市せんだい宇宙館の指定

管理者の指定についてでございます。 

 この施設につきましては、利用料金、委託料併

用制の方式で委託をしたいということと、３点目

にあります指定管理者候補者は公益財団法人薩摩

川内市民まちづくり公社、理事長は今村松男氏で

あります。 

 事業計画の概要として、基本方針として、市民

に喜ばれる安全・安心な施設管理、生涯学習機会

の提供など、利用者のニーズに対応した運営管理

を強調されております。 

 ５ページの（５）収入支出計画は、支出が約

１,３１８万円、収入は平成２８年度で約３２０万

円、平成２９年度で３４０万円、平成３０年度で

約３６４万円となっております。 

 ６ページの（５）選定経過でございますが、

１月２６日に地元代表２名、有識者２名を含む

７名による選定委員会を開催し、７ページにある

ように７００点満点中５１７点、得点率７３.９％

でございました。 

 続きまして、議案第４４号でございます。議会

資料８ページになります。 

 薩摩川内市上甑県民自然レクリエーション村の

指定管理者の指定についてであります。 

 この施設は委託料金制で、指定管理者候補は昌

和建設株式会社、代表取締役大園昌弘氏でありま

す。 

 事業計画の概要として、基本方針として効率的

かつ効果的な管理運営を、経費節減それから地域

住民や利用者の意見要望を管理運営に反映させる

などを強調されております。 

 ９ページ、中段の（５）収入支出計画は、支出

が８７８万円、収入が６４万円の収入となってお

ります。 

 選定経過といたしまして、１月１３日に地元代

表、有識者等を含む７名の選定委員会を開催し、

１０ページにあるように７００点満点中４３９点

で、得点率６２.７％でございました。 

 続きまして、議案第４５号でございます。議会

資料１１ページになります。 

 薩摩川内市祁答院生態系保存資料施設の指定管

理者の指定につきましては、施設名がいわゆるア

クアイムでございます。 

 管理形態といたしまして、委託料金制で、指定

管理者候補者は株式会社小園建設、代表取締役は

小園秀作氏であります。 

 事業計画の概要といたしまして、基本方針とし

ては、地域の方々、関係各所とともに、自然環境

と調和を図りながら住民ニーズに合ったサービス

及び観光を提供することを協調されております。 

 １２ページの（５）収入支出計画は、収入が

１５７万円、支出が１,１５０万円となっておりま

す。 

 選定経過といたしまして、１月１９日に地元代

表、有識者等７名の委員による選定委員会開催し、

１３ページにありますように７００点満点中

５２４点で、得点率は７４.９％でございました。 

 続きまして、議案第４６号、議会資料の

１４ページになります。 

 瀬尾観音三滝キャンプ場の指定管理者の指定に

ついてであります。 

 指定管理者に管理を行わせる施設名は、瀬尾観

音三滝キャンプ場、それから管理形態は委託料金

制で、指定管理者候補は太伸建設株式会社、代表

取締役中村成宏氏であります。 

 事業計画の概要といたしまして、基本方針とし

て、甑島を満喫して再び訪れたいと思うように運

営管理を行うとされております。 

 １５ページの（５）収入支出計画は、収入が

２５万円、支出が３１９万円となっております。 

 選定経過といたしまして、１月２７日に地元代

表、有識者等を含む７名による選定委員会を開催

し、１６ページにあるように７００点満点中

４８９点で、得点率６９.９％でありました。 

 続きまして、別冊の議会資料の１ページになり

ます。 

 議案第８６号鷹の巣冷泉の指定管理者の指定に

ついてであります。追加議案で別冊となっており

ます。１枚紙になっております。済いません、

４ページまで。よろしいでしょうか。 
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 鷹の巣冷泉の施設につきましては、管理形態は

利用料金制であります。指定管理者候補は有限会

社熊南空調システム、取締役は戸田博明氏であり

ます。 

 事業計画の概要といたしまして、基本方針は市

民の皆様のために存在する施設として地域の方々

や各種団体と連携し利便性及び利用頻度の向上に

努めるなどとされております。 

 ２ページの（５）収入支出計画は、収入が

７２７万円、支出が９２１万円となっております。 

 選定経過といたしまして、３ページにあります

とおり、３月１日に地元代表、有識者を含む７名

による選定委員会を開催し、４ページにあります

ように７００点満点中５０１点で、得点率は

７１.６％でございました。 

 以上で説明を終わります。よろしく御審査賜り

ますようお願い申し上げます。 

○委員長（川添公貴）ただいま説明がございま

したが、一括して御質疑願いたいと思います。御

質疑ございませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（川添公貴）よろしいですか。質疑は

ないものと認めます。 

 これより討論、採決を行います。討論はござい

ませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（川添公貴）これより一括採決を行い

ます。議案４３号から議案４６号及び議案第

８６号を一括して採決いたします。本案を原案の

とおり可決することに御異議ございませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（川添公貴）異議なしと認めます。よ

って、本案は原案のとおり可決すべきものと決定

いたしました。 

 ここで休憩いたします。再開は１３時ちょうど

といたします。 

        ～～～～～～～～～～ 

        午前１１時５７分休憩 

        ～～～～～～～～～～ 

        午後 ０時５９分開議 

        ～～～～～～～～～～ 

○委員長（川添公貴）休憩前に引き続き会議を

開きます。 

────────────── 

△議案第７０号 平成２８年度薩摩川内市

一般会計予算 

○委員長（川添公貴）それでは、審査を一時中

止してありました議案第７０号を議題といたしま

す。 

 当局に説明を求めます。 

○観光・スポーツ対策監兼観光・シティセー

ルス課長（古川英利）それでは、当初予算関係

の観光・シティセールス課分の説明をさせていた

だきます。 

 まず、お手元の資料の当初予算概要の

１０６ページと、まことに恐縮ですが、企画経済

委員会商工観光部資料、これの１１ページをお開

きください。 

 まず、予算の概要の考え方について、企画経済

委員会資料商工観光部の１１ページ、小さくて恐

縮ですが、こちらから説明をさせていただきたい

と思います。 

 観光・シティセールス課分の業務につきまして

は、縦軸に大きく五つ大事業の区分があります。

旅行誘客事業、物産販売事業、観光物産施設事業、

シティセールスプロモーション事業、それからシ

ティセールスマネジメント事業、この５本柱がご

ざいまして、平成２８年度のページ中ほどの縦欄

を見ていただきたいと思います。 

 平成２８年度につきましては、先ほど交通貿易

課の分でありましたが、ななつ星の薩摩高城駅停

車がございますが、旅行誘客事業につきましては、

外国人旅行誘客、それから個人型・エスコート型

の旅行の販売、こういったものに力を入れたいと

考えております。 

 ただ、吹き出しのところにあるように課題とい

たしまして、入来町のサムライツーリズムの商品

化、明治維新１５０周年対策、それから個人客対

策へのシフト、きゃんぱくによる旅行商品の掘り

起こし、継続的な地元盛り上げ、こういったもの

を課題と捉えております。 

 物産販売事業につきましては、ＪＲ、ＡＮＡグ

ループとの連携、グルメの展開等が課題となって

おります。 

 それから、施設関係につきまして、③では、ホ

テル旅館の経営継続の支援、それから物産施設の

売り上げ増加、それから鹿の子百合の対策という

ことで重点化したいと考えております。 

 シティセールスプロモーション事業では、プロ

モーションの課題といたしましてタイムリーな情
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報発信力の強化、それからシティセールスサポー

ター力の向上ということで、ＦＭさつませんだい

を活用した情報発信力を高めていきたいというふ

うに考えております。 

 シティセールスマネジメント事業のところでは、

観光物産協会の体制強化、このようなものを含め

まして新年度予算の提案をさせていただいており

ます。 

 当初予算概要の１０６ページのほうから主なも

のの説明をさせていただきますが、シティセール

スの活動支援事業、ちょうど上の段になります。

これにつきましては地域おこし協力隊、相対的な

経費は企画政策部に今回移管してございますが、

商品開発に係る予算は当課のほうで上げてるとい

うことと、ＡＮＡグループから支援駐在員の派遣

の受け入れをしたいというふうに考えております。

４月から全日空商事出身の社員の方をちょうど新

エネルギー対策課のほうが三菱グループから受け

入れているような形で、ＡＮＡグループから職員

派遣の受け入れをしたいということ。 

 中段、シティセールス情報発信事業では、リス

ナー情報をもっと行政の情報とあわせて広く知ら

しめるような取り組みを考えております。 

 それから、下段の甑島観光ライン実証事業にお

いては、昨年度は上甑島だけの周遊観光バスを運

行しておりましたが、下甑島でも周遊バス最長

６時間、７３便の運行を計画しております。 

 めくっていただきまして、１０７ページの最下

段は、イベントコンベンション誘致事業というこ

とで、新たにスポーツイベント展示会、文化ス

ポーツ関係のイベント、それから展示会などを行

う実行委員会の主催者に対しまして奨励金を支給

するというものでございます。 

 また、１０８ページの中ほど、甑島地域ビジネ

ス創造事業については、中甑港の待合所跡に今度

レストランが開業いたしますが、そういったとこ

ろを中心に中甑地域しいては上甑地域のソーシャ

ルビジネスの担い手の発掘、ちょうど川内駅の近

くにありますフューチャーセンター、スマートハ

ウス的な機能を中甑のターミナルの跡に設けよう

という事業でございます。 

 ちなみに、手打港の待合所跡については、地域

おこし協力隊の派遣を計画しているところでござ

います。 

 概要は以上でございますが、具体的なものにつ

いては、予算調書で説明をさせていただきたいと

思います。 

 予算調書の１８３ページをお願いいたします。

２款１項６目、事業名、地域おこし対策事業費は

２,４９４万５,０００円であります。地域おこし

協力隊ぽっちゃんプロジェクトに係る経費で、主

なものは第３期ぽっちゃんプロジェクト事業とし

て八つの地区、向田、市比野、入来、川内高城温

泉、上甑島、下甑島、手打、西山地域の活性化に

取り組んでもらう隊員１６名の活動経費を計上し

ております。 

 経費の主な内容のシティセールス活動支援事業

業務委託、これにつきましては、先ほど言いまし

たＡＮＡ総研からの駐在員の受け入れ、ぽっちゃ

んプロジェクトへのアドバイスや開発、商品のテ

スト販売等を委託する予算を計上しております。 

 次に、７款１項３目シティセールス企画総務費

は４０６万７,０００円であります。主なものは、

鹿児島市、指宿市、霧島市、南九州市及び出水市、

大隅地域と一体となって全国に向けてＰＲする本

物の旅かごしま誘客拡大キャンペーン事業負担金

１００万円、観光かごしま大キャンペーン推進協

議会負担金６３万７,０００円、それから県内の国

の重要伝統的建造物群保存地区を有する南九州市、

出水市と一緒で組織します武家屋敷観光協議会負

担金２０万円、そのほか県特産品協会１５万

２,０００円、県観光連盟、北薩摩振興推進協議会

など５件の負担金１３４万６,０００円を計上して

おります。 

 次に、観光振興基金積立金１万８,０００円は、

基金から生じました利子相当額を基金に積み立て

るものでございます。 

 続きまして、１０４ページの上段をごらんくだ

さい。（「１８４ページ」と呼ぶ者あり）

１８４ページです、済みません、申しわけござい

ません。１８４ページの上段をごらんください。

シティセールスプロモーション事業費は

６,８６７万４,０００円であります。これは情報

発信ＰＲ広告に係る経費で、経費の主なものはウ

ェブサイトこころ薩摩川内を運営するための業務

委託、それから情報発信媒体を活用して観光ＰＲ

を図るためのシティセールス情報発信業務委託、

島内の２次交通対策の実証事業を行う甑島観光ラ

イン誘客事業業務委託等、それからエージェン

ト・メディア招聘事業業務委託、それから情報発
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信セミナー開催のための地域メディアプロデュー

サー育成事業業務委託、それから高速船甑島とＪ

Ｒとの連携を図り効果的なＰＲを行うための負担

金、各種団体等が海外遠征する際の経費の一部を

助成しますシティセールス海外プロモーション支

援補助金などを計上しております。 

 続きまして、７款１項３目物産販売事業費は

４,４９０万円であります。主要都市の百貨店での

対面販売等を通じてＰＲを図りながら、お客さま

の声を事業者にフィードバックし、本市の商品開

発につなげます販路拡大推進事業業務委託等４件

でございます。 

 続きまして、１８５ページの上段をごらんくだ

さい。７款１項３目観光誘客事業費は１億

１,７５４万７,０００円であります。観光誘客に

関しますＰＲ活動や体験型観光の促進、川内大綱

引等観光交流イベント補助に係る経費で、経費の

主なものは、観光案内所運営業務委託、それから

公認観光ガイド養成業務委託、入来麓武家屋敷群

を来訪された観光客に対しまして専用端末による

音声ガイドサービスを行う観光地域音声ガイドシ

ステム導入業務委託、旅行エージェントに対しま

して助成を行います旅行商品造成支援事業業務委

託、それから、交通貿易課でこれまで行ってきま

したゆるっとバス運行事業を当課に移管しまして、

より旅行性にこだわったバス旅へとリニューアル

し実施しますゆるっとバス運行事業、それから日

本版ＤＭＯを目指す観光振興推進事業業務委託、

きゃんぱく事業業務委託、県教育旅行受入対策協

議会負担金、薩摩川内はんやまつり補助金、川内

大綱引補助金、それからグリーン・ツーリズム推

進協議会運営補助金と、いむた池納涼花火大会補

助金ほか２３件、２,８４３万円でございます。 

 続きまして、７款１項３目の観光物産施設事業

費は１億６,６２７万６,０００円でございます。 

 まず、観光船を含む観光施設の管理及び設備整

備に要する経費でありまして、経費の主なものは、

観光船「かのこ」の運航に伴う嘱託員３名に係り

ます人件費、それから財産仕分けに係ります不動

産鑑定評価時点修正業務委託ほか１件１２２万円、

市比野温泉ポケットパーク設計業務委託ほか

１４件、２,３０１万３,０００円、生態系保存資

料館アクアイム、とうごう五色親水公園、せんだ

い宇宙館等、本土地域の管理委託料等６件で

３,９３１万４,０００円、それから上甑県民自然

レクリエーション村と甑島地域の管理委託等２件

１,２２４万６,０００円、それから道の駅樋脇の

駐車場の再舗装等４件、鹿児島県旅客船協会負担

金、竜宮の郷活用促進補助金、観光客受入施設整

備促進補助金、海水浴場運営費補助金ほか１件等

を計上しております。 

 続きまして、予算調書の１８６ページの上段を

お願いいたします。１１款４項１目現年公用・公

共施設災害復旧事業費は２００万円で、観光施設

等の緊急災害時の復旧に係る経費で、復旧のため

の修繕料１００万円、工事費１００万円でござい

ます。 

 歳出は以上ですが、続きまして歳入の説明をい

たしますので、同じく予算調書の４８ページをお

願いいたします。１４款１項５目使用料の商工使

用料につきましては、観光施設の使用料や観光施

設敷地内での電柱・電話柱設置等に伴う行政財産

使用料等１,１７１万６,０００円であります。 

 次に、１７款１項１目財産運用収入の財産貸付

収入につきましては、市の浦キャンプ場ほか普通

財産となった観光施設内への電柱・電話柱設置に

伴う借地料５万９,０００円と、川内大綱引保存会

事務所の貸家料６３万７,０００円でございます。 

 続きまして、４９ページ、１７款１項２目財産

運用収入の利子及び配当金につきましては、観光

振興基金の利息額１万８,０００円でございます。 

 次に、１９款１項５９目基金繰入金の観光振興

基金繰入金につきましては、先ほど申しましたと

おり観光振興基金の取り崩し、広告メディアリ

レーション事業、観光イベント補助金、きゃんぱ

く事業などに充当する２,０００万円でございます。 

 次に、２１款５項４目雑入は２万６,０００円で、

観光施設における電話・電気・水道使用料に伴う

実費収入でございます。 

 以上で歳入についての説明を終わります。よろ

しく御審査賜りますようお願い申し上げます。 

○委員長（川添公貴）ただいま説明がございま

した。 

 御質疑願いたいと思います。御質疑ございませ

んか。 

○委員（成川幸太郎）観光物産施設事業費のと

ころで、竜宮の郷活用促進補助金というのが計上

されているんですが、これはどこに対して補助す

るものでしょう。 

○観光・スポーツ対策監兼観光・シティセー
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ルス課長（古川英利）先ほど議案第４０号で可

決していただいた補助金等でございます。譲渡先

のＫＯＳＣＯＩＮＮ株式会社に対する助成でござ

います。 

○委員長（川添公貴）議案第４１号の分かな。

そこ辺の言うてくれんや。 

［「４０号」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（川添公貴）議案第４０号か、議案第

４１号か。 

○観光・スポーツ対策監兼観光・シティセー

ルス課長（古川英利）議案第４０号で薩摩川内

市下甑竜宮の郷活用促進条例の制定を提案させて

いただきました。これに基づきまして、議案第

４１号財産の無償譲渡についてということで認め

ていただきました譲渡先に対します助成でござい

ます。 

○委員（成川幸太郎）無償譲渡に対しては、そ

れ以外にもう助成金は出ないと言われてたような

気がしたんですけども、やはり必要だったんです

か。 

○観光・スポーツ対策監兼観光・シティセー

ルス課長（古川英利）これにつきましては、下

甑竜宮の郷活用促進条例の中で不動産取得税等に

伴う経費に対しましての補助金と５年間の固定資

産税の減免ということで、甑島館と同じルールで

させていただきました。 

 本土側の東郷温泉ゆったり館にはこういう条件

つけずに、甑島の施設に限ってということで、こ

のようなことで提案させていただいております。 

○委員（成川幸太郎）わかりました。いいです。 

○委員長（川添公貴）ほかございませんか。 

○委員（杉薗道朗）ゆるっとバス運行事業業務

委託ということで、これはボンネットバスの活用

ですか。あ、これは失礼しました。 

 通常、ゆるっとバスで使わないときに、市内の

くるくるバスとして西部地域の方面走っているわ

けですけれども、このゆるっとバスとして活用し

たときでも、なかなか乗客というか観光客含めて

乗車率がかなり悪いのかなというふうに思うんで

す。 

 当初、このボンネットバス、非常に大々的にセ

レモニーも開きながら開催して、かなり期待もし

てたところなんですけれども、何かちょっと尻つ

ぼみになったような感があるんです。だから、こ

の運行事業委託の中で、当然、観光客相手もです

し、ＰＲも一生懸命されてます。なかなか身に結

びつかないという部分が見えるものですから、今、

例えばの話ラッピングで囲ってありますけど、あ

れはあのままの当分あるものの状況でしょうし、

もうちょっと何か訴えるものがあってもいいのか

なと思うんですけれども、現状でどう認識されて

おりますでしょうか。 

○観光・スポーツ対策監兼観光・シティセー

ルス課長（古川英利）ゆるっとバスにつきまし

ては、平成２３年度からボンネットバスを主に活

用しながら各ルートの設定をしております。平成

２３年度の５７９人をピークにいたしまして、平

成２６年は約４００人、３９５人、利用者は減っ

てる状況です。 

 今回、観光・シティセールス課のほうに所管が

えするに当たりまして、ゆるっとバスのバス旅自

体をもっと商品化アピールしていこうということ

と、滞在時間の過ごし方をもっと具体的に、温泉

のとこのバス停とまれば、あとは時間ですよとい

うような感じなんですが、その間のＰＲも含めて

ということで、運行の仕方、こういったものも全

面的に絞った形で見直しをしたいというふうに考

えているところです。 

○委員（杉薗道朗）せっかくの目玉のバスでも

ありますので、本当、観光客含めて活用が進むよ

うに。今言われましたけれども、しっかりまた対

応していただいて、走っている姿、「お、いっぱい

乗ってるな」というものが見えれば、導入したそ

ういう成果も見えるという部分がありますので、

鋭意努力をお願いしたいというふうに思います。 

 以上です。 

○委員長（川添公貴）ほか。 

○委員（成川幸太郎）駅市の件も尋ねていいで

すか。ちょっと違う、いいですか、販売で。 

○委員長（川添公貴）予算、何款何項何目で。 

○委員（成川幸太郎）物産販売事業費で委託に

なっているんですけども、実は駅市薩摩川内が観

光物産協会だと思うんですが。これを観光・ス

ポーツ対策監も相当苦労されて薩摩川内市の業者

に絞り込んでオープンされたのはいいんですが、

やはり最初はそれでいいのかなと思ってたら、川

内駅を使われるお客様というのが、やっぱりいち

き串木野市、さつま町といった地域の方々も使わ

れてくると。 

 あそこ行ったら薩摩川内市のやつあるけど、い
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ちき串木野市のだったり、さつま町の土産品が置

いてないと。そこまで拡大、川内駅を新幹線の駅

として使う範囲まで広げていくことはできないん

だろうかという声があったんですけども、そこら

辺に対する対策はどんなふうに考えられますか。 

○観光・スポーツ対策監兼観光・シティセー

ルス課長（古川英利）新年度の予算では、販路

拡大の事業等も入れてございますが、私どもとい

たしましては駅市で反響のあるものを優先的に県

外とかに販路拡大したいというふうに考えており

ます。 

 そういう中で、駅市の今の売り上げの状況につ

きましては、対前年度比、１月が６６％、２月が

７８％ということで、ちょっとずつ地域の地力を

つけてる今状況でございます。 

 それまでは串木野市のつけあげ屋さんの売り上

げとか、それからチェーン店の売り上げがかなり

占めてましたので、まだまだ商品は足りませんけ

ども、地元の商品の力がちょっとずつついてる状

況ではあります。 

 一方で、川内駅圏域３０キロ圏内の市町村のも

のが全くなくなったということで、そういう声も

届いております。ただ、串木野市のつけあげ等に

ついては、２階のお土産屋さんでも取り扱っても

らったりとかいうようなところがあるので、当分

はちょっと薩摩川内市にこだわった事業展開を考

えております。 

 ただ、イベント的に周辺市町村と連携した物産

企画的なものは、もう少し売り上げが安定してき

たらできるのかなというふうには考えているとこ

ろです。 

○委員（成川幸太郎）ぜひ川内駅新幹線を利用

されるお客様が、ちょっと忘れてきたけど、さつ

ま町、いちき串木野市のものがないと言われるこ

とのないように企画的にやられていって、今薩摩

川内市に統一されたばかしですので大変かと思う

んですけど、そういった要望にも応えられるよう

にしていただければと思います。 

○委員（江口是彦）今の観光物産施設事業に関

連して細かなことですけれども、その中にカノコ

ユリ対策を平成２８年度は取り組んでいると。非

常にこのカノコユリというのはもう、みんな「カ

ノコユリはないのか、ないのか」と。地元でもで

すけど、非常に栽培難しいんです。うちら村時代

にも地域でほとんどボランティア的に種はもちろ

ん、村から補充、１万球ぐらいばっと植えたんで

すけど、６年後にはもう見る影もなくだめになる

んです。これはもう植えて、皆さんが自分のとこ

で植えてみられたら、大体３年たったら「ゲッ

テ」と田舎では言いますけど、球根がだんだん小

さくなってもうとにかく難しいんです。 

 じゃ、甑島で誰が栽培できてるかというと、里

で１農家、下甑でも個人的にやられているんです

けど、なかなか例えば物産施設に提供するような

までいかないんですけど、何か方策とか考えてお

られるんですか、何かめどがありますか。 

○観光・スポーツ対策監兼観光・シティセー

ルス課長（古川英利）新年度の予算で、施設の

部分でカノコユリの野焼きであるとか、草払いと

か、そういったものを農政課等にあったものを全

部うちに寄せました。まず、そこをちゃんと所管

課を決めましょうというのが第１段階です。 

 今おっしゃるように植え方、非常に厳しいてい

う話と。もう一つ、外来種がちょっと入ってきて

いるようなので、その調査を国定公園の「甑はひ

とつ」のほうの予算の中で、新年度でやってみよ

うということで、あくまで原生部分をまず守る作

業をちょっと重点的にやろうとしてるところです。

新たに植えることの難しさというのは、十分私ど

もも認識しているんですけども、もう少しそこに

ついてはお時間をいただきたいと思っております。 

○委員（江口是彦）じゃ、確認ですけど、野焼

きとかいわゆる観光資源としてのカノコユリをど

うにか保存していこうということのほうが先なん

ですか。つまり、観光物産施設事業というかお土

産として非常に要望が高いから、そういうとこに

も鹿の子百合を供給できるような体制を考えてい

るのかと思ったもんですが、そうじゃなくて、鹿

の子の島をもっと保存していくというか、今、野

焼きとか言われましたが、そういうことのほうが

スタートなんですか。 

○観光・スポーツ対策監兼観光・シティセー

ルス課長（古川英利）おっしゃるとおりカノコ

ユリの希少性ということで言うと、まず原生して

いるものを大切にしないと、なかなか商品価値と

してもつながっていかないだろうという考え方で、

まずはという考え方で今いるところです。 

○委員（江口是彦）わかりました。 

○委員長（川添公貴）いいですか。 

○委員（瀬尾和敬）７款１項３目物産販売事業
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費というのがあります。小さいことお伺いします

けど、よく首都圏でデパートの中で販売をされて

いる。それはもうフェイスブックとかでよく見さ

してもらうんですが、予算の使い方として、例え

ばブースを買うことになるんですか、それとも参

加される人たちが払うんですか。このお金の適用

の仕方をちょっとお伺いしたいんです。 

○観光・スポーツ対策監兼観光・シティセー

ルス課長（古川英利）予算の中身につきまして

は、グループ長から説明させますけども、大まか

な考え方は催事の場合は、出店される事業所様の

売り上げの２０％ほどを場所によって違うんです

けども、デパート側が抜いて、残りの８割を事業

者に払うという形になります。レジは大体百貨店

が全部受けますので、何々商店の売り上げだとい

ったとことから２０％引いて、残りをやるという

形でやってます。 

 この物産販売事業につきましては、いわゆるそ

ういう催事を組み立てるための旅費、それから観

光物産協会職員の人件費、それと先ほどもちょっ

と触れました駅市などで商品として新たに外でそ

ういう催事とかに出てみよう、チャレンジしてみ

ようという事業者に限って、そういう旅費などの

補助をします。行ったり来たりあるいは宿泊する、

それと県外での一坪ショップの展開、それにつき

ましては場代が要りますので、そこはこの事業の

中で充当しているところです。 

 大まかな内容は以上ですけども、細かい説明は

グループ長からさせます。 

○シティセールスグループ長（中村年男）シ

ティセールスグループ長の中村です。おおむねは

観光・スポーツ対策監のほうからの説明があった

んですが、あとは細かい予算といたしましては、

私どものほうからもパンフレットであるとかいっ

たものの送料も含めた形でお願いをしてあります。 

 あと、会場内を管理されたり、出店事業者さん

のフォローをしていただくための管理者というこ

とで、デパート側との間に入っていただく方の人

件費、旅費というのも含まれた形で委託をしてお

ります。 

 以上です。 

○委員（瀬尾和敬）そういうことだろうと思う

んですが、例えば大阪市で関西かごしまファン

デーというのが球場で開かれますよね。あれは、

ああいうときなんかも、このコーナーは薩摩川内

市ですよと、そこに１０件ぐらい行かれますよね。

それと似たようなことでやってるちゅうふうに考

えればいいんですか。 

○シティセールスグループ長（中村年男）関

西かごしまファンデーに関しましては、県人会と

の連携もございまして、例年１２コマ分、この委

託料の中で予算措置をして、委託でお願いしてご

ざいます、確保するために。 

 以上です。 

○委員（瀬尾和敬）こんだけ地域のそういう特

産品とかやる気のある人たちを県外で、首都圏で

チャレンジしてもらおうという、そういう意味に

おいては、この予算は今後またどんどんふえてい

く可能性もあります、そんな気がするんですけど。

ふえていったほうがいいのかなと、ある意味では。 

 あと、そこで、ほんのちっちゃいこと言います

けど、財源内訳で「その他」ってありますよね、

４,４９０万のうち４,４００万、その他。これは

何を充てるんですか。 

○委員長（川添公貴）財政課、答えられますか。 

○観光・スポーツ対策監兼観光・シティセー

ルス課長（古川英利）申しわけございません、

正式名称はちょっと今調べてますが、地方創生関

係の予算を充当しようということで考えておりま

す。 

○委員長（川添公貴）正式名称を言って。正式

な予算委員会やっで。 

 ここでしばらく休憩します。 

         ～～～～～～～～～ 

         午後１時３０分休憩 

         ～～～～～～～～～ 

         午後１時３０分開議 

         ～～～～～～～～～ 

○シティセールスグループ長（中村年男）地

域活性化基金繰り入れということで４,４００万充

当になっております。予算調書の１５ページによ

って入れる部分でございます。失礼いたしました。 

○委員（瀬尾和敬）おたくのほうの観光・シテ

ィセールス課の予算の中で、内訳を見ると大体そ

の他というのが結構あるんですけど、今グループ

長が言われたような、そんな予算の措置の仕方と

いうふうに、おおむね考えてればいいわけですか。 

○シティセールスグループ長（中村年男）は

い、そのとおりです。済いません、ありがとうご

ざいます。 
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○委員長（川添公貴）ほかございませんか。 

○委員（杉薗道朗）今の瀬尾委員の質問にちょ

っと関連しますけど、この販路拡大推進事業の関

係なんですけど、せんだって、ちょっとたまたま

テレビを見ていたら、「まるごとにっぽん」ですか、

浅草でビルの中に各地の埋もれた素材を売るとい

うテナントが集まって、何かそういう特集番組が

ありました。いろいろやっとるなと見とったら、

薩摩川内市のテロップがちょっと、ちょこっと出

て、あとは何も出なかったんですけど。キビナゴ

とアオサの関係の部分が出された、あのときの状

況の映像だったのかなというふうに思うところな

んですが。 

 平成２８年度もイベント、商品開発ということ

で記載はされておりますけれども、平成２８年度

においては大体何カ所、何回ぐらいのイベントを

一応予定されて、ここに計上されているのか。 

 規模的には先ほど言いました大阪、それから東

京とか、いろいろそういう首都圏あたりでのイベ

ント等々なんでしょうけど、大体これは毎年ある

程度決まった回数が行われているわけで、新たに

また例えばの話、九州管内の福岡あたりでとか、

結構あちこちこういうあるんですが、おおむね何

回ぐらいのそういうイベントに対して対応されて

いくのか、そこをちょっとお聞きしたかったんで

す。 

○観光・スポーツ対策監兼観光・シティセー

ルス課長（古川英利）催事出店につきましては、

２種類ございます。まず１種類目は、今おっしゃ

ったような「まるごとにっぽん」、これはもう長期

の来年度１２カ月フルに一応出店予定でございま

す。１階と３階があって、３階がどちらかという

と観光ブース、１階はショップの中で商品を出し

ていくということで、月の売り上げが大体８０万

から１００万ぐらいに今なっているところです。

そういったある程度長期に出すというのがもう一

つ、新宿区の南口の新しいビルＡＫＯＭＥＹＡと

いう施設の中で、４カ月の契約で出そうというこ

とで今調整してます。 

 そういったものの経費はこの中に入っておりま

すが、あと百貨店催事につきましては、私どもで

企画しているのは４回程度です。それ以外は出店

者の方々が、自主的に出られたり、県の特産品協

会の催事として出るというところがありまして、

当然観光ＰＲの部分は私どもも協力するというこ

とでやってますけども、そういったものまで含め

ると年間２０から３０ぐらいは催事として県外で

販売する機会はあるという予定になっております。 

○委員（杉薗道朗）山形屋さんあたりは、北海

道物販店とか物産展とかやれば、もうそれは日本

でも有数の売り上げを誇るというような取り組み

をされて、もうテレビ等でもよく報道されますの

で、言われたようにやっぱり薩摩川内市、本当に

地域特産でここしかないですよというのが、なか

なか厳しい状況ですよね。大体、日本全国それぞ

れの地域、ちょっと名前が変わっても中身は一緒

だかねというような部分もあるし、商品開発も含

めて御苦労もあるかなというふうに思うんですけ

れども。やっぱり薩摩川内を売り込む中で、そし

てまたそこの地場の商品生産物を知っていただく

上で、今の取り組みちゅうのは非常に大事な部分

かなというふうに思います。 

 今後もまた、生産者の方々、また出品される

方々とも非常にうまい連携をとりながら、いい意

味での規模拡大ができるように取り組んでいって

いただきたいなということをお願いしておきます。 

 以上です。 

○委員長（川添公貴）ほかございませんか。 

○委員（小田原勇次郎）ことしの観光・シティ

セールス課さんの予算の編成の仕方で、昨年の予

算調書と比較したときに、非常に対比のしにくい

予算の組み方がしてあるなというのが私の率直な

印象でした。 

 ですから、補助金が、事業が分かれてたり、委

託料がどっかに移ってたりして、非常に前年度、

要するに一番の根幹は観光物産協会の関係です。

３年間最初の事業計画の中で、３年して平成

２８年度ぐらいから、自立を促すための自立を目

指すというような形での計画がありました。 

 そうした中において観光物産協会、先ほど副委

員長のほうからもあったんですが、例えば駅市に

しても今リニューアル投資をして地元の製品を売

るという考え方はわからんことはないんですが。

経営という感覚にたったときに、６０％台の売り

上げと７０％の推移ということの中において、や

っぱり経営という部分は、ここ株式会社ですから、

そこあたりははっきりと行政が何もかもテコ入れ

をして経営していくという観点から、少しずつや

っぱり自立という方向性を模索していかなきゃい

けない。 
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 この観点に立って、前年度予算で観光物産協会

への補助金委託料の去年の当初予算ベースでした

ときに、ことしの補助金委託料を比較したときに、

どの程度の増減があるのかを総論ベースでもいい

し、答えられる範囲で結構ですから、ちょっとお

示しいただきたいんですが。 

○観光・スポーツ対策監兼観光・シティセー

ルス課長（古川英利）昨年度と比較しますと、

ふるさと旅行券の取り扱いがなくなっております

ので減っております。通常事業についてもちょっ

とマイナスなような感じになっているんですが、

今御指摘の駅市につきましては、駅市の店長以下

スタッフについての人件費は一切見ておりません。 

 １０月から新しい会社として合併したんですけ

ども、１０月からのこの半期でも、ぎりぎりプラ

スが出るか出ないかというところで、今最後の売

り上げをしてるということで、あくまで物産施設

につきましては、自立が前提だろうということで

今考えているところです。 

○委員（小田原勇次郎）今回、新規事業で情報

発信のシティセールス情報発信事業という、例え

ば４００万の事業があります。これは委託料で計

上されておったんですが、ひょっとしたらこれも、

いわゆるＦＭを想定するのであれば、物産協会に

委託するのかなという想定がつくところでありま

した。 

 販路拡大事業も、これは販路拡大事業を非常に

比較するのが難しくて、去年は物産協会への補助

金が２,８００万出てて、販路拡大事業というのは

昨年度当初予算では特別販売事業委託の４００万

しか計上されてなかったんです、この項目には。

それが今回、４,４９０万という予算措置がされて

て、どこのこの事業。あと目を引くのが、ごめん

なさい、この販路拡大事業についてちょっと御説

明いただきたいのが１点。 

 ２点目は、７款１項３目の旅行誘客事業のこの

中で、単純比較したときに、前年度の委託料と補

助金の増額部分がちょっと目を引く部分がありま

して、この委託料の部分、そして補助金の部分で、

前年度の事業の中で大幅に増減等があった部分に

ついて、ちょっとお示しをいただきたいんですが。 

○課長代理（有馬眞二郎）販路拡大事業につき

まして説明をさせていただきます。 

 昨年は地方創生の関係がございまして、販路拡

大事業が４,３５０万ほどあったんですけれども、

ことしは２８年度２,９８０万円ということで減額

をして計上をしております。 

 以上でございます。 

○観光・スポーツ対策監兼観光・シティセー

ルス課長（古川英利）旅行誘客の比較というこ

とでよろしい…… 

○委員（小田原勇次郎）委託料補助金の増減が

あった場合は、前年度比較で増減があったのをお

示しを。我々が認識しておかなければならない補

助金、委託料の中で、増減等が発生した部分があ

ったらお示しいただきたい。前年度と一緒であれ

ば、もうそのとおりで結構ですが。 

○観光・スポーツ対策監兼観光・シティセー

ルス課長（古川英利）並行して今ちょっと整理

をさせますので、ほかの質問をお願いします。 

○委員長（川添公貴）どれぐらい時間がかかり

ます。 

 今の質問は委託料、補助金等について、前年度

比で個別に増減がどのようになったのかというこ

とを。予算全体で見えないんでお示し願いたいと

いうことなんで、どれぐらい時間がかかりますか。

コピーしますか、書類で出しますか。 

［「書類で出します」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（川添公貴）うん、そのほうがいいか

もね。 

 いや、休憩しましょうか。予算ですから。 

［「はい、わかりました」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（川添公貴）じゃ、ここでしばらく休

憩します。 

         ～～～～～～～～～ 

         午後１時４１分休憩 

         ～～～～～～～～～ 

         午後１時５１分開議 

         ～～～～～～～～～ 

○委員長（川添公貴）休憩前に引き続き会議を

開きます。 

 先ほど質問がありました補助金、受託事業等に

ついて、簡潔に御説明を願った上で、細部につい

ては、質問者のほうから再度質問いたします。 

○課長代理（有馬眞二郎）先ほどは大変失礼い

たしました。観光物産協会の補助金委託料につき

ましては、お手元の資料にございますように、今

回補助金の部分は、平成２８年度は平成２７年度

と比べますとゼロということで、計上しておりま

せん。 
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 そのほか下のほうにございますが、あわせて

１５の事業の委託がございます。こちらのほう、

平成２７年度と補助金と委託と合わせて比較をい

たしますと、平成２７年度が１億７,６５５万

６,２７８円、平成２８年度が１億２,０２８万

１,０００円ということで、前年度と比較しますと

５,６２７万５,２７８円の減額でございます。 

 以上でございます。 

○委員長（川添公貴）いいですか。 

○委員（小田原勇次郎）わかりました。示され

た資料に基づいて、またこの部分については、ま

た今後検討課題とさせていただきます。ありがと

うございました。お時間のほういただきまして、

ありがとうございます。 

 もう１点、とうごう五色親水公園の件でした。

前々回の委員会でお話をしたかもしれません。管

理運営のいわゆる年間の委託の考え方、今年度予

算についての。そしてあと、地元の意見交換会で

我々がちょっと御意見いただきました。いわゆる

観光橋の関係の考え方が今後ありましたら、お聞

かせ願いたいんですが。 

○観光・スポーツ対策監兼観光・シティセー

ルス課長（古川英利）とうごう五色親水公園に

つきましては、大きく二つ課題がございます。 

 まず、日ごろの管理の部分の伐採等について、

もっと丁寧にできないかということにつきまして

は、また指定管理者のほうと引き続き、直後から

もちょっと意見調整といいますか事業調整をさせ

ていただいているところです。 

 それから、橋のかけかえ、今、撤去ばかりでし

たので、新設はできないかということについては、

新年度予算では具体的に入れ込んでおりません。

相対的な中で前のほうの道路のまだ幅員が狭いん

ですけども、利用状況を見ながら、もっと検討は

進めたいというふうに考えているところです。 

 以上です。 

○委員（成川幸太郎）広告での事業が、ＦＭさ

つませんだいを使ったのも結構あると思うんです

が、最近ＦＭさつませんだいの評判が芳しくない

ところがあるんじゃないかと思うんですが、オー

プン当初から直近までの視聴率は、見るほうじゃ

ないですけど聞く率というのは、どの程度の推移

が出されているか調べられてれば、わかってれば

教えてください。 

○観光・スポーツ対策監兼観光・シティセー

ルス課長（古川英利）聴取率、いわゆる聞いて

る人たちの割合っていう調査は残念ながらちょっ

としておりません。ただ、広告は着実に伸びては

いるんですけども、聞いてる人がふえてるか減っ

てるかっていうところについては、数値的にお示

すものがございません。 

 ただ、パーソナリティーのスキルっていいます

か、技量の話であるとか、内容が適切でどうかっ

ていうような御意見は、るる聞いてるところがあ

りまして、ＦＭ側とそのような声があるっていう

こと協議をしながら改善は促してるところではご

ざいます。 

○委員（成川幸太郎）今後、市長も防災連絡に

も使いたいっていうようなこと言われてるわけで

すから、ぜひ最初、期待されて、皆さんが聞いて

た状況が維持、継続されるよう、あるいは聞く人

がふえるようにならないと、今のままだとちょっ

とどんどん減ってＭＢＣ放送聞くとか、あとミ

ューＦＭに変えたとかっていう人たちの声が聞こ

えつつあるもんですから、そこら辺はやはり注意

して、やはり経営的にもそうでしょうけれども、

管理を指導をよろしくお願いしたいと思います。 

○委員（江口是彦）関連して。このＦＭは上甑

の一部まで入るんですか。どこまで甑は入ってる

のかなとお聞かせください。 

○観光・スポーツ対策監兼観光・シティセー

ルス課長（古川英利）甑島においては上甑の一

部は聞こえて、日によっても違うようで、場合に

よっては下甑の長浜あたりでも聞こえたっていう

声も聞いてはいますけども。済みません、きっち

りとしたエリアのところは把握できておりません。 

○委員（杉薗道朗）またまた関連しますが、高

速船の待合所が前も言いましたけども、結局ＦＭ

がなかなか聞きづらいという状況を伺ったんです

けど。車はわりととれるんですけど、建屋として

中で聞く分において、聞きにくい、聞きづらいと

いう部分があって。なかなか改善はできないかっ

ていう部分もお願いしておりましたけれども、そ

の後どのような状況になっておりましたでしょう

か。 

○観光・スポーツ対策監監兼観光・シティ

セールス課長（古川英利）今、ＦＭさつません

だいと情報政策課と一緒になりまして、先ほども

言われたような難視聴区域の状況把握とあわせて、

その改善に対する試算的なもの、どれぐらいの経
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費、どういう方向でしたらどんな経費が出るかっ

ていうの、ちょっと検討をしてるところではござ

います。まだ途中でございますが。 

○委員長（川添公貴）質疑は尽きたと認めます。 

 ここで議案第７０号の審査を一時中止します。 

────────────── 

△所管事務調査 

○委員長（川添公貴）次に、所管事務調査を行

いますが、当局よりの報告はございませんが、皆

さん方のほうで何かございましたら。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（川添公貴）ないようですので、観

光・シティセールス課を終わります。御苦労さま

でした。 

────────────── 

△市民スポーツ課の審査 

○委員長（川添公貴）次に、市民スポーツ課の

審査に入ります。 

────────────── 

△議案第７０号 平成２８年度薩摩川内市

一般会計予算 

○委員長（川添公貴）審査を一時中止してあり

ました、議案第７０号を議題といたします。当局

の説明をお願いします。 

○観光・スポーツ対策監（古川英利）それで

は、市民スポーツ課の平成２８年度の施策の概要

について説明を申し上げます。当初予算概要の

１０８ページをお願いいたします。１番下の段に

ございます。市民スポーツ課の施策につきまして

は、従来の生涯スポーツの振興も含めますが、特

に新年度につきましては、そこにありますスポー

ツ合宿誘致事業、昨年度５１団体受け入れており

ますが、今年度は７１団体ということで、延べ宿

泊数も１万人を超えようとしてるところです。 

 それからめくっていただいて、樋脇グラウンド

ゴルフ場の整備事業、これにつきましては、こと

しの９月末を進行予定ということでしておりまし

たが、今回ちょっとスケジュールを見直しまして、

工程等を再度全体調整いたしまして、平成２９年

３月、ちょうど１年後の完成を目指すということ

で、ちょっと工期を見直しております。 

 この樋脇のグラウンドゴルフ場整備、それから

国体の施設の整備事業ということで、ウエイトリ

フティング、バスケットボール競技にかかる設計

委託、それから一部コートラインの整備事業を今

回提案しているところでございます。詳細につい

ては、課長のほうから説明をさせます。 

○市民スポーツ課長（坂元安夫）まず１０日の

分の歳出について御説明を申し上げます。 

 予算調書によりまして説明申し上げますので、

予算調書の１８７ページをお開きください。２款

１項６目事項企画開発費は樋脇高校跡地利活用事

業で、樋脇グラウンド整備に係る経費で３億

６,２７４万６,０００円でございます。これにつ

きましては、企画政策課から移管される業務で、

平成２８年度から当課で行うものでございます。

経費はグラウンドゴルフ場駐車場整備、トイレ設

置等の工事請負費でございます。 

 次に、１０款６項１目、事項、スポーツ企画総

務費は、スポーツ推進審議会及び全国市町会市民

総合賠償保障保険等に係る経費で６３万

４,０００円でございます。経費の主なものはス

ポーツ推進審議会出会謝金及び費用弁償、市民総

合賠償保障保険でございます。 

 次に、予算調書の１８８ページをお開きくださ

い。１０款６項１目、事項、生涯スポーツ事業費

は、スポーツ推進委員活動、生涯スポーツ推進事

業及び市民運動会に係る経費で１ ,５６８万

５,０００円でございます。経費の主なものは、ス

ポーツ推進委員８９人の研修会等に出席に伴う出

会謝金及び旅費、川薩地区スポーツ推進協議会負

担金などの負担金４件、総合型地域スポーツクラ

ブへ生涯スポーツ教室開催の指導業務委託料、市

体育協会への市民運動会の運営業務委託料、川内

川河口マラソンウオーキング大会の運営に要する

経費に補助を行う、川内川を生かしたスポーツ推

進事業補助金などでございます。 

 次に、１０款６項１目、事項、スポーツ振興事

業費は、競技スポーツ推進事業及びスポーツ合宿

誘致事業等に係る経費で４,４１２万４,０００円

でございます。経費の主なものは、合宿団体等の

全国トップクラスの選手、指導者等によるスポー

ツ教室開催の講師謝金、本市で合宿を実施する県

外からの団体の奨励金、激励品購入費、合宿誘致

を行う旅費、全国ボート場所在市町村協議会の会

員負担金などの負担金４件、全日本バレーボール

チームの強化合宿の招聘に要する旅費の２分の

１相当額を新バレーボール協会に補助する、全日

本バレーボールチーム招聘事業補助金、新体育協

会がスポーツ合宿誘致推進等目的に創設しました
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合宿団体の希望に応じた人材を派遣するスポーツ

合宿支援サポーターの登録制度を支援するスポー

ツ合宿支援サポーター制度補助金、市体育協会の

運営に要する経費に補助を行う市体育協会運営補

助金、全国、九州大会等への出場者に派遣助成を

行うスポーツ振興補助金などの補助金６件でござ

います。 

 次に、予算調書の１８９ページをお開きくださ

い。１０款６項２目、事項、総合運動公園管理費

は、総合運動公園の施設管理に要する経費で１億

４６３万８,０００円でございます。経費の主なも

のは、スポーツ交流研修センター運営協議会委員

の出会謝金、総合運動公園の有料施設を市民まち

づくり公社へ、スポーツ交流研修センターをＮＰ

Ｏ法人市体育協会へ管理を行わせる指定管理委託

料、アリーナトレーニング室の管理運営業務委託、

総合体育館の洋式トイレ設置工事や突発の修繕費

や工事請負費でございます。 

 次に、１０款６項２目、事項、スポーツ施設管

理費は、スポーツ施設の管理に係る経費で１億

９２１万８,０００円でございます。経費の主なも

のは、総合運動公園施設を除くスポーツ施設の管

理運営に要する経費で、３１施設に係る指定管理

者への管理委託に要する経費、直営２３施設に係

る光熱水費及び修繕料等管理運営に要する経費、

県内の公立体育施設を有する自治体等で組織する、

県体育施設協会負担金、樋脇と上甑Ｂ＆Ｇ海洋セ

ンター２カ所分の県Ｂ＆Ｇ海洋センター連絡協議

会負担金などの負担金３件、避難施設となってい

る御陵下運動場会館など７施設のトイレ洋式化改

修工事などでございます。 

 次に、予算書の１９０ページをお開きくだい。

１０款６項２目、事項、スポーツ施設設備整備費

は、第７５回国民体育大会鹿児島大会に伴う施設

整備にかかる経費で５６２万８,０００円でござい

ます。 

 ウエイトリフティング競技会場の入来体育館改

修の設計委託料、バスケットボール競技の練習会

場となる樋脇・東郷体育館のコートラインを整備

するものです。なお、参考までに国体関係の野球

場に係る総合運動公園、御陵下運動場公園の施設

整備にかかわる設計委託料を、別途、建設部のほ

うで措置していただいております。 

 以上で歳出の説明を終わります。 

 続きまして、歳入予算について御説明申し上げ

ます。予算調書の５０ページをお開きください。

まず、１４款１項７目教育使用料の保健体育使用

料は５,１１５万２,０００円で、総合運動公園施

設やスポーツ交流研修センターを初め、スポーツ

施設の使用料でございます。 

 次に、予算調書の５２ページをお開きください。

中ほどの１６款２項１目総務費補助金の総務管理

費補助金は２,１００万円で、県の地域振興推進事

業補助金でございます。 

 次に、１７款１項１目財産貸し付け収入の土地

建物貸し付け収入は３８万５,０００円でございま

す。これにつきましては、自動販売機設置等に伴

う土地建物の貸し付け料でございます。 

 次に、１７款１項２目利子及び配当金の利子及

び配当金は８万６,０００円で、スポーツ振興基金

の利子相当額でございます。 

 次に、１９款１項基金繰入金、２７目スポーツ

振興基金繰入金のスポーツ振興基金繰入金は

１,０００万円でございます。スポーツ振興基金の

取り崩しによるものでございます。 

 次に、２１款５項４目雑入の雑入は、１２３万

４,０００円でございます。スポーツ施設における

コインロッカー収入金、電気水道費実費収入金な

どでございます。 

 以上でございます。御審査のほどよろしくお願

いします。 

○委員長（川添公貴）ありがとうございました。

ただいま説明はございましたが、これより質疑を

お願いしたいと思います。質疑ございませんか。 

○委員（江口是彦）市民運動会にかかる経費で

すけど、この出会謝金の１６万６,０００と委託料

の７７８万か合わせて７９４万６,０００円が、市

民運動会にかかる経費と見ていいんですね。 

○市民スポーツ課長（坂元安夫）大まかにはそ

の料金でございます。 

○委員（江口是彦）うち、甑島からの選手等の

旅費、今幾らになる。総額でいいです。 

○市民スポーツ課長（坂元安夫）これは体育会

のほうに、市体育協会の補助した中から運動会の

経費ということで、済みません、委託料でござい

ました。委託リストの中から支出をされておりま

す。具体の計算につきましては、フェリー料金の

１泊ということで算定をしております。 

○委員長（川添公貴）金額、金額の質問じゃっ

た。 
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○委員（江口是彦）２００万ほどかな。 

○市民スポーツ課長（坂元安夫）予算、これ

１０回の決算ベースで三百約四十万の数字でござ

います。 

○委員（江口是彦）了解しました。今後の市民

運動会の、今後継続すべきかどうかも含めて、新

しい議論をしていかなければいけないと思います

ので、またその機会はいつになるの。 

 これはもう毎年するように決めたんですか。 

○市民スポーツ課長（坂元安夫）これの経緯に

つきましては、運営委員会のほうで協議をいただ

きつつ、各地域の方々のコミ協を含めた地域のコ

ミ協体育協会関係者等々にアンケートを全てやり

まして、その結果も出ておりまして、それら踏ま

えまして、当面とにかく運動会を継続するという

ことで、運営委員会のほうにも報告しております。 

○委員（江口是彦）４町は全体として反対、甑

は賛成だったっていう大まかな意向があるようで

すが、甑島も相当この市民運動会の継続について

は考えて生きてきてるんじゃないかなと。例えば

各地域での運動会っていうか、そういうのもなか

なか今経費的にも地域で維持していくのが大変な

時期にきてるんですけど。そういうのに、例えば

さっき言われた３４０万円等も含めて、こちら本

土が１年おきにしたら、１年おきには各地域の

４町も含めて、地域スポーツ振興に使うとか、将

来的にはそういう考えもしていく必要あるんじゃ

ないですか。 

○委員長（川添公貴）正確にお願いします。 

○市民スポーツ課長（坂元安夫）手法としまし

て、確かにいろんな御意見、課題を含めてのこと

でありますが、１年おき、あるいはその隔年おき

っていう御意見も確かにございました。それと地

域性の意見がそれぞれ分かれてるって言うのも、

アンケートの中で見てとれておりましたが、当然

それだけの、約１日に何千人が参加するいずれか

の形で参加する運動会になってございますので、

それを簡単にやめるっていうことには、今のとこ

ろは続けるほうがいいんじゃないかっていうこと

で、判断したところです。 

 それで、その経費の使い方を含めまして、いろ

いろ意見もあったのも確かなんですが、当面この

運動会を続けるに当たっては、大体６００万円超

の予算になってございますので、その中からそれ

を隔年で、例えば地域でやっていくっちゅうと、

かなり地域も実際それだけの規模をやるっちゅう、

かなり難しいというふうに思っております。それ

をお金だけ、仮にその補助金とかっていう形でや

るにしても、高齢化の問題だとか、マンパワーの

問題ですね、これがどこも大変だと言っておられ

る中で、そういうのを本土で持っていってできる

かどうかっちゅうのもちょっと自分たちとしては

課題として考えたところです。 

○委員（江口是彦）最後にします。一般質問と

かそういうところでしっかり議論すべき課題なの

かなとは思いながら。地域は段々疲弊しながらも、

一生懸命どこも運動会頑張ってやってるんです。

甑の旧４村も多分本土のほうの４町もされている

んだろうと思うんですけど。そういうのもやはり

支援っていうか、していけたらいいんじゃないか

なという気がしたもんですから。 

 なかなかお年寄りっていうのは、甑からは来ま

せん。ここに在京している人は来ますけど、いつ

も同じような方で、選手集めをして、５０人から

８０人くらいを引き連れて来るわけですが、毎年、

毎年っていうのは、やっぱり大変なのかなってい

う気はします。一応、これは終わります。 

○市民スポーツ課長（坂元安夫）市民運動会の

開催云々も含めました運営、先ほど申しましたと

おり運営委員会で協議いただいて、一定の方向性

を出していただいたっていうのがまず、そういう

決定をしていただいたちゅうことです。 

 それと、その中でもいろいろありますように、

御指摘いただいてるのも含めて、じゃあやっぱり

参加しやすいほうにしないといけないんじゃない

かっていうことで、競技種目を含めまして、競技

種目検討委員会をその運営委員会の中で立ち上げ

て、協議を始めようということで考えておりまし

て、その中で、そういう協議種目を含めて、考え

て検討していだきたいというふうに思っておりま

す。 

 以上です。 

○委員（瀬尾和敬）２款１項６目なんですが、

高校跡地利活用事業にかかる経費です。「樋脇って

いえばホッケーやらよ」とやかましく言う方もお

られたんですけど。ついに、いよいよこうやって

完全に本格化をすると。３億６,０００万余りのこ

の大まかな内訳っちゅうのは、どうなってるんで

すか。大まかでいいです。 

○市民スポーツ課長（坂元安夫）まず当然これ
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は、整備工事の経費でございまして、こっちの、

まず大きなものを申し上げます。水道施設給水管

施設の工事、それと広場の芝張り工の工事、休憩

施設、修景施設といいまして、これは植栽です。

場内の植栽です。それと進入路の整備、放送施設、

これで１億２,２００万、約１億２,２２０万の予

算措置の内訳でございます。それと、駐車場整備、

芝コースの散水貯水槽設置工事、トイレ設置、維

持管理資材倉庫設置工事ということで、合計が

３億６,２７０万６,０００円となってございます。 

○委員（瀬尾和敬）グラウンドゴルフ場そのも

のはもう済んでたわけですか。 

○市民スポーツ課長（坂元安夫）現状は、今、

造成工事がほぼ更地になってる状態でございまし

て、クラブハウスとなる武道館ですが、クラブハ

ウスに変わるわけですが、ほぼ外周が済んでる状

態が、今見てとれてる状態です。今から、芝が張

ってあるとか状態ではまだ一切ございません。 

○委員（瀬尾和敬）今後、そういうのはまた新

しく予算がされるわけですね。 

○市民スポーツ課長（坂元安夫）今ほど申し上

げましたのが、ほぼもう工事完成ができる、これ

を仕上げたら工事が完成するちゅうものでござい

ます。 

○委員（瀬尾和敬）さっき言いました樋脇イ

コールホッケーだというそういう根強い方がいら

っしゃるんです。そういう方々との調整とか、あ

とホッケー場の今後の将来的なホッケー場の確保

とか、そういうのをちゃんとしっかりと説明され

たことだろうと思いますが、概略でいいですので、

それお伺いしたいと思います。 

○市民スポーツ課長（坂元安夫）御承知のとお

り、ホッケー場が隣接している樋脇高校跡地でご

ざいましたので、今回の一般質問でも御質問して

いただいたんですけれども、ホッケー場として今、

人口芝のホッケー場があるんですが。これが今、

国体基準から言いまして、やはり整備が必要だと

御指摘を受けておりますので、これを整備する必

要がございます。当然、国体をクリアしない限り、

国体そのものも実施できない状態なりますので、

そういうことで整備をすることにしております。 

 それと隣接にクレーコートっていいまして、芝

の張られていない面があるんですけども、そこを

含めて一定の整地を含めて整備が必要だというふ

うに思っております。 

○委員長（川添公貴）ほかございませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（川添公貴）質疑は尽きたと認めます。 

 ここで議案第７０号の審査を一時中止します。 

────────────── 

△所管事務調査 

○委員長（川添公貴）次に、所管事務調査を行

います。当局の説明をお願いします。 

○市民スポーツ課長（坂元安夫）それでは、所

管事務について説明申し上げます。 

 商工観光部の企画経済委員会資料で説明を申し

上げますので、１４ページの付表をお開きくださ

い。 

 まず、平成２７年度スポーツ合宿状況でござい

ます。平成２７年度の合宿状況につきましては、

お示ししてありますとおりでございますが、

７１団体延べ人数１万２,４８０人ほど見込んでご

ざいます。前年度と比較しまして、いずれも増を

見込んでおりまして、これにつきましては、バ

レー、バスケットボール、テニスの合宿団体数が

増加したことに伴うものでございます。 

 次に、種目別の合宿状況は、バレーボール、野

球、陸上、バスケットボールの団体が多くなって

ございます。 

 次に、１５ページをごらんください。スポーツ

交流センターの利用状況でございます。平成

２７年度の利用状況につきましては、３６団体、

延べ宿泊者数３,５４６人を見込んでございます。

対前年度比１２４％の見込みでございます。利用

団体はお示ししてありますとおり、全日本バレー

ボールチームを初めとする陸上の実業団、大学

チームが主な利用団体となってございます。 

 以上で説明を終わります。 

○委員長（川添公貴）ありがとうございました。

ただいま説明がございましたが、これらを含めて

御質疑願いたいと思います。御質疑ございません

か。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（川添公貴）質疑はないものと認めま

す。 

 以上で、市民スポーツ課を終わります。 

────────────── 

△国体準備室の審査 

○委員長（川添公貴）次に、国体準備室の審査

に入ります。 
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────────────── 

△議案第７０号 平成２８年度薩摩川内市

一般会計予算 

○委員長（川添公貴）一時中止してありました

議案第７０号を議題といたします。 

○観光・スポーツ対策監（古川英利）それで

は、当初予算概要の１０９ページをお願いいたし

ます。 

 国体準備室の平成２８年度施策、掲げてあるの

はこの１本でございます。７５回国民体育大会鹿

児島大会推進事業ということで、準備委員会の開

催、それから推進体制の整備、国体開催種目競技

の国体施設等に取り組むこととしております。詳

細については課長のほうから説明させます。 

○国体準備室長（坂元安夫）予算調書の

１９１ページをお開きください。 

 １０款６項１目事項国民体育大会準備事業費は、

第７５回国民体育大会鹿児島大会開催の準備にか

かる経費で２１６万６,０００円でございます。本

市で開催するホッケー、バスケットボール、ウエ

イトリフティング、軟式野球、空手道、この５競

技の施設整備や運営方法等について、岩手国体を

視察する旅費でございます。なお鹿児島国体開催

までの主な流れにつきましては、昨年開催地の内

定が示されております。３年前の平成２９年

２０１７年に開催が決定される予定となってござ

います。なお、当室の歳入の予算そちはございま

せんので、以上で説明を終わります。御審査のほ

どよろしくお願いいたします。 

○委員長（川添公貴）ただいま説明がございま

した。御質疑ありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（川添公貴）質疑はないものと認めま

す。 

 ここで、議案第７０号の審査を一時中止します。 

────────────── 

△所管事務調査 

○委員長（川添公貴）所管事務調査については、

当局よりはないようですが、皆さん方のほうで何

かございますか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（川添公貴）ありませんので、以上で

国体準備室の審査を終わります。御苦労さまでし

た。 

────────────── 

△企画政策課の審査 

○委員長（川添公貴）次に、企画政策課の審査

に入ります。 

────────────── 

△議案第２７号 薩摩川内駅東口交流施設

整備基金条例の制定について 

○委員長（川添公貴）まずは、議案第２７号を

議題といたします。当局の説明を求めます。 

○企画政策課長（上大迫修）お手元に議案つづ

りをお願いいたします。２７－１ページでござい

ます。議案につきましては、薩摩川内市川内駅東

口交流施設整備基金条例の制定についてでござい

ます。議案の趣旨については、議場にて説明を終

えておりますので、基本的な考え方を説明をさせ

ていただきます。 

 本基金につきましては、駅東口市有地に設定予

定のコンベンション施設を整備するに当たり、共

生交付金の交付を受けることから、その基金を交

付金を基金に積み、管理をし、整理に充てていく

ための条例という形でございます。 

 めくっていただきまして２７－２ページの部分

に、第１条設置から第７条の委任まで記載してご

ざいますが、基本的には県のほうから入ります共

生交付金を第２条におきまして一般会計に受け入

れ、積み立てという形で運用するものでございま

す。 

 また、管理につきましては、適正かつ有利な方

法としまして、金融機関への預金、定期預金等に

よりまして、運営をいたします。また、発生しま

す利子につきましても、第４条におきまして、利

子収入を基金に受け入れ、本体とともに管理をし

ていく形となっております。なお、条例の設定上、

第５条に繰替運用の規定をしておりますが、類似

の基金管理条例と同様の内容となっているところ

でございます。共生交付金を活用し、コンベンシ

ョン施設の整備を行うに当たりまして、管理上基

金条例を制定させていただきたいというふうに考

えております。 

 以上でございます。 

○委員長（川添公貴）ただいま説明がございま

したが、御質疑願いたいと思います。御質疑ござ

いませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（川添公貴）質疑はないものと認めま

す。 
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 これより討論、採決を行います。討論はござい

ませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（川添公貴）討論はありませんので、

これより採決いたします。本案を原案のとおり可

決すべきものと決定することに御異議ございませ

んか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（川添公貴）御異議なしと認めます。

よって本案は、可決すべきものと決定いたしまし

た。 

────────────── 

△議案第２８号 薩摩川内市過疎化地域自

立促進計画を定めるについて 

○委員長（川添公貴）次に、議案第２８号を議

題といたします。当局の説明を求めます。 

○企画政策課長（上大迫修）議案つづりその

２の２８－１ページでございますが、新たに平成

２８年度から平成３２年度までを計画期間といた

します、自立支援計画の保護を策定するに当たり、

関係法令の規定により議会の議決を得るものでご

ざいます。 

 めくっていただきまして、別冊となっておりま

す過疎自立支援計画の全体骨格についてのみ説明

させていただきますが、目次の１ページから

２ページになっておりますけども、第２章におき

まして、それぞれ地域におきます産業、その他の

施策等につきまして、現状と課題を整理し、取り

組みの内容を規定する形となっているところでご

ざいます。全体としますと、第１０章までに自立

支援に関しては必要な事項等を整理する形といた

しております。なお、本計画に位置づけますと、

特にハード事業等につきましては、過疎計画等に

よります有利な起債等の活用があることから、登

載しました個々のハード、ソフト事業等につきま

して主幹課に紹介をし、計画内容を精査した上で

パブリックコメント並びに県の関係所管のほうと

整備をして、本案のように取りまとめた次第でご

ざいます。なお、全体の登載事業のボリュームを

さきの一世代前、第１期前の過疎計画のほうを計

画ベースで比較しますと、平成２２年度から平成

２７年度までの過疎計画については約１６億円

（後刻発言訂正あり）、今回の過疎計画につきまし

ては平成２８年から平成３２年度までで１８億

６,０００万（後刻発言訂正あり）という数字が出

ております。登載しました事業の中には、今後を

見通しまして、地域で実施します事業等のメニ

ュー等を登載しております。議決のほどよろしく

お願いしたいと思います。 

 桁を間違っておりました。１６０億７,０００万

が前計画の分でした。新しいのが１８６億

３,０００万です。一桁ずれておりました、申しわ

けございません。 

○委員長（川添公貴）ただいま説明がございま

したが、これより御質疑願いたいと思います。御

質疑ございませんか。 

○委員（瀬尾和敬）その昔、過疎債というのを

有利な財源だということで一生懸命やった旧４町

時代のことを思い出すんですが、今例えばこうや

ってやられますよね。これ我々旧４町のころより

も、まだ過疎的なところが川内の中にはあります

よね。そういうところも何か適用できたりすると

かいう方法はあったんじゃなかったんですか、ど

うなんですか。 

○企画政策課長（上大迫修）過疎債の指定には

全地域過疎地域というものと、一部地域の一部み

なし地域っていうのがあるわけですけども。基本

的に旧川内地域におきまして、地域を特定すると

それに準じた地域のほうはございますが、計画策

定上は旧４町４村のエリアのほうを継承し、その

従前地域であったところに対しての計画っていう

形の位置づけをしてございます。厳密に同じよう

な目線で見ていきますと、同様な地域があるかも

しれませんが、計画策定上は旧４町、４村の地域

だけを拾い上げて精査してるっていうのが現状で

ございます。 

○委員（瀬尾和敬）先ほど１６０億だの

１８０億だの言われましたが、それはこの計画の

中の累計額がそんだけということですか。という

ことは、その３割を負担しなきゃいかんわけです

よね、市として。 

○企画政策課長（上大迫修）これは、ハード事

業ということだけで捉えますと、１００％起債が

できましても交付税で７０％しか見られませんの

で、利子相当を含めて約３割の負担がハード事業

の場合生じるっていうことになります。 

 ソフト事業等につきましては、それぞれ国の地

域ごとに補助率を書いた分等がありまして、厳密

には言えませんが、ハード事業では３割の手出し

が生じる形になろうかと思います。 
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○委員長（川添公貴）質疑は尽きたと認めます。 

 これより討論、採決を行います。討論はござい

ませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（川添公貴）討論はないものと認めま

す。 

 これより採決いたします。本案を原案のとおり

可決すべきものと決定することに御異議ございま

せんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（川添公貴）異議なしと認めます。よ

って本案は、原案のとおり可決すべきものと決定

いたしました。 

────────────── 

△議案第６１号 平成２７年度薩摩川内市

一般会計予算 

○委員長（川添公貴）次に、議案第６１号を議

題といたします。当局の説明を求めます。 

○企画政策部長（永田一廣）それでは早速、企

画政策課の概要を説明申し上げます。この後、当

初予算の概要の事業概要により説明させていただ

きますので御準備をお願いいたしたいと思います。 

○委員長（川添公貴）６１号はもういらんたろ。 

○企画政策課長（上大迫修）説明をお許しいた

だきまして、第８回補正でございますが、企画政

策課所管につきましては、２款５項１目の統計調

査総務費におきまして、職員給与の補正をお願い

するものでございます。国の人事院勧告等、公務

員の給与改定等に伴います期末手当等の調整率の

変更等がございましたので、これに対応し、事項、

一般管理事務費におきまして１３万８,０００円の

増額をお願いするものでございます。よろしくお

願いいたします。 

○委員長（川添公貴）御質疑ございませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（川添公貴）質疑はないものと認めま

す。 

 ここで、議案第６１号の審査を一時中止いたし

ます。 

────────────── 

△議案第７０号 平成２８年度薩摩川内市

一般会計予算 

○委員長（川添公貴）次に、議案第７０号平成

２８年度薩摩川内市一般会計予算を議題といたし

ます。部長の説明を求めます。 

○企画政策部長（永田一廣）改めまして、企画

政策内の審査方、よろしくお願いいたします。そ

れでは早速ですが、企画政策課の概要、当初予算

概要の事業概要、企画政策は３１ページからにな

ります。この後の部内の各課室この資料に基づき

まして、私のほうは説明させていただきます。 

 それでは早速３１ページ、企画政策課は上段か

ら始まります。まず１番最初に、ヘルスケア産業

振興事業につきましては、地域成長戦略におきま

す食品ビジネス、医療、介護周辺ビジネスのこの

二つの分野から健康食品の開発、人材育成、モデ

ル実証などを通じまして、健康産業の創出、集積

によります地域の活性化を狙いとするものでござ

います。 

 次に、中段の地域おこし対策事業です。これま

での商工観光部サイドの旅、食、品をテーマにし

ました地域おこし協力隊の再配置、３年経過いた

しておりますので、再配置に加えまして、今回新

たに希望をされます地区協議会へ配置するために、

１０の地区に計２０名の隊員の導入を図ろうとす

るものでございまして、導入によりまして人口減

少その他、地域の課題の解決、また地域活性化を

図ろうとするものでございます。 

 次の、定住支援センタ―運営事業と、次のペー

ジ、３２ページの上段、定住促進補助事業、この

二つにつきましては、定住に関します情報発信な

ど一元的なサービス提供と市内への転入、定住者

への補助、空き家バンクの運用を展開してまいり

ます。 

 中段の空き家利活用対策事業、これは空き家の

有効利用の観点から、個人又は地区コミ等により

ます空き家の改修に対し、その費用の一部を助成

するもので、継続事業でございます。 

 下段のコンベンション施設整備事業につきまし

ては、一般質問等でちょうだいしておりますが、

現在、メインとなるホールの規模のほか、これに

附帯します市民あるいは市民団体等の利用により

ますにぎわい創出のための各種機能の構成に加え

まして、地区全体の整備の方向性や、その後の運

営方法などの整備を含めまして、基本構想の策定

作業を進めております。 

 予算的には、今後の事業実施に充てていきます

財源といたしまして、鹿児島県を通じましての地

域調整交付金１２億５,０００万を平成２８年度に

おきましては、県を通じてちょうだいし、先ほど
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条例制定につきまして審議いただきました基金に

積み立てていくことを予定しております。 

 次に３３ページになります。上段、大学就学支

援事業、これは新規事業でございます。市内にあ

ります鹿児島純心女子大学へ進学する方に対しま

して、進学の推進と親御さんの経済的負担を軽減

するため、入学金の相当額を支援するものでござ

います。なお、ここに記載しておりませんけれど

も、純心女子大学だけではなくて、ポリテクカレ

ッジを対象にした制度も考えてございます。ポリ

テク、純大をこの３月に卒業をした者から適用す

る形といたしまして、市内の企業、事業所に就職

する方に対しまして、毎年奨学金を返済されます、

それを支援することにしております。この件につ

きましては、後ほど委員会資料で説明させていた

だきます。地方創生総合戦略の一つの取り組みと

なります。 

 中段の出会い支援事業、金額は少額ですけれど

も、これも総合戦略関連事業、新規事業です。イ

ベントなどを通じました結婚のための活動を支援

する団体に対して、一定の経費を助成するもので

ございます。 

 下段、公学連携研究企画事業ですけども、大学

と地域企業との連携によります人材育成、地域活

性化を目的にいたしまして、福祉・医療分野等で

の応用を初めとします共同研究、地域での活動の

展開に関し調査・検討するものでございます。 

 具体的にまた後ほど説明いたしますが、現在、

九州工業大学の教授のほうから高齢福祉施設にお

きまして、人工知能──ＩＯＴというんだそうで

すが、あるいはスマートロボットを活用した生活

支援の取り組み、その可能性を探る研究につきま

して、九工大のほうから提案を受けてございます。 

 最後に、３４ページ上段、ふるさと納税ＰＲ促

進事業です。昨年４月から寄附者へ地元産品を御

礼としてお送りしており、寄附件数、金額ともに

ふえてきております。全国的にも多彩な取り組み

がなされ、寄附額の増額、そういうニュースが報

道されております。また、地元産品の販売促進や

商品開発の面においても大きな効果が期待できま

すことから、新年度、平成２８年度からは予算も

多く計上し、返礼割合、寄附いただいた金額に対

するその割合も引き上げ、品目数もふやすなど積

極的に取り組んでまいりたいと考えております。 

 資料のほうは以上ですけれども、企画政策課に

おけます平成２７年度と新年度におきます大きな

事業等、二、三申し上げます。 

 平成２７年度におきましては、総合戦略の策定

作業というのがメインとなる主要な事業でしたが、

昨年１０月、策定いたしましたので、これを具体

に新年度以降、事業展開していくということが主

でございます。 

 先ほど言いました地域おこし協力隊、大学就学

支援、出会い支援事業、公学連携といったものも

具体の取り組みになります。 

 もう１点は、質問でも頂戴いたしましたコンベ

ンション施設につきまして、現在、基本構想の策

定を５月中をめどに進めておりますが、この構想

を早期にまとめ、議会の皆さん方にもお示ししな

がら、次のステップに向けた作業を早期に取り組

む必要があるということ、この２点でございます。 

 なお、さきの市民スポーツ課で御審査いただき

ましたが、樋脇グラウンドゴルフ場整備、これに

つきましては、これまで高校再編等の流れから企

画政策課のほうで地元調整、いろんな機関との調

整をしてまいりましたが、事業も平成２８年度完

成という実際の運用に向けた取り組みを整理する

ために市民スポーツ課のほうに新年度からしっか

りと移管して、事務を整理していこうとするもの

でございます。 

 以上、企画政策課の概要ですが、予算概要につ

きまして、この後、課長から説明いたします。よ

ろしくお願いいたします。 

○委員長（川添公貴）ありがとうございました。 

○企画政策課長（上大迫修）では、企画政策課

の議案第７０号平成２８年度薩摩川内市一般会計

予算についての説明をさせていただきます。 

 なお、予算調書に伴います説明に引き続きまし

て、予算審議関係ということで委員会資料を添付

させていただいておりますので、通して説明させ

ていただいてよろしいでしょうか。 

○委員長（川添公貴）先に。 

○企画政策課長（上大迫修）通して。 

○委員長（川添公貴）そうしてください。 

○企画政策課長（上大迫修）では、歳出から予

算調書により説明をさせていただきます。 

 予算調書につきましては、９５ページをお願い

いたします。 

 ２款１項６目事項、企画総務費でございます。

１０６万円は部内の共通経費及び経営会議等に要
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する経費でございます。臨時職員雇い上げ料

１３月分と会議運営に要する旅費が主なものでご

ざいます。 

 次 に 、 事 項 、 企 画 開 発 費 ３ , ６ ６ ３ 万

１,０００円でございます。昨年度はここの予算が

約３億３,０００万円ございましたが、さきの説明

のとおり、樋脇グラウンドゴルフ場の工事関係予

算のほうを移管いたしましたので、約３,０００万

弱ほど大きく減っております。この経費は、企画

調整業務等に要する経費でございます。目的別的

には、総合戦略の施策評価に用いるアンケート調

査業務、二つ目にヘルスケアビジネス創出に係り

ます協議会の設立や実証等の業務の委託、さらに

電源地域連絡協議会等の負担金ほか、ごらんの

７負担金でございます。さらに、新規事業といた

しまして、地方創生に関係します婚活出会い支援

に対する補助金。加えて鹿児島純心女子大学への

進学に伴う入学支援。最後に、地域活性化基金の

利子積立等が主なものでございます。 

 次に、９６ページをごらんいただきたいと思い

ます。 

 事項、土地対策費でございますが、１９万

４,０００円は国土利用計画に基づきます届け出事

務に係る経費でございまして、臨時職員雇い上げ

料に充当しているものでございます。 

 定 住 促 進 対 策 事 業 補 助 金 ６ , ３ ６ ７ 万

１,０００円につきましては、定住促進対策の推進

等の業務に要する経費で、定住支援センターの嘱

託職員１名の報酬のほか、移定住プロモーション

に係ります動画作成業務を新たに措置。加えまし

て移住体験住宅等に係ります住宅借り上げ。最後

になりますが、住宅の取得リフォーム、新幹線定

期補助など、定住促進に関する補助金が主なもの

でございます。 

 ９７ページでございます。 

 ゴールド集落活性化事業費２,０３５万円につき

ましては、集落振興対策事業の推進に係る経費と

し、ゴールド集落におきます定住促進補助金のほ

か、平成２６年度からスタートさせました定住住

宅、ゴールド集落地域におきます定住住宅取得リ

フォームに関する補助金が主なものでございます。 

 続きまして、事項、空き家利用対策事業費

３４０万につきましては、空き家の利活用対策と

しまして、空き家改修支援補助金として個人分

１件、地区コミュニティ等グループによります施

工分を１件、見込み計上いたしております。 

 ９８ページになります。 

 ふるさと納税ＰＲ促進事業につきまして、

３,３６０万７,０００円でございます。昨年度は、

当初予算におきまして１８０万しか計上しており

ませんが、大幅に増額しての予算となります。ふ

るさと納税寄附者に対します返礼業務に係る経費

でございまして、返礼品の送付等の業務委託でご

ざいます。 

 次に、コンベンション施設整備事業費１２億

５,１２１万１,０００円は駅東口市有地の利活用

検討に要する経費でございます。民間施設の誘致

に伴います不動産鑑定の修正業務並びに先ほど単

項議案でございましたが、整備基金への積立金が

主なものでございます。 

 ９９ページ、地域おこし対策事業費でございま

す。 

 この事項につきましては、本年度新たに設置を

し、予算額につきまして７,９７５万３,０００円

を計上しております。地域課題解決のために設置

する地域おこし協力隊の活動等に係る経費でござ

います。隊員は総体で２０名の報酬分を、自立定

住に向けた支援業務委託のほか、住宅の借り上げ、

地区コミュニティ協議会等に対します費用負担金、

期間満了時における地域での起業等支援するため

の補助金が主なものでございます。 

 次に、項が変わりますが、２款５項１目でござ

います。一般管理事務費につきましては、

２,４３３万４,０００円、国県が実施します統計

調査事務に係る経費でございます。統計事務補助

の嘱託職員１名の報酬のほか、統計事務に従事し

ます３名の職員の給与費並びに市町村民所得推計

の事務委託に係ります委託料、また統計協会の負

担金が主なものでございます。 

 次に、１００ページでございます。１００ペー

ジにつきましては、基幹統計調査費とし、

５３１万９,０００円をお願いいたします。経済セ

ンサスなど、６調査業務に係る経費でございまし

て、指導員、調査員の報酬のほか、業務従事に係

ります臨時職員の雇い上げ料が主なものでござい

ます。 

 以上が、予算調書に伴います歳出の説明でござ

います。 

 予算調書のほうは、１３ページをお願いいたし

ます。 
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 歳入に移らさせていただきます。 

 ９款１項１目国有提供施設等市町村助成金

１４３万９,０００円につきましては、基地交付金

と呼ばれるものでございます。川内駐屯地及び下

甑分屯地の固定資産税に相当するものであり、国

のほうから示された額を受け入れ処置しているも

のでございます。金額的には平成２７年とほぼ同

額でございます。 

 次に、１５款２項１目国庫補助金でございます

けども、総務管理費補助金で１０億８,５０１万

１,０００円を措置しておりますが、全て電源立地

対策交付金でございます。本交付金は、国から直

接交付されます立地地域の長期発展対策交付分で

あり、三つの区分、発電電力量算定分が約４億

６１２万６,０００円、長期稼働算定分が４億円、

使用済核燃料貯蔵算定分が２億７ ,８８８万

５,０００円ということで概算計上しているもので

ございます。特に、発電電力量につきましては、

従前が、２会計年度前から数字を見ておりました

が、さきのみなし比率の御指摘、国での審議等が

ございまして、１.５年会計年度前から算定しての

計算となっております。なお、期間中に運転停止

があった場合は、みなし規定の改定により８１％

が７８％として算定されているものでございます。

また、長期稼働に係る算定分につきましては、

２基とも３０年経過しているため、各２億円、計

４億円がその数字として入っております。また、

使用済核燃料貯蔵算定の部分につきましては、

プール貯蔵分の算定ルールが変更となる点を踏ま

えた数字でございます。 

 次に、１６款２項１目県補助金でございます。

総務課に補助金は１５億余り計上しておりますが、

土地利用規制等対策費交付金及び電源立地地域対

策交付金の二つでございます。土地利用規制等対

策費交付金につきまして１９万２,０００円、国土

利用計画に基づきます土地売買届けに係る事務交

付金として、実績勘案の上、計上しております。

電源交付金につきましては、電力移出県等交付金、

周辺交付金及び立地地域共生交付金の三つでござ

います。いずれも国から県に交付され、県が所在

隣接地等に含めまして交付しているものでござい

ます。移出県交付金につきましては、発電実績に

基づき、移出電力量に基づいた県交付がなされる

も の で 、 本 市 予 算 で は １ 億 ４ , ９ ６ ７ 万

１,０００円を計上いたしております。 

 なお、算定に当たりまして運転停止であったた

め、従来８０％の稼働で算定されておりましたが、

算定方法が変更になり、震災前１０年間の平均で

みなし計算することとなっており、６８％という

ような計算方式で県のほうに交付金が入るという

ような変更が加わっておりますので、前年対比を

しますと数字のほうが４,０００万弱ほど減額とな

っております。 

 次に、周辺交付金につきましては、契約電力量

をもとに交付されるものであり、本市に１億

９,３９８万８,０００円を計上いたしております。

一部発電、契約電力量の把握方法が変更されてお

りますが、特に大きな影響はございませんでした。 

 最後になりますが、共生交付金につきまして、

運転年数が３０年を経過した所在地域に交付され

るもので、一つの原発につき２５億円、単年度交

付の上限が１２億５,０００万となっており、来年

度は単年度交付いっぱいの１２億５,０００万を計

上しようとするものでございます。 

 次に、１４ページをお願いいたしまして、

１６款３項１目県委託金でございます。二つござ

いますが、統計調査事務に係ります委託金と町、

字の新設変更に伴います事務移譲委託金で構成さ

れております。 

 １７款１項２目財産運用収入２００万円につき

ましては、積み立て運用しております地域活性化

基金の４０億円分に相当します運用利子分でござ

います。 

 １８款１項寄附金についてでございますが、ふ

るさと納税寄附金でございます。先ほど歳出でも

申しましたとおり、今年度は当初予算におきまし

て歳入を６,０００万円計上することといたしまし

た。 

 １９款１項６２目につきましては、地域活性化

基金繰入金であり、合併特例債等を用いて基金を

積んでおりますが、元金償還が終えたもの等を地

方創生に掲げます雇用創出等の事業に充当するた

め４億円繰り入れております。 

 １５ページ、２１款５項４目雑入でございます。

２億５４９万３,０００円の部分でございますが、

移住体験住宅事業に係ります住宅の使用料、市町

村振興協会からエコパークかごしま産業廃棄物最

終処分場に係ります地区支援事業に対します助成

金のほか、地図の販売、地域活性化センターから

のイベント助成等が主なものでございます。 
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 なお、エコパークかごしまに関しまして、地区

振興助成金につきましては、市が実施する公共事

業、事業分の約３分の１を受け入れるものでござ

います。 

 今度は予算書をお願いいたします。予算書にお

きまして、債務負担行為の説明をさせていただき

ます。 

９ページ、第３表債務負担行為となりますが、

上から２番目の事項、定住促進補助金でございま

すが、申請のあった初年度に半分を払い、残り半

分を後年度５年間で５分の１ずつ交付するため、

平成２８年度新規分につきまして平成２９年から

平成３３年度までの間、２,３００万円の限度額を

設定するものでございます。 

 その下のゴールド集落定住促進補助金につきま

しても、制度としては同じでございますが、同様

に２９年から３３年の５年間に１,０３０万円を、

さらにその下の地域おこし協力隊活動車両借り上

げにつきましては、企画政策課に移管し、事務の

精査を行いつつ、隊員活動車両１０台を３年間借

り上げることから、初年度分を除きます２カ年分

約４１４万８,０００円を限度額に２カ年債務負担

行為を出します。 

 以上が、議案第７０号に基づきます予算調書等

での説明でございます。 

 引き続き、お許しいただきまして、企画経済委

員会資料をお願いしたいと思います。関連の分ま

で含めて説明させていただきます。早口で申しわ

けありません。 

 まず、１ページでございます。 

 総合戦略推進におきます検証スキームについて

でございますが、総合戦略策定に関し、それぞれ

の政策に定めましたＫＰＩ重要業績評価指標等に

基づきまして、毎年度、ＰＤＣＡのサイクルを実

施することといたしております。 

 現在、導入しております総合計画の事務事業評

価や施策評価と一緒に担当部局によりまして自己

評価を実施し、その上で市民など受益者を対象と

しましたアンケート評価を実施いたします。さら

に、策定時に組織しておりました検討委員会を

ベースに設立します１０名程度からなる外部評価

委員による評価を加えていく形というふうに考え

ております。 

 最下段にスケジュールを示しておりますが、市

民等のアンケート調査、内部評価を行いながら外

部専門委員会での評価等の作業を５回程度実施し、

翌年度の予算の提案までに内容を精査するスキー

ムの流れで作業をしたいというふうに考えており

ます。 

 次に、２ページでございます。 

 総合戦略に位置づけました小さな拠点の形成に

向けた作業を示しております。 

 １の小さな拠点とはということでございますが、

地域で安心して暮らし続けていく上で必要な生活

サービスを受けられる環境を維持していくために

市民生活サービスの維持確保と地域における仕事

と収入の確保を図っていくものであり、取り組み

といたしましては、中段右側になりますけども、

まず地域住民の方々の意識喚起を図るとともに、

住民の方々が主体となった取り組み体制を構築さ

せ、必要とするサービスの確保と地域内でのビジ

ネス展開による活力維持を目指すものでございま

す。 

 総合戦略期間であります平成３１年度までの間

には、２番目に書いてありますとおり、先進事例

や支援等についての調査研究や各地域に求められ

る生活支援サービスの実態調査を踏まえ、具体的

な地域の選定や合意の形成、取り組みの方法を整

理し、地域組織の形成、具体的な取り組みを展開

しようとするものであり、地域を誘導していくた

めの考え方として取り組むものでございます。 

 予算には関係しておりますが、これに伴います

直接な経費は予算上の中に明記したものは、先ほ

ど説明しておりますのでございません。 

 次に、３ページ目でございます。 

 ヘルスケアビジネス創出事業。部長の説明にも

ございましたが、予算としましては、来年度、

２,０００万を計上したいというものでございます。 

 作業につきましては１番から４番までの四つの

作業数の予定でございます。ヘルスケアビジネス

の取り組みをサポートし、推進していくための協

議会を設置すること。二つ目に健康サービス事業

の採算制等と検証する事業を実施すること。三つ

目に将来的にヘルスケアに携わる人材の育成を図

ること。そして、最後にＩＣＴによります健康

データ等の活用によりましてサービス供給の可能

性がどこまであるのかというのを見極めていくと

いう四つの項目を実施いたします。 

 ４ページでございます。 

○委員長（川添公貴）課長、ちょっと待って。
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まだたくさんあるようなんで、詳細にわたって詳

しく説明をいただいていますんで、ここで休憩し

ましょう。課長も今、ちょっと滑舌が少し厳しく

なってきて、お茶でも飲んで、ここで休憩します。 

         ～～～～～～～～～ 

         午後２時５９分休憩 

         ～～～～～～～～～ 

         午後３時１３分開議 

         ～～～～～～～～～ 

○委員長（川添公貴）休憩前に引き続き、会議

を開きます。 

 引き続き、説明をよろしくお願いします。 

○企画政策課長（上大迫修）よろしくお願いし

ます。 

 では、委員会資料４ページから説明を継続させ

ていただきます。 

 ４ページにつきましては、出会い支援事業でご

ざいます。 

 晩婚化、未婚化の進行を踏まえ、結婚支援のた

め民間団体との出会い支援事業に対する助成でご

ざいます。 

 対象につきましては、市内の企業、ＮＰＯ等で、

補助額につきましては参加料の２分の１、全体と

しまして対象経費の３分の２を超えない、さらに

金額的には１０万円を上限に補助しようとする制

度となります。 

 ５ページをお願いいたします。 

 就学支援補助、奨学金返還支援制度についてで

ございます。 

 まず、１番目の就学支援補助金支援金につきま

しては、若者の流出防止等、進学に係る経済的負

担、地元大学への進学支援等を目的とし、市民に

限って入学金の全額を支援とするものでございま

す。 

 ６ページをお願いいたします。 

 先ほど、部長の説明等ございましたが、２の奨

学金返還支援制度は１番の就学支援補助金と同時

に制度のほうをスタートさせるものでございます。

市内就職の支援であり、市内にあります純心女子

大学、ポリテクカレッジを卒業した方が市内の企

業に就職した場合に、在学中に受けた奨学金の返

還金につきまして、在学期間に相当する間、市内

に定住就職することを条件に毎年償還した分の

２分の１のほうを、純大であれば４年間、ポリテ

クであれば２年間実施しながら、最終年度におき

ましては２００万を上限にこれまで交付した助成

額を差し引いたものをする。簡単に申し上げます

と、在学期間４年、２年の間に２００万円を上限

に返還金の支援をしようとするものでございます。 

 ７ページ、公学連携研究企画ということになり

ますが、この政策につきましては、総合戦略の地

域づくりの政策におきまして位置づけており、大

学との連携により地域の人材育成機能の強化と地

域の活性化に向けた諸分野での研究や活動を展開

することを目的としております。 

 内容は、鹿児島大学ＣＯＣセンター等、これは

純心大学等も含めますが、との取り組みの連携。

もう一つが地域課題の特定分野での研究事業の実

施でございます。鹿児島大学ＣＯＣセンターとは

既にエネルギーや観光等の分野における連携を図

っており、平成２８年度は鹿児島大学ＣＯＣセン

ターが主催します部会へ職員が参加、また大学の

講義へ講師を派遣することとしているほか、地域

課題解決のための共同事業を企画実施していきた

いというふうに考えております。 

 この点につきましては、センターではございま

せんが、鹿児島純心女子大学とも各分野の連携を

図っていくことといたします。 

 また、学術研究の分野につきましては、情報通

信技術を活用し、機器等を連携させ制御する技術、

ＩＯＴを活用した生活支援等の可能性につきまし

て、九州大学と共同研究できないか、する方向で

予算化をお願いしたものでございます。 

 次に、８ページをお願いいたします。 

 ふるさと納税制度とその取り組みでございます。 

 まず、１番目に個人版ふるさと納税につきまし

てでございます。 

 平成２７年４月から返礼品等を送るよう対応し

てまいりましたが、平成２８年度からは寄附額に

対する返礼割合をおおむね５割とするほか、品数

をふやしますとともにインターネット等を活用し

た申請と決済をより拡充するなど取り組みを行っ

てまいります。これによりまして、歳入について

は６,０００万、歳出につきましては３,３６０万

７,０００円の計上をお願いするものでございます。 

 右側、９ページでございますが、企業版ふるさ

と納税制度についてでございます。 

 この制度につきましては、平成２８年度の税制

改正で新たに創設される制度でございます。地方

創生を推進することを目的に市自治体が策定しま
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した事業計画を内閣府が認定し、計画にかけた事

業を支援する目的で企業社が寄附をした場合、税

制上の優遇措置が下段にありますとおり、従来の

損金算入３０％に加え、その他税控除等を組みま

して約２倍になるという制度でございます。 

 現在のところ、国の法案審議がなされていると

ころであり、詳細が判明しておりませんが、流れ

てきております情報の一つに市外の企業社である

こと、寄附をした者が税控除を受けられる点など、

個人のふるさと納税と同様な制度となっておりま

す。なお、寄附した事業者への返礼は行わないよ

うな形で制度設計されている模様でございます。

詳細が固まりましたら、またお知らせしたいとい

うふうに考えます。 

 次に、１０ページでございます。 

 コンベンション施設の整備についてでございま

すが、平成２８年度予算で先に審議いただきまし

た川内駅東口交流施設整備基金への積立金１２億

５,０００万円が主なものでございます。 

 現在、平成２７年９月の第４回の補正で予算化

させていただきました基本構想の策定業務を進め

ております。 

 具体的には、１に書いてありますコンベンショ

ン施設の需要でありますとか、必要性、コンセプ

トのほか、整備に当たっての機能構成、規模、概

算事業費、手法等の整理を行う作業を進めている

ところでございます。 

 検討中の施設につきまして、２番に（案）とい

う形でしてありますが、中核となりますのはコン

ベンション施設でございます。これに市民ニーズ

等もございます市民活動、子育て、産業支援等の

付加施設をつけ加えた上で、さらにカフェレスト

ラン、物販施設など利便施設を附帯して全体像を

固めたいというふうに思っているところでござい

ます。 

 また、３番目になりますが、整備及び完成後の

維持管理運営についても検討するとともに、活用

いたします財源等の精査も行うこととしておりま

す。これと並行し、地区内で民間事業施設の誘発

を図るということをしておりますので、そのため

の環境づくりがどのようなことが考えられるのか

も検討してみたいというふうに考えております。 

 今後、基本構想の策定ができ次第、事業化に必

要な作業を順次実施していくこととしており、平

成２７年度から繰り越している予算での対応を考

えてみたいというふうに考えております。事業所

の導入可能性の整理など、地区振興計画で整理す

べき対処内容を取りまとめることも重要な作業と

考えており、取り急ぎ作業を進めることで設定し

ております。 

 次に、１１ページでございます。 

 地域おこし協力隊についてでございますが、平

成２８年度予算では、企画政策課において隊員の

募集、雇用、居住及び自立定住支援のための補助

金などを予算化しており、その総額は下段にあり

ますとおり８,０４６万２,０００円でございます。

ちなみに、この予算につきましては、平成２７年

度観光・シティセールス課のほうにありましたが、

その時点では約４,５００万円ほどでございました。 

 平成２８年度には、これまでの商品開発に加え

まして、地区コミュニティを対象に地域おこしま

で活動範囲を拡大する方針に基づいておりまして、

配置人員の総枠を２０名というふうに想定してお

ります。 

 昨年から１９名の募集作業を進めておりますが、

２月末時点で５名（後刻発言訂正あり、５２ペー

ジ参照）ほどの内定となっているような状況であ

るというふうに確認をしております。今後も、募

集作業を継続し、予定人員を確保できるよう努め

ていきたいというふうに考えているところでござ

います。なお、隊員の地域への定住自立に向けま

して、起業・就業研修プログラムや起業家助成な

ど隊員の支援を行っていくことも重要であるとい

うふうに考えております。 

 次に、１２ページ、１３ページでございますが、

ここには平成２８年度実施いたします統計調査に

ついて掲載してございます。 

 ごらんのとおり、国の統計は経済センサスなど

４統計、２の県の統計は人口移動調査の１統計、

３番目の県の分析調査につきましては市町村所得

推計が１件、その他につきましては統計調査員確

保に係る業務が１件となっているところでござい

ます。 

 さらに、１枚めくっていただきまして、統計業

務に関係し、国勢調査の補完資料のほうを

１４ページにつけさせていただいておりますが、

さきの主要事項経過報告に加えまして、地域別の

情報等を付加整理をし、資料を提出しております

ので、御参照をお願いしたいと思います。 

 以上をもちまして、企画政策課が所管します平
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成２８年度一般会計予算に関します説明を終わら

させていただきます。御審査方よろしくお願い申

し上げます。 

○委員長（川添公貴）ありがとうございました。

ただいま説明がございましたが、御質疑願いたい

と思います。 

○委員（成川幸太郎）まず、最初にふるさと納

税についてお尋ねをします。 

 まず、その６,０００万円ということを言われる

んですけど、本年度の平成２７年度の実績見込み

っていうのはどの程度になるんでしょう。 

○企画政策課長（上大迫修）最新の状況で見ま

すと、恐らく平成２７年度については、

１,４００万円前後という数字に数字が入ってくる

のではないかなというふうに思います。 

○委員（成川幸太郎）１,４００万円程度が

６,０００万円というと４倍強の数字を想定される

けど、実際にこの予算も３,０００万円組まれてい

るんですか。可能性としては十分に手ごたえがあ

るということなんでしょうか。 

○企画政策課長（上大迫修）回答としましては、

頑張りますとしか言いようがございませんが、今

回、平成２８年度予算を編成するに当たりまして、

伸びていない理由等のほうを分析をさせていただ

きました。 

 一つには、返礼額の割合がその伸びている、か

なり億単位で確保しているのに比べて返礼割合が

低いということ。 

 それと、二つ目には、パンフレット等に掲載し

ています品目のラインナップが少ない、うちは最

新でいいますと６１件ほどでございますが、ほか

につきましては１００前後、場合によっては

１００を超えているところもございましたので、

平成２８年度は１００品目ぐらいまで拡充したい

と思っております。 

 三つ目につきましては、いろんなチャンネルに

パンフレットや商品等を並べて多くにアピールし

ているというのがございますので、その点につき

ましても従来はパンフレットを送るという行為と

市のほうのページに載せるという行為にとどまっ

ていた部分等をさらに広げて、窓口を広げること

で４倍までは持っていけないかというふうに思っ

ているところでございます。 

○委員（成川幸太郎）これは昨年もパンフレッ

トの配布の仕方というのがちょっと少ないんじゃ

ないかということでお尋ねをしました。それと中

身を見ましたら、選び方が非常にわかりづらいん

です。もうちょっと分散せずに価格帯で違うんだ

ったら、価格帯でまとめていただかないと、同じ

１万円なら１万円がこっちあり、こっちありでど

れがどう見ていいかわからんていうのがあったん

で、パンフレットで見るときにもっと見やすい方

法をしていただきたいなというのがあります。 

 それと目玉になる商品というのは、やっぱり大

きく平均して５割なら５割でいいんですけど、こ

れは川内ですごい人気が出るっていうのが、目玉

をアピールする。一番どこも多いのは肉が非常に

人気が高いようです。そういったことも踏まえて、

ぜひこの予算も３,３００万円を使ったけど、実際

には金は使ったけど全然総額は伸びなかったとい

うことのないようにしていただきたいと思います

けども。 

○企画政策課長（上大迫修）御指摘の部分は十

分踏まえまして採用していきたいと思います。 

 パンフレットの作成等につきまして、株式会社

薩摩川内市観光物産協会のほうに委託の形で出し

ながら、実際、駅市等で販売されているＰＲ等の

手法も含めて検討してまいりたいと思います。 

 それとほかのところは、牛１頭分でありますと

か、１０キロ分とか、かなりの高額な分がござい

ますが、今回の検討に当たりましては、１００万

円に対して５０万円ということでございますので、

観光商品、旅行商品や肉といったものも頭に入れ

ながら整理をしておりますし、１００万円を超え

た部分につきまして、市内の港町にあります某企

業さんであるような物品、伝統的なものもござい

ますので、そういったものも工夫して取り組んで

いきたいと思います。 

○委員（成川幸太郎）もう１点。今度はコンベ

ンション施設の整備計画について、先日もお尋ね

をしたんですが、市長が基本構想策定後、基本計

画の策定の前に市民の意見を聞くということを言

われました。具体的には、どういう聞き方をされ

るのか、ちょっとわかっていればお示しをくださ

い。 

○企画政策課長（上大迫修）昨日の一般質問の

際に議員からの質問を受け、市長が答弁した中の

部分だというふうに解釈しておりますが、基本的

に基本構想がまとまりましたら議員の皆さんのほ

うにもお知らせするというふうにしておりますの
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で、あと、その個別の地域でありますとか、全体

のほうにどのような問いかけをするのかというこ

とを今手法を決めているわけではございませんが、

市民の皆様方に我々が検討した、もしくはこれま

での意見に基づいて整理をした内容等のほうは何

らかの形でお知らせをしたいというふうに考えて

おります。 

○委員（成川幸太郎）もうここまで３カ月おく

れたわけですから、せっかくならプロポーザル

（後刻発言訂正あり）という形で、ぴしゃっとし

たほうがすっきり皆さんにもするんじゃないです

か。地区コミとか議員とかから聞いたとかってい

うんじゃなくて、市民にぱっと意見を出すという、

その中でされたほうが一番どんな意見が出てくる

かわかりませんけども、それを全て聞くわけじゃ

ないでしょうから、プロポーザルじゃない、パブ

リックコメントでされたほうが一番すっきりする

んじゃないかなと思うんですけども、そこら辺は

まだ決めてはいないわけですね。 

○企画政策課長（上大迫修）今、パブリックコ

メントありましたが、恐らくパブリックコメント

をして広く意見を聞かないかということだと思い

ます。そこをやるやらないということは、答弁の

ほうはできないと思っておりますが。基本的にパ

ブリックコメントをするにしましても、これまで

市民の皆さん方からいただいた意見、もしくは分

析をした中で見えてきて、こういうふうにつくっ

ていくんだという基本的な考え方をきちっとして

フレームをつくって説明していく考え方でおりま

すので、最終的にどんな手法かは言えませんが、

そのような示し方のほうをしていくことになろう

というふうに思います。 

○委員（成川幸太郎）本会議の席上で市長が基

本計画策定する前に聞くと言われたわけですから、

やはり市民が、どこでどげんして聞いたのよとい

うことで疑問を持たれないような聞き方はちゃん

としていただきたいというふうに思います。 

○委員長（川添公貴）確か、部長答弁だったと

思います。部長が答弁されたのか。 

○委員（成川幸太郎）市長。 

○委員長（川添公貴）市長がしたけ。なら、そ

こを踏まえてちゃんと答えるように。 

○企画政策課長（上大迫修）成川議員のほうか

らの議場での質問で、成川議員が確認された部分

が２項目ございまして、昨年部長の答弁を覆す前

向きな意見をいただいたという点が１点。二つ目

に市長のほうから構想策定後、市民の意見を聞く

というふうに言っておられます。今、委員会の中

で委員のほうから構想策定前にということの

話……。 

○委員（成川幸太郎）いや、策定後で基本計画

の前にです。 

○企画政策課長（上大迫修）そのようなことで

したので、そこは十分踏まえて対処していくこと

になろうと思います。 

○委員長（川添公貴）ほかございませんか。 

○委員（江口是彦）定住促進に関してはいろん

な支援策、継続してやられているわけですけど。

例えば金額は少ないですけど、移住体験住宅借り

上げ料６３万円ほど、これも継続事業拡充という

ことになっていますが。手打とか里とか借り上げ

てされていると思うんですけど、これの事業効果

というか、実績はあるわけでしょうから、その辺

の何かアンケートをとるのか、どういう形で意向

を聞かれるかわかりませんけど、何かその辺があ

ったら、今後それを生かして、平成２８年度もさ

れるんでしょうから、何かその辺はありますかね。 

○企画政策課長（上大迫修）具体的な効果で宿

泊された方に意見をいただいている分等はありま

すので、後ほどグループ長のほうから説明させま

すが。今回、拡充というふうに表記をさせていた

だきましたのは、今、上川内のほうに１棟、里、

下甑、手打ありますが、できましたら本土の樋脇

であるとか入来であるとか、そちらのほうに１物

件ふやしたいなというふうに思っております。 

 ここに訪れていただいた方々のほうが、地域が

見れてよかったとか、そういった比較材料になっ

たというとこが直接聞いておりますので、そうい

った部分からしますと、さらにその市のほうだけ

が用意するってことじゃなくて、地区コミの皆さ

んにも御協力をいただきながら、地域ぐるみで体

験を受け入れて次につなげていくっていうのが重

要であるというふうに考えているところでござい

ます。 

 グループ長のほう、できますか。 

○企画総務グループ長（高野哲也）移住体験

住宅のまず利用実績について申し上げます。 

 平成２６年度に開始したこの事業ですけれども、

平成２７年、昨年度末現在で２６件６１名の方の

利用をいただいております。うち利用後に転入さ
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れた方が３件６名となっております。 

 利用された方につきましては、利用される前と

後にアンケート調査をしておりまして、その中で

利用後については、実際の生活ができた、あるい

は体感できたということでまた利用したいという

非常にいい評価を受けております。 

 以上です。 

○委員長（川添公貴）ほかございませんか。 

○委員（杉薗道朗）地域おこし協力隊について

伺いますが、平成２８年度は合計２０名、新たに

隊員を募集ということ、それから平成２７年度は

９人のうち８人が任期満了という形になりますけ

れども、一定のそれなりの効果はあげていらっし

ゃるというふうに思いますし、特に甑のほうでは

某テレビ番組が取り上げて、ものすごく甑のイ

メージアップも含めて宣伝になったのかな、いい

意味でこちらが無理して何かテレビ局にお願いす

るということじゃなくて、テレビ局のほうががん

がん取材していただいて今の状況があるのかなと

いうふうに思うところですが。まず、本年度の任

期満了の方々のその後、要するに説明は若干あっ

たのかもしれませんが、この薩摩川内地域に残ら

れる方がいらっしゃるのか。定住につながってい

る部分があるのか。あわせてその平成２７年度の

事業成果をちょっと教えていただけませんか。 

○企画政策課長（上大迫修）任期満了にあられ

ます８名の隊員が今後どうするのかということで

ございますが、まだ意思決定が確実に決まって残

る残らないと判断されている方もおられますし、

まだわからないという方もおられますけども。私

どものほうが観光・シティセールス課に確認して

いる部分については、実施しています６割を超え

る方々が地域での生活に入っていただけるという

か、また周辺地域のほうでいろんな取り組みをさ

れるという形で聞いております。 

 今、杉薗委員のほうから御指摘がありました、

せっかく地域を知って活動していただいた皆さん

が、全国的に見ても約６割強の方がその地域に定

住されてという実状があるようでございますので、

そういった意味を含めて、今回２０名まで配置を

拡充していこうとしておりますので、その辺は実

績が出せるように取り組んでいきたいというふう

に考えております。 

○委員（杉薗道朗）今度はその今の任期満了の

方、なるべく多くの方が残っていただいて、また

ある意味地域の方々、いろんな知恵も出していた

だければ、地域おこし協力隊員は外れたにしても、

その地域の中で培われた経験っていうものが生か

せる、そういうのが頑張っていただければなとい

うふうに思いますし、今回、この商品開発、それ

から地域おこし４名と１６名、商品開発、いろん

な分野で地元のそういう小規模な商店経営者を含

めてやっていらっしゃるんでしょうけれども、な

かなかこれといって本当に目玉になるような商品

開発っちゅうのはなかなか御苦労もあるんじゃな

いかなというふうに思うんです。ただ、今回こう

して新たな協力隊員の方々が着任されるというこ

とであるならば、そこは私どもも期待したいとい

うふうに思いますし、当然、外から入って来られ

るんでありましょうから、またここの地元の方々

がアイデア的に検討っていうか、考えもつかない

ような新たなそういう視点での商品っていうもの

が出てくるのも期待するところなんですが、そこ

あたりも期待して、未知数な部分もあろうかと思

うんです。でも、担当課としてやっぱりそこは期

待するように、私も期待したいと思うんですけど

も、そこあたりはどうでしょうか。 

○企画政策課長（上大迫修）先ほどの予算の説

明の中に企画政策課が地域おこし隊の総括として

人件費やいろんなもろもろを持ちますということ

でございました。 

 杉薗委員からありました商品開発の部分につい

ては観光・シティセールス課のほうが実働の対応

をしていくということでございますので、今本当

に目玉となる商品の開発等につきましては、我々

以上に一期のノウハウを持ったセクションのほう

がメインでサポートに入りますので、結果が出せ

るように私どもも側面的な支援をやっていきたい

と思います。もちろん私どもが総括でございます

ので、いろんな機会に委員の皆様方のほうにどう

いった成果が出ているのか、どういったことが問

題なのかっていうのは全体としてお示しさせてい

ただきたいと思います。 

 特に、新たに取り組みますまちづくりの部分に

つきましては、地区コミュニティ協議会を受け皿

に、地域に入って、市もかみながら活動していた

だきますので、一つでも実施できて、いい例にな

ったらいいかなというふうにちょっと思っている

ところです。 

○委員（杉薗道朗）今、全くそのとおりかなと
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いうふうに思います。願わくば、この地域おこし

協力隊の方々が若い世代の方が見えたとして、薩

摩川内市内でぜひ結婚という部分に結びついて根

を張っていただければなと思うところです。出会

いの場の別事業もありますけれども、何かいいプ

ラス効果が生まれることを期待します。 

 以上です。 

○委員長（川添公貴）ほかございませんか。質

疑は尽きたと認めます。 

 以上で……。 

○委員（小田原勇次郎）はい。お名前を呼んで

いただいていいですか。 

○委員長（川添公貴）特別に許します。１回だ

け。 

○委員（小田原勇次郎）はい、ありがとうござ

います。 

 それでは、まず１点目は、以前、私も会派を一

にしておりました某女性議員が盛んに婚活の支援

体制を、我々も会派でさせていただいてたもんで

すから。その当時、婚活の支援を代表質問として

要望したところでありまして、今回やっと予算を

つけていただいて、某女性議員は喜んでらっしゃ

るだろうなと思うところの中で、今までは昔から

の踏襲でということで、この婚活問題は社会教育

課が答弁してたんです。社会教育課のところに、

家庭婦人の女性団体の活動があって、そこが婚活

をしてたと。今後は、企画サイドが全面的に婚活

は我々に任せろという形で前に出て引き受けたと

いうふうに認識をしてよろしいんですねというの

が、確認が１点です。 

 ２点目は、地域おこし協力隊の部分で、先ほど

杉薗委員もおっしゃったんですが、ことし２０名

の増員を図るということで、今現在、２月末で

５名程度が内定ということで、やはり募集に当た

って、我々が認識しておるのは、ある程度、３年

後、任期満了の際は、定住という部分を募集の際

に条件をつけるようなお話で認識をしておったも

んですから、そこあたりがネックになって人が集

まらないと、２０人の定員に満たないということ

が起きなければいいがなと。そうしたときに、地

区割で募集を募って人数割当をしてますから、満

たない場合はどっかが欠員が生じてしまうよなと

いう部分がないのかどうかの部分を確認させてい

ただきたいのと。あとは、このコミュニティの部

分については、コミュニティ課が以前、ＮＰＯ法

人を巻き込んで地域資源活用事業なんていうのを

してたんです。地域に事業を起こすためにＮＰＯ

さんに指導業務で委託をしてまちおこしをしてお

りましたが、そこあたりの関連等もあって、コミ

ュニティが取り組んでおる部分があるんですが。

コミュニティ課はどういうふうに地域おこし協力

隊とタッグを組んでやっていかれるのかの考えを

お聞かせ願いたい。 

 あと、もう一点、最後に、成川委員のほうから

ふるさと納税についての御質問があった分で、多

分これは、予算は、３,０００万円は物品料ですか

ら、納税が少なければ執行も減るという、入りも

払いも減るという予算だなと思っておるんですが、

５０％に上げて、納税をふやしていくという趣旨

はよくわかりました。 

 ぜひとも御努力いただきたいと思ったんですが、

一点は、前段部分で、物産協会の受託事業を

５,０００万円減ったという報告を受けたんですが、

この３,０００万円が全部売り上げがつながった場

合は、物産協会の売り上げにつながるんだろうな

と、公費の入った色のついた売り上げが物産館の

売り上げとして計上されるんであろうなというふ

うな思いを持ったので、ここあたりも我々は慎重

に数字を把握しながら、これは先ほどの観光・シ

ティセールス課の議論は課長は聞いてらっしゃい

ましたから、そこも念頭に入れて、我々は認識し

ておかなければいけないんだなというふうに思っ

たんですが、それでよろしいのかだけ、ちょっと

確認を。 

○企画政策課長（上大迫修）大きく三つの質問

をいただきました。それぞれ回答させていただき

ます。 

 １点目の婚活について、今後、企画政策課が前

面に出て全体調整、推進していくのかということ

でございますが、そのとおりでございます。 

 二つ目につきまして、地域おこし協力隊の件で

ございますが、まず、その中の１点目、３年後定

住することが募集の条件になっていたと思うがそ

の考え方に間違いはないか、ただし足かせになら

ないかということでございますが、地域おこし協

力隊は、地域の定住というのを制度の目的として

おりますが、募集に対して、３年後定住するとい

うことは募集要件には付しておりません。 

 最終的な出口として、本人の努力、もしくは地

域の受け皿ということがあって、完結したときに
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初めて定住というのが結実するというふうに考え

ているところでございます。 

 それと、定員の部分でございますが、定員に欠

員が生じるのかということでございます。今、

１９分の５という、生々しい数字になっておりま

すが、恐らく隊員の方々がここでの商品開発をし

たい、ここでの取り組みをしたいとなってきます

と、その数が少なければ欠員が生じることはあり

得ますが、３月をもって募集を停止することとい

うことではなくて、今回の予算の中には、継続し

て募集をする経費も入れておりますので、充足す

るまで、チャレンジの方法を変えてでもやってい

きたいというふうに考えております。 

 地域おこし協力隊の三つ目でございます。コミ

ュニティ課がしています、ＮＰＯが関連した地域

資源援活用との連絡・連携はどうなっているのか

ということでございますが。私どものほうは、こ

の地域資源活用等の取り組みを通じて、地区コミ

が我々地域おこし協力隊と一緒にやりたいと手を

挙げたところを対象にしておりますので、前段の

部分ではコミュニティ課のほうでいろんな取り組

みをしていただきながら、私どもと連携して地区

コミの後押しをする、地域の後押しをするという

ことは確認してございます。 

 三つ目のふるさと納税の項でございますが、一

つ目、入りが減ったら出も減るのかという対応の

関係についてはまさしくそのとおりです。お金が

入りましたら、お願いをして、品物を送っていた

だくということですので、入りが５,０００万円に

なれば、出は２,５００万円前後になるというふう

に考えているところでございます。 

 それと、私どもは、物品の返礼を株式会社観光

物産協会の販売受託事業が行える業者ということ

でお願いをしておりますので、私どもが

６,０００万円もらったら、３,０００万円相当を

協会にお願いしますから、協会の売り上げという

ものは増となります。 

 以上でございます。 

○委員（成川幸太郎）これは、前にもお願いを

してたんですが、できたら力のある人は直接納品

をさせてくれと、物産協会に納めなきゃいけない

と、物産協会が手数料を取るわけですから、１次

産業の農家を支援するということじゃなくて、物

産協会を育てるためにふるさと納税をやるんじゃ

意味がないと思うんです。 

 生産者が直接、生産者から直納できる体制とい

うのをやはりとっていくべきじゃないかなという

ふうに思うんですが、いかがでしょう。 

○企画政策課長（上大迫修）御指摘は御意見と

してお伺いいたしました。 

 今現在、私どものほうが、返礼に伴いまして物

品を調達できて、発送できて、いろんな苦情に対

応できるということを総合的に見たときに、販売

受託ができる観光物産協会という形でしておりま

す。 

 今後、いろんな取扱量がふえてきたとき、また、

私も出店したいという方が出てきた場合は、どの

ような対応がとれるのか、また整理をしてみたい

と思います。 

 結論になりますけども、私どもが観光物産協会

に市としてお願いするようにしましたのは、多く

の物品を一点に仕入れて出すという業者さん、そ

れと、そういった苦情に対応できるという態勢が

できるというのを判定して観光物産協会にしてお

りますので、今、成川委員からありました御指摘

の部分については、今後どのようにしていくべき

なのかというのは、片隅に置きつつ整理をしてい

きたいというふうに思います。 

 なお、ＪＡさんでありますとか、６次産業に取

り組んでおられるような農家さん方も、この出店

に参加できないかということの声をいただいてお

りましたので、その線については、観光物産協会

に販売の受託をするという形ででも加わることが

できますかという声かけをして、参加いただいて

いる事業者さんもございますので、その力がある

方々がおられましたら、また私どものほうにも情

報を寄せていただければというふうに思います。 

○委員（成川幸太郎）実際には、いろんなとこ

ろで自分の農場から直販されてる方もいっぱいい

らっしゃるんです。そういう方々を、物産協会を

通すことで縛りをつけるんじゃなくて、直接、納

税の対象になるような受け付け方も、確かに力が

なくてできない方もいらっしゃると思うんですよ。

できる方も相当いらっしゃるわけですから、そう

いう方々は直接納品ができるという形をしていた

だければ、１次産業の人が２割取られるか、３割

取られるかわからんですけども、やはりせっかく

なら所得の向上になるような形をとって、やはり

１次産業者を育成するということをやっていただ

きたいなと思います。 
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○委員長（川添公貴）ちなみに、こういう質問

が出るということは、物産協会が手数料を幾ら取

るかというのがあるんです。幾ら取るんですか。 

○企画政策課長（上大迫修）具体的にその割合

について、この場で私のほうから答弁はできませ

んが、私どもは、物産協会のほうにお願いすると

きに、お支払いしている経費は、カタログをつく

る、パンフレットをつくる経費、それと物品を購

入する経費、それと郵送する経費のこの三つで構

成されております。 

 よって、受託者のほうで、経費全体を賄うに当

たって、受託販売という形になりますから、一般

的に道の駅等で言うと、１５％から２０％のよう

でございますので、それに近いものが仕組みとし

て設定されていることは予想されますが、具体的

に何％ということについては私のほうからは申し

上げられません。 

○委員長（川添公貴）ほかございませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（川添公貴）この件については、また

一般質問をぜひしてください。お願いします。 

 質疑は尽きたと認めます。 

 以上で議案第７０号の審査を一時中止します。 

────────────── 

△所管事務調査 

○委員長（川添公貴）次に、所管事務調査を行

います。 

 説明をお願いします。 

○企画政策課長（上大迫修）先ほどの審議の中

にございました中で、数字の分でございますが、

地域おこし協力隊の確保できてる人員が５名では

なくて、７名に動いてるようでございます。７名

まできてるようでございます。（４６ページの発言

を訂正） 

○委員長（川添公貴）この１時間の間に二人も

ふえたじゃな、すばらしいね。ごめんなさいね、

手元にありって書いちゃったもんじゃっで。 

 何もないようですが、何かありましたら。 

○委員（江口是彦）ボンビーガールはどうなり

そうですか。何か、できりゃまた１年でも延長し

てもらいたいっていう意向があったやに聞きます

けど。 

○企画政策課長（上大迫修）計数的な対象に入

っておりません、あくまでも民間事業ですので。 

 正確な部分かわかりませんが、地域おこし協力

隊といいますか、シティセールスサポーターの夕

べの際にいろいろ話が聞こえてきたことだけを申

し上げますと、３月いっぱいはいると、その後に

ついては、民間の事業ですのでわからない。３月

いっぱいだというふうなことでございました。 

○委員長（川添公貴）ほかありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（川添公貴）質疑は尽きたと認めます。 

 以上で企画政策課を終わります。 

 ちょっと待ってください。 

 はんたちに言うことじゃなかたっどん。ＩＯＴ

とかを、ＣＯＣとかって、全般にわたってたくさ

ん出てくるわけよな、書類が。はんたちに言うこ

とじゃなかたっどん。普通、いろんな本の読んだ

ときに、下に全部説明が載っちょうわけよ。ＫＯ

Ｔって言うたときに何かわかるけ、わからんどが。

ＤＡＩ語やっで、なあ。「きょうのオペレートは考

えてもおりませんでした」っていう、こういうこ

とじゃわけやっで。俺が言わん限りわからんわけ

やっで。これ、はんたちに言うことじゃなか。ご

めん、全体で、できれば下に注釈表をつくっても

らうように。面倒かどんな、お願いをしておきた

いと思います。 

 一番、ここの、薩摩川内市の中枢だから、頭脳

に言うちょったほうが一番よかろう。ありがとう

ございました。 

────────────── 

△甑はひとつ推進室の審査 

○委員長（川添公貴）次に、甑はひとつ推進室

の審査に入ります。 

────────────── 

△議案第７０号 平成２８年度薩摩川内市

一般会計予算 

○委員長（川添公貴）審査を一時中止してあり

ました議案第７０号を議題といたします。 

 部長の説明をお願いします。 

○企画政策部長（永田一廣）引き続き、甑はひ

とつ推進室、よろしくお願いいたします。 

 当初予算概要の３４ページをお開き願います。

中段からになりますけれども、主要な事業を申し

上げます。 

 １点目の甑島輸送支援事業、これにつきまして

は、国の離島振興法に基づきます、離島活性化交

付金を受けた継続事業になります。甑島におきま

す三つの特産品の本土側への移送、そしてまた逆
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になりますけども、その原材料等を本土側から島

のほうに移入する、それに要する経費に対し、交

付金を受けて助成するものでございます。 

 次の甑島ツーリズム推進事業、そして、次の

ページ、３５ページになりますけれども、ツーリ

ズム推進協議会運営補助事業は、これ関連いたし

ます。 

 甑島のツーリズムにつきましては、平成２６年

度にビジョンを策定いたしました。このため、こ

のビジョンに沿いまして、記載のとおり、ジオ

パークや植生の調査、専門ガイドの養成に取り組

むこととしております。 

 また、運営補助金につきましては、このビジョ

ン、行動計画を具体的に実践していくための組織

として、昨年１０月に設置されました協議会、協

議会の会長は市長でございますが、この協議会の

運営を支援するものでございます。 

 以上でございますが、この後、予算概要につき

まして、室長のほうから説明いたします。よろし

くお願いいたします。 

○甑はひとつ推進室長（古里洋一郎）それで

は、議案第７０号平成２８年度薩摩川内市一般会

計予算について、所管予算の説明をさせていただ

きます。 

 まず歳出から、予算調書により説明いたします

が、予算調書の１０１ページをごらんいただきた

いと思います。 

 甑島地域振興費７,０４９万８,０００円でござ

いますが、これは、甑島地域の振興に要する経費

であり、主な内容としましては、この右に書いて

ありますとおり、甑島ツーリズムを推進していく

ためのインタープリター養成事業、自然資源調査

等の委託、次に、鹿児島県離島振興協議会等の負

担金、あと甑島輸送支援協議会の補助金、平成

２７年度に設立しましたツーリズム推進協議会へ

の運営補助金、最後に、全国離島中学校野球大会

交流事業の補助金、これは、平成２８年は島根県

隠岐の島で開催されますが、３年ぶりの参加をし

たいということの補助金が主なものでございます。 

 済みません、企画経済委員会資料のほうを説明

させていただきたいと思いますが、ここで、企画

経済委員会資料の１５ページのほうをお開きいた

だきたいと思います。補足説明させていただきま

す。 

 まず、１番目の甑島輸送支援事業でございます

が、これは、先ほど部長からも説明がありました

が、平成２５年度に創設されました離島活性化交

付金により戦略産品三つの品の島内から本土への

海上輸送費、そして、平成２７年度から拡充され

ました産品の原材料等の本土から島内への輸送費

について補助するものでございます。 

 ただ、当初は、一つの産品に対しまして、補助

期間３年間限定でございましたが、今回、国の改

正によりまして、離島振興法の時限である平成

３４年度までに延長される予定でございます。 

 続きまして、甑島ツーリズム推進事業でござい

ますが、これまでの経緯については随時説明させ

ていただいておりますが、今回、平成２６年度に

観光を主軸とした地域振興を図るためにツーリズ

ムビジョンを策定しまして、平成２７年度に行動

計画を実行するために推進協議会を設置いたして

おります。平成２８年度におきましては、推進協

議会や四つの部会を中心とし、まず、エコツーリ

ズム推進法、全体構想の環境大臣認定を目指して

いくとともに、ジオパーク認定に向けた各種調査

の事業を展開していきたいと考えております。具

体的な事業は、インタープリター育成事業等でご

ざいます。 

 次に、歳入について御説明させていただきます

が、予算調書の１７ページをごらんいただきたい

と思います。 

 国 庫 補 助 金 総 務 費 補 助 金 ２ , ８ ６ ６ 万

６,０００円は離島活性化交付金の補助金でござい

ます。内容は、甑島輸送支援事業に対するものの

ほか、甑島ツーリズム推進事業やシティセールス

プロモーション事業に対するものでございます。 

 次に、雑入２万円は、離島市町村の職員研修助

成金でございます。 

 以上で議案第７０号、一般会計予算に関する説

明を終わります。御審議方、よろしくお願いいた

します。 

○委員長（川添公貴）ありがとうございました。

ただいま説明がございましたが、御質疑をお願い

します。 

○委員（江口是彦）甑島ツーリズム推進事業の

中の具体的な４００万円だとか、５００万円だと

か、６００万円の予算で、具体的にちょっとお聞

きしたいんですが。インタープリターっていうの

は専門ガイドということのようですので、それを

具体的には、今までもガイド養成はされてきてた
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んですが、今度、もっと具体的な計画があるのか

どうか。 

 二つ目、ジオパーク、具体的にどんな調査をす

るのか、このジオパークについてもちょっと見え

るように教えていただければなと。 

 それから、三つ目の自然資源調査っていうのは、

具体的にはどういうの、これは５００万円ほどか

けられるみたいですけど、やっぱりどっかへ委託

をされるのかどうか。 

 最後に、ことし、３年ぶりに中学離島甲子園出

場ということで、ひょっとしたらまた数年お休み、

ことしが３年生が一番多い年でありますので、こ

としが最後になってしまうのかなという思いもあ

るんですが、これ２００万円の補助ですけど、こ

れをもっと島内での、例えば、これは連合チーム

ですから上下一緒になってするんですが。 

 それと同時に、夏休み初めに行くんですよね、

本土の中学校の野球部が甑島に行って練習試合を

するとかいうのも、過去してるようですが、そう

いう本土市内の中学校チームとの練習試合等もぜ

ひ、今から予算をちゅうても大変かもしれません

けど、実現してほしいなと思ってます。お願いし

ます。 

○甑はひとつ推進室長（古里洋一郎）済みま

せん、事業の説明を少しさせていただきますけど、

まずインタープリター養成事業６００万円でござ

いますが、これは、今、観光・シティセールス課

のほうが観光ガイド養成事業というのを数年展開

されております。 

 これは、観光のポイントについて勉強して、ツ

アー等についてガイドするということなんですけ

ど。このインタープリター育成事業につきまして

は、先ほど言われました、日本語で言えば、自然

解説人という形で言われてるんですけど。今の観

光地をもう少し歴史とか、成り立ち、例えば断崖

であれば、どのような形でこのような歴史を踏ま

えた形を説明して、こうなったかという、そうい

う深い成り立ちを今、実は研究しております。 

 この教材を、平成２７年度予算をつけていただ

いて、今実施しておりますので、平成２８、平成

２９の２カ年で、この深い成り立ちを含めたガイ

ド、インタープリターの養成をしていきたいと考

えております。 

 当然、対象としましては、観光ガイドの方々に

も声をかけさせていただいて、お願いしていこう

と思っております。これは、観光・シティセール

ス課とも連携をしているところでございます。 

 ２点目のジオパーク関連調査事業でございます

が、これは４００万円ぐらいかけて実施したいと

考えておりますが、実は、先ほど言いました

２７年度の事業で、各観光ポイントについての調

査もしております。 

 これを、先ほど言いました、ジオパークを目指

すためにはもう少し掘り起こしていかないといけ

ないということで、例えば、一つの展望所がある

んですけど、展望所に行くためには、もう少し道

路が狭い、バスが行かないからちょっと道路を拡

幅したほうがいいんじゃないかとか。あと、そこ

に至る案内板がないんじゃないかとか、あと、解

説板にしても、もう少し外国人も多くなることも

予想され、外国表記もしないといけないんじゃな

いかとか。そういう今ある観光ポイントの課題を

抽出していきながら、そして、将来的にジオを目

指すためには、どれぐらいの経費、あるいは人、

物、金がかかって、それを踏まえた上で、きちん

とジオを目指していこうという判断をしていこう

ということの、その平成２８年度は、調査事業で

ございます。 

 三つ目は、資源調査でございますが、これは一

つ先行しまして、県と連携していきながら、自然

調査も、国定公園後の、していかないといけない

んですけども。実は、カノコユリの調査、今、ポ

イント的にはカノコユリがどこに分布していると

いうのは、部分的にはあるんですけど、甑島全島

的にカノコユリがどのような形で分布されている。 

 あと、今少し話が出てるのが、カノコユリに影

響を及ぼす外来種もあるんじゃないかという話も

ありまして、それらの調査を専門の業者に委託し

まして、全島調査をしていきながら調査していこ

うというのが、三つ目の事業でございます。 

 済みません、長くなりますけど、最後に、離島

甲子園でございますが、まず、平成２１年から

５回継続しまして、平成２６年度、募集したけど

ありませんでした。平成２７年度につきましては、

いろんな子どもに対しての負担とか、いろんな両

立が難しいという、あと参加意欲の低下等で、平

成２７年度は実施しなかったんですけど。今回、

島の地域の方、保護者の方、子どもの方から、ぜ

ひ出てみたいという意見がありまして。ただ、そ

れをするためには、１年限りではなくて、きちん
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と継続して、実施、参加していかないといけない

んじゃないかという話をしまして。今までは行政

主導でしてたんですけど、今回からは地元で実行

委員会体制をつくっていただいて、自分たちで練

習等の段取りもしてもらおうかと思って、補助金

を計上しております。 

 あと、江口委員が言われました練習試合なんで

すけど、本土との。これにつきましても、本土と

の練習試合の旅費等も考えて補助金の中に入れて

おります。例えば、２年前もこちらに来て、野球

場で、こちらの市内の中学生と練習試合も行って

きておりますので、今回、それについても考えた

計上となっております。 

 以上でございます。 

○委員（江口是彦）私、この専門ガイドという

か、これが蓄積されていくって非常にいいと思い

ますので。例えば、今、かごしま検定とか、いろ

んなところで検定制度があります、立派なのが鹿

児島県。私も一回受けてみたいなって思いながら、

なかなか機会がなくて。ここの川内の商工会議所

あたりでも取り扱ってされてますけど。甑島検定

なんかをされると、すごく僕は、みんな受けるん

じゃないかなと、皆さん。今度はローマ字でした

りするとき、行政は「コシキシマ」ってしますか

ら、それじゃなくて「コシキアイランド」でいい

ですから、コシキアイランド検定ということで、

それをつなげていってほしいなという思いが一つ

あります。 

 それから、今ちょっと説明受けた中で、例えば

自然資源調査、カノコユリを一つ例を上げて言わ

れましたけど、僕はもう、これは非常に本当、今

すごく取り組まんといかんなと思ってます。 

 栽培技術も含めて、専門家の養成も必要になっ

てくるんじゃないかなと。自然の野焼きをするぐ

らいではなかなかと思ってんですが。観光・シテ

ィセールス課でも、きょう、草払いの予算とか予

算化されてますよね。その辺の連携とかいうのは

どうなっていくのか、ぜひその辺もちょっと教え

てください。 

 それから、最後の離島甲子園ですけど。僕も、

去年、おととし、参加がなかったっていうことで、

特に下甑の子どもたちとか、やっぱあれ行きたい

な、兄ちゃんたちが行ったのに僕たちは行けない

とかいって、ぜひ行けるようにしたらって思って

たんですが。今度地元で、そういう実行委員会方

式で支えようということが出てきたというのはう

れしい限りですので、ぜひ行政としても支援して

いただかなければと思います。 

○甑はひとつ推進室長（古里洋一郎）３点ほ

どだったと思いますけど、まず１点目のインター

プリター養成なんですけど、確かに言われたとお

り、観光・シティセールス課がされますガイドも、

スタンダードとか、スペシャルとか、幾つかに分

けて養成講座を受けた場合には認定するような形

にしております。 

 今回も、インタープリターについても、この講

座を受けた場合については、そういう認定してい

ただいて、その方にぜひ甑のよさを紹介してもら

おうかと思ってます。 

 その中では、島内の方だけではなくて、島外の

方でも、そういう興味があられる方については受

けていただいて、ツアーが来たときに、島外の方

も一緒に来て、案内していただけるような形にも

できればいいかと思っておりますので、甑島に限

定したそういう認定制度というのは考えていきた

いと思っております。 

 ２点目でございますが、カノコユリの調査につ

きましては、観光・シティセールス課と、事業を

提案する中では、連携して話をした結果で、今回

出させていただいております。 

 この調査につきましては、今後の生育地の維持

管理の提案というのも、その専門の業者に頼んで、

いろんな今後の生かし方等も提案していただきた

いと考えております。 

 ３点目、離島甲子園でございますが、これは地

元の方もですけども、本当、地域盛り上げて、み

んなで盛り上がってできればいいかなというふう

には考えております。 

 以上です。 

○委員（成川幸太郎）甑島ツーリズム推進協議

会運営補助事業というのがありますけども、これ

は、ツーリズム推進協議会の運営を補助するもの

というふうにうたってあるんですが、この協議会

の運営をする全体のお金っていうのはどれほどか

かっているのか、協議会の中で、こんだけの割と

基金と一般財源ですから、国の補助はない中で

１,４００万円も補助をするということですから、

そういった内容のやつにこんなにお金がかかって、

協議会が推進されてるんですか。 

○甑はひとつ推進室長（古里洋一郎）ツーリ
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ズム推進協議会の運営補助でございますが、ちょ

うど平成２７年度も、１０月に立ち上げまして、

助成金の予算も５００万円程度いただいておりま

す。 

 平成２８年度につきましては、１,４００万円、

補助を今いただいているんですけども、内容とし

ましては、主なのは、やっぱり各ツーリズム推進

協議会の中に活動推進というのを、上甑島と下甑

島に一人ずつ置きたいと考えております。 

 このツーリズムの実際に四つの部会等が、取り

組み事業に対してのサポートしていただく推進人

を二人置く、あるいは各四つの部会がありますが、

その部会に対しての事業運営費としまして、各部

会１００万円程度ずつ計上させていただいてます。 

 これまでも、ブルーツーリズム推進協議会、

１００万円ほどの補助があったんですけど、今回、

ブルーツーリズム推進協議会からこちらの観光振

興部会のほうに移行しておりますので、それらも

含めていると思います。 

 ただ、あの１点、一応、一財のほうで

１,４００万円いただいてるんですけど、実は、環

境省のツーリズム地域活性化支援事業というのが

２分の１の補助がございまして、今できれば、こ

れについて２月に申請しているところでございま

すが、ただ、全体の予算が厳しい状況でございま

すので、できるだけいろんな支援制度も活用して

いきたいとは考えているところでございます。 

 以上です。 

○委員長（川添公貴）推進協議会の全体予算は

幾らになるのかっていう質問だったと思う。 

○甑はひとつ推進室長（古里洋一郎）総額が

１,４００万円です。運営費全額の１,４００万円

を補助しまして、その１,４００万円で運営をして

いこうというふうに考えています。 

○委員（成川幸太郎）自主財はないわけ。 

○甑はひとつ推進室長（古里洋一郎）今のと

ころは財源はございません。 

○委員（成川幸太郎）人件費がほとんどという

ことになるわけですか。 

○甑はひとつ推進室長（古里洋一郎）人件費

と事業費、大体６００万円ぐらいが、その人件費

で、上と下と。あと事業費のほうが５００万円程

度。それ以外については視察研修とか、そういう

経費でございます。で、１,４００万の総体の予算

でございます。 

○委員長（川添公貴）ほかありませんか。 

○委員（小田原勇次郎）先ほど江口委員が御質

問された分で、私も初めてインタープリターなる

言葉をお伺いしたもんですから、ちょっと興味を

持ったところでありました。 

 養成講座を受けて専門ガイドを育成するという

ことなんですが、そういう講座を受けて認定をし

てと、趣旨はよくわかりました。 

 どういうようなところがこういう養成の指導に

当たってくださるのか、そこあたりの概要をちょ

っと、どっかが指導をされるわけでしょうから、

そこあたりの概要をちょっとお聞かせ願いたいん

ですが。 

○甑はひとつ推進室長（古里洋一郎）今、教

材をちょっとつくってるんですけども、委託業者

のほうに委託をしてます。ただ、その委託業者は

なかなかわからない部分もありますので、委託業

者のほうが、専門の方、例えばくすの木自然館の

浜本さんというのは、いろんなこういうガイド養

成とか、かなり植生も強い方です。あと動植物に

ついては鹿児島大学の先生、そういう方々に入っ

ていただいて調査をしております。 

 それの今、教材をつくるところなんですけど、

実際に要請をする段階では、地質とか地層の場合

では、いろんなその専門の先生、あと先ほど言い

ました動植物については、県立博物館の先生とか、

そういう専門の先生をお願いして養成していこう

というふうに考えております。 

○委員長（川添公貴）ほかありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（川添公貴）質疑は尽きたと認めます。 

 ここで議案第７０号の審査を一時中止します。 

 所管事務はありませんが、皆さんのほうで何か

全体についてございませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（川添公貴）ありませんので、以上で

甑はひとつ推進室を終わります。御苦労さまでし

た。 

────────────── 

△行政改革推進課の審査 

○委員長（川添公貴）次に、行政改革推進課の

審査に入ります。 

────────────── 

△議案第７０号 平成２８年度薩摩川内市

一般会計予算 
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○委員長（川添公貴）審査を中止してありまし

た議案第７０号を議題といたします。 

○企画政策部長（永田一廣）続きまして、行政

改革推進課の審査をお願いいたします。 

 予算概要３７ページの中段、１件書いてござい

ますが、補助金等の評価につきましてです。 

 事務事業に関連いたします補助金の評価を例年

のとおり、行政改革推進委員会外部委員会のほう

に継続してお願いする予定です。この１事業のみ

記載しております。 

 甚だ簡単ですが、私のほうは以上でございまし

て、この後、予算概要につきまして、課長のほう

から説明いたします。よろしくお願いいたします。 

○行政改革推進課長（上戸理志）それでは、歳

出予算の説明をいたします。 

 行政改革推進課の予算は、予算調書の

１０３ページになります。 

 事項、市政改革費は市政改革に係る経費

１,０９０万９,０００円でございます。経費の主

な内容のうち、全体調整を臨時職員雇い上げ料は、

当初予測することができなかった業務量の増加な

どに対応するための臨時職員の全体調整枠分です。 

 次の内部情報システム保守業務委託は、電子決

裁、文書管理、庶務事務、グループウエアのシス

テムや機器の保守委託料でございます。 

 その下の内部情報システム機器一式賃借料は、

今ほどのシステム機器のリース料でございます。 

 なお、歳入予算はございません。 

 以上で、行政改革推進課の予算について説明を

終わります。 

○委員長（川添公貴）ありがとうございました。 

 質疑はございませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（川添公貴）質疑はないものと認めま

す。 

 ここで議案第７０号の審査を一時中止します。 

────────────── 

△所管事務調査 

○委員長（川添公貴） 次、所管事務調査もあ

りませんが、皆さんのほうでありますか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（川添公貴）ありませんので、以上で

行政改革推進課を終わります。御苦労さまでした。 

────────────── 

△コミュニティ課の審査 

○委員長（川添公貴）次に、コミュニティ課の

審査に入ります。 

────────────── 

△議案第２９号─議案第３０号 

○委員長（川添公貴）それでは、議案第２９号 

薩摩川内市祁答院集会施設条例を廃止する条例の

制定についてと、議案第３０号財産の無償譲渡に

ついてを一括議題といたします。 

 当局の説明を求めます。 

○コミュニティ課長（十島輝久）それでは、議

案第２９号及び３０号について一括で説明をいた

します。 

 議案第２９号薩摩川内市祁答院集会施設条例を

廃止する条例の制定について説明いたします。 

 議案つづりのその２、２９－１ページをお開き

ください。 

 提案理由ですが、祁答院集会施設ふれあい館の

湯之元自治会への無償譲渡に伴います、その用途

を廃止するものでございます。 

 次に、議案第３０号財産の無償譲渡について説

明いたします。 

 ３０－１ページをお開きください。 

 譲渡する財産は、用途を廃止いたします祁答院

集会施設ふれあい館でございます。譲渡の相手方

は藺牟田地区の湯之元自治会、譲渡の条件は、譲

り受けた土地及び建物を湯之元自治会の地域活性

化の活動拠点として使用すること、譲渡の時期は、

先ほどの条例廃止に伴います用途を廃止した後と

しております。 

 次ページ以降に位置図、地籍図等を添付してお

りますので、御参照ください。 

 以上で説明を終わります。よろしくお願いいた

します。 

○委員長（川添公貴）ありがとうございました。 

 ただいま説明がございましたが、御質疑願いた

いと思います。御質疑ございませんか。 

○委員（瀬尾和敬）この集会施設は温泉場のち

ょうど真ん中あたりにありまして、地域の方々の

よりどころです。何を言いたいかといいますと、

そこでよく選挙とかあるときには、投票所として

も使われてたんですが、そういうことは、譲渡が

決まったりすることによって、もうなくなるわけ

ですか。それとも、別なところで選挙はやるよう

になるんですけね、そこをちょっと。 

○コミュニティ課長（十島輝久）投票所につき
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ましては、選挙管理委員会とも協議をいたしまし

て、当面、地域がそれでいいということであれば、

使わせていただく予定でおります。 

 以上です。 

○委員（瀬尾和敬）ここの譲渡の話が相当前に

も持ち上がっていたんですが、そのときに、その

地域の方々にとっては、これを譲り受けることが、

これはありがたいことだが、今後の維持管理につ

いては相当慎重に対処しなければならないという

ふうなことが正直申し上げてありました。 

 そういうのはちゃんと意思疎通はできたんです

ね。 

○コミュニティ課長（十島輝久）平成２７年度

の予算でも説明しましたとおり、維持管理経費と

して交付金を支払うということで、地域の方とも

お話をして了解を得ております。 

 以上です。 

○委員長（川添公貴）ほかありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（川添公貴）質疑は尽きたと認めます。 

 これより討論、採決を行います。 

 討論はございませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（川添公貴）討論はありませんので、

一括して採決いたします。 

 本案を原案のとおり可決すべきものと決定する

ことに御異議ございませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（川添公貴）御異議なしと認めます。

よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決

定いたしました。ありがとうございました。 

────────────── 

△議案第３１号 財産の無償譲渡について 

○委員長（川添公貴）次に、議案第３１号財産

の無償譲渡についてを議題といたします。 

 説明を求めます。 

○コミュニティ課長（十島輝久）議案第３１号

財産の無償譲渡について説明いたします。 

 ３１－１ページを開きください。 

 譲渡する財産は、土地、建物につきましては記

載のとおりでございます。旧木場茶屋集会所のこ

とでございます。譲渡の相手方は隈之城地区の木

場茶屋自治会、譲渡の条件は先ほどと同様でござ

います。譲渡の時期は本議案の可決のときとして

おります。 

 次ページ以降に、位置図、地籍図等を添付して

ありますので御参照ください。 

 以上で説明を終わります。よろしくお願いいた

します。 

○委員長（川添公貴）ただいま説明がございま

したが、御質疑願いたいと思います。御質疑ござ

いませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（川添公貴）質疑はないものと認めま

す。 

 それでは、採決いたします。 

 本案を原案のとおり可決すべきものと決定する

ことに御質疑ございませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（川添公貴）異議なしと認めます。よ

って、本案は原案のとおり可決すべきものと決定

しました。 

────────────── 

△議案第７０号 平成２８年度薩摩川内市

一般会計予算 

○委員長（川添公貴）ここで審査を一時中止し

てありました議案第７０号を議題といたします。 

 部長の説明をお願いします。 

○企画政策部長（永田一廣）コミュニティ課の

概要を説明させていただきます。 

 当初予算概要のほうは、３７ページの下段から

になります。 

 まず、防犯灯維持管理事業、これは、市が管理

しております防犯灯の維持管理並びに自治会等の

防犯灯を設置する当該自治会へ補助するものでご

ざいます。 

 次のページ、３８ページ上段になりますけども、

生涯学習推進事業はフェスティバル等の開催経費、

次の中段、市民活動支援補助金は共生・協働のま

ちづくりを推進するため、市民活動団体の育成や

活動を促進するもので、スタートアップコース及

びステップアップコースの二つのコースを準備し

ております。 

 下段のゴールド集落活性化事業は、記載の四つ

の補助制度によりまして、ゴールド集落の活性化

をサポートするもので、本制度につきましては、

第２期制度、最終年を平成２８年度で迎えます。 

 次の３９ページ、上段の地区コミュニティ活性

化事業は継続事業でございます。地域の活性化、

あるいはコミュニティビジネスの創出、拡充を狙
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いとするもので、二つのコース、準備してござい

ます。 

 次のコミュニティマイスター事業も継続事業、

地域にお住まいの技術を持った方、マイスターの

ボランティアによりまして、市の公共施設、ある

いは地区コミ、自治会所有の施設を改修、改善し

ていただき、安全性、利便性を高めていただくも

のでございます。 

 次の自治会活動支援事業と、次のページ、

４０ページ、地区コミュニティ支援事業の２件は、

交付金によりそれぞれの活動を支援するものでご

ざいます。 

 なお、先ほど瀬尾委員からございましたけれど

も、集会所の地元自治会等への譲渡に伴います交

付金、今後の維持管理費、一定の所要額について

上乗せする形で、交付金、加算しております。 

 次のボランティアセンター事業運営補助金は、

関係団体による市民活動の交流、連携の促進と

リーダー等の人材育成のため、社会福祉協議会ボ

ランティアセンターの運営に対し補助するもので

ございます。 

 最後になります。男女共同参画推進事業は、例

年のとおり、講座、フォーラムの開催などを通じ

まして、男女共同参画社会形成の組織推進を図る

ものでございます。 

 以上でございます。 

○委員長（川添公貴）課長、説明お願いします。

簡潔明瞭に、短時間で。 

○コミュニティ課長（十島輝久）それでは、当

初予算について説明をさせていただきます。 

 初めに、歳出から説明をいたします。予算調書

の１０４ページでございます。 

 まず、上の表から、事項、文書発送事業費は、

市広報紙等を自治会へ毎月２回発送する事務に係

る経費で、事業費７１３万円の内訳は、文書発送

の準備を行う際に雇用する臨時職員、自治会への

文書発送業務委託が主なものでございます。 

 同ページの下の表です。 

事項、男女共同参画政策費は、男女共同参画社会

の推進に係る経費で、事業費３２９万円の内訳は、

男女共同参画審議会委員の報酬ほか、女性チャレ

ンジ委員会等の委員の出会謝金、男女共同参画フ

ォーラムの開催に係る経費が主なものでございま

す。 

 次に、１０５ページでございます。事項、生涯

学習推進事業費は、生涯学習フェスティバルの開

催、生涯学習の推進に係る経費で、事業費

５４０万４,０００円の内訳は、生涯学習推進に係

ります推進委員等の謝金のほか、フェスティバル、

コミュニティマーケットの開催に係る委託料が主

なものでございます。 

 次に、同ページの下の表でございます。事項、

防犯灯管理費は、市が管理しております、防犯灯

の維持管理費、自治会等による防犯灯設置への補

助に係る経費で、事業費１,４２６万４,０００円

の内訳は、防犯灯の電気料、修繕料などの経費と

ＬＥＤ化などによります防犯灯設置のための自治

会への補助金が主なものでございます。 

 次に、１０６ページでございます。事項、自治

会育成費は、自治会の活動を支援する交付金及び

自治会運営説明会の開催に係る経費で、事業費

１億１,３０９万４,０００円の内訳は、自治会長

の永年勤続表彰の記念品代や自治会の活動に支援

するための交付金が主なものでございます。 

 同ページの下の表、事項、自治会館施設整備補

助費は、自治会が整備を行います自治会館等の新

築、補修等への補助金に係る経費で、事業費

２,８６３万２,０００円の内訳は、各地域の自治

会館の屋根、外壁などの補修等に係ります補助金

と、財団法人自治総合センターの宝くじ普及広報

事業として実施しておりますコミュニティセン

ター助成事業による、永利地区上手自治会館の建

設に伴う補助金が主なものでございます。 

 次に、１０７ページです。事項、集会所管理費

は集会所の維持管理に係る経費で、事業費

１,１１６万１,０００円の内訳は、市で管理する

集会所の光熱水費と修繕や工事費など、また維持

管理に係る経費が主な内容でございます。 

 次に、同ページの下でございます。事項、コミ

ュニティセンター管理費は、コミュニティセン

ター維持管理に係る経費で、事業費７,２３３万

３,０００円の内訳は、セントピア及び亀山地区コ

ミュニティセンターを初め３８の地区コミュニテ

ィセンターの指定管理に伴います管理代行委託及

び修繕料、改修工事、空調機等の取りかえなどの

維持管理経費のほか、全国市町会市民総合賠償保

険料などが主なものでございます。 

 次に、１０８ページの上の表でございます。コ

ミュニティ推進費は、地区コミュニティ協議会、

市民活動団体等の活動支援及び共生・協働の推進



 

－60－ 

に 係 る 経 費 で 、 事 業 費 ２ 億 ３ , ８ ４ １ 万

８,０００円の内訳は、まず、コミュニティ主事

４０人分の報酬と、市民活動情報サイトに係りま

す経費、コミュニティマイスター事業経費、地区

コミュニティ活性化事業補助金として、基本コー

ス、ビジネスコースを設け、市民活動支援補助金

には、スタートアップ、ステップアップの２種類

の補助金を設けております。 

 また、財団法人自治総合センター宝くじの普及

広報事業として、地区コミへの備品費助成金の一

般コミュニティ助成事業補助金、また４８地区に

交付しております、地区コミュニティ協議会運営

交付金等が主なものでございます。 

 次に、同ページの下の表でございます。事項、

ゴールド集落活性化事業費は、過疎・高齢化が進

むゴールド集落の活性化を支援する補助に係る経

費で、事業費２,６５１万４,０００円の内訳は、

高齢化率６０％以上の自治会へのゴールド集落重

点支援地区補助金ほか三つの補助金に係る経費で

ございます。 

 ここで、ゴールド集落について資料で説明をさ

せていただきます。 

 企画経済委員会資料の１６、１７ページをお開

きください。 

 ゴールド集落は、本年１月１日現在、６５歳以

上の者の割合が５０％以上の自治会のことでござ

いまして、平成２８年度の該当自治会は４１地区

コミの１３２自治会で、新規が１８地区、非該当

となった地区が１１地区で、昨年度より７自治会

がふえている状況でございます。 

 また、資料の網かけをしてある自治会は、高齢

化率６０％以上の重点支援地区の４６自治会でご

ざいます。 

 以上で、ゴールド集落の状況については、簡単

ではございますが説明を終わります。 

 また、調書のほうに再度戻っていただきまして、

１０９ページでございます。上の表です。 

 事項、災害予防応急対策費６０万円は、災害時

におけます自治公民館、施設内等の降土除去に係

る経費の特別災害復旧補助金で、補助率は３分の

２で、上限が２０万円となっております。 

 次に、同じページの下の表でございますが、事

項、現年公用・公共施設災害復旧事業費７０万円

は、台風等の災害によります施設補修に係る経費

で、地区コミセン、集会所などの公共施設の災害

復旧修繕料でございます。 

 次に、歳入について説明をいたします。予算書

の１９ページでございます。 

 １９款１項１目総務使用料で、予算額３８０万

９,０００円につきましては、コミュニティセン

ター、集会所セントピアの施設使用料、冷暖房使

用料が主なものでございます。 

 次に、１４款２項１目総務手数料は、予算額

６,０００円で、自治会等への地縁団体証明書交付

手数料でございます。 

 次に、１６款３項１目県委託金で、予算額

１７０万２,０００円は、県の広報紙配付に伴いま

す事務委託金とＮＰＯ法人の認証事務等の権限委

譲に伴う事務委託金でございます。 

 次に、１７款１項２目利子及び配当金は、予算

額１３万３,０００円で、市民活動支援基金の利子

収入でございます。 

 次に、１９款１項６１目市民活動支援基金繰入

金で、予算額１,９１６万９,０００円は、コミュ

ニティ推進費の地区コミュニティ活性化事業補助

金、市民活動支援補助金及び環境課の花いっぱい

まちづくり推進事業及び建設整備課の公園管理事

業費の財源として基金から繰り入れに伴うもので

ございます。 

 最後に、２１款５項４目雑入で、次ページにか

けて記載してありますが、予算額２,６０５万

４,０００円は、コミュニティセンター、集会所の

電気料実費収入、自治総合センターが宝くじの普

及広報事業としている自治会館の建設補助のコミ

ュニティセンター助成事業及び地区コミの備品購

入等の助成補助金の一般コミュニティ助成事業助

成金などが主なものでございます。 

 以上で、コミュニティ課分について説明を終わ

ります。よろしくお願いいたします。 

○委員長（川添公貴）ありがとうございました。 

 ただいま説明がございましたけど、御質疑願い

たいと思います。 

○委員（杉薗道朗）１点だけ、防犯灯の関係で

伺います。 

 昨年、台風でかなりの地域の防犯灯もやられて、

それは当然もう修理が終わってる部分で、かなり

台数も多かったのかなと思うんですが、平成

２８年度予算を先ほど示していただきました。 

 蛍光管の製造中止に伴うＬＥＤ化がどんどん進

んできているわけで。恐らく平成２７年度のうち
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に各自治会に意向調査をされて、その数字の積み

上げがこの予算になってるんだと思うんですけれ

ども、ちょっと細かなところで、そこの数字をち

ょっと教えていただきたい。何灯ぐらいの要請が

あってということで、教えていただければ。 

 それとあわせて、ほとんど器具についてはＬＥ

Ｄのほうかなと思うんですけど、そこの割合。 

わからんかったら基数だけでいいです。 

○コミュニティ課長（十島輝久）要望が、ＬＥ

Ｄ化に伴います分が４１７件来ております。あと、

永久柱とか、そういうのも含めまして、本年度は

５４０万円の予算を確保しまして、昨年度が

４００万でしたので、要望をほぼ満たす形で予算

をいただいております。 

 以上です。 

○委員長（川添公貴）ＬＥＤだけで４１７、合

計で４１７。 

○コミュニティ課長（十島輝久）蛍光灯も若干

要望があるかと思いますけど、ＬＥＤ化を勧める

つもりでは、こちらとしてはおります。 

○委員長（川添公貴）総数で、４１７ね。 

○コミュニティ課長（十島輝久）はい。 

○委員長（川添公貴）わかりました。ほか。 

○委員（江口是彦）コミュニティ推進費のとこ

ろについて、コミュニティ主事のあれは４０人分

ということは、８コミュニティは主事を置いてな

いということですかね。 

○コミュニティ課長（十島輝久）８名につきま

してはコミュニティ協議会の直接雇用ということ

で、市の嘱託ではなく、地区コミ採用ということ

で、その分の人件費については、嘱託分と同じ額

の人件費を地区コミに交付金として支払うように

しております。 

 以上です。 

○委員（江口是彦）ということは、８名につい

ちゃ、直接雇用ができ、いわゆる普通の４０人は

５年間だけとか、７０才以下とか、いろいろ条件

があるんでしょうが、勤務が１７日とか。それに

関係なく、直接雇用でいろんな人を雇っていいと

いうことなのかな。それで、一人分の嘱託に見合

う賃金分が補助されるという理解でいいんですか。 

○コミュニティ課長（十島輝久）この直接雇用

につきましては、地区コミの依頼もあって、要望

もありまして、なるべく市の職員ではちょっと使

い勝手が悪いとかっていう、そういうのもあった

りしましまして、平成２２年から直接雇用、当初

は峰山地区と川内地区、２地区でございましたが、

今は８地区ということでございますけど、採用に

ついては地区コミのほうでされますし、雇用年数

については、こちらとしても関与してないという

のが現状で、報酬はなるべく主事さんに近い額、

中には一人分を二人に分けてするとか、いろんな

使い方をされる分についても余り細かくは言って

ないのが現状です。 

 以上です。 

○委員（江口是彦）いわゆる今、コミュニティ

ビジネスっていうか、いろんなとこが２００万円

ぐらいの補助を受けながらやってますよね。これ、

１,２００万円の活性化事業補助金の、これで出さ

れてるっていう理解でいいんですか。 

○コミュニティ課長（十島輝久）地区コミュニ

ティ活性化事業１,２００万円のうち、基本コース

という、２０万円なんですけど、各地区コミでや

る自主事業については２０万円を限度にというこ

とでする基本コースと、ビジネスコースが

１,０００万円、２００万円の５地区、予算をとっ

てあります。 

 以上です。 

○委員（江口是彦）いわゆるコミュニティビジ

ネスはもっと多いのかと思ってたけど、３年たっ

たら、一応もうこれから外れるから、今現在が

５地区っていうことなんですかね、もっと僕はい

ろいろいっぱいされてるのかと思っていたもんで

すから。 

 平成２８年度が５地区対象ってことなんでしょ

う。 

○コミュニティ課長（十島輝久）おっしゃると

おり、私どもも、もうちょっと来るのかなと思っ

てはいたんですけど、３年間はできますので、実

質的には５地区ぐらいずつ、３年、３年、最終年

の平成２８年度は１５地区ぐらい来るんじゃない

かというつもりでいたんですが。 

 やはり地区コミ自体がビジネスをするだけの、

まだ組織力とか、そういうのがやっぱり備わって

いないのかなと。また収益を上げるってなると、

相当の業務量になりますので、１年目されて、

２年目以降はもう細々と、大馬越なんかが１年目

されたんですけど、現状の今やってる事業をその

まま継続したほうが、補助をもらうとまたそれな

りの活動をしないといけないと。人手不足の中で
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は大変だということで、尻込みされてる部分もご

ざいます。 

 ですから、３年間のということで、平成２８年

度が期限ですので、今後もこういう制度自体は維

持していきたいんですけど、内容的には何かちょ

っとまた検討をしないといけないのかなというふ

うには考えているところです。 

 以上です。 

○委員（江口是彦）一応、この事業は平成

２８年度が最終年度ということなんですか、区切

りとしては。 

○コミュニティ課長（十島輝久）条例、規則等

に期限は切っておりませんが、３年スパンで補助

金をやっておりますので、今回、平成２８年度が、

当初からされたところは３年目になりますので、

いい機会になので、検討しようかということでは、

内部で話しているところです。 

○委員長（川添公貴）ほかございませんか。 

○委員（瀬尾和敬）防犯灯のことなんですが、

防犯灯を設置するのではなくて、廃止することに

ついてちょっとお伺いしたいんですけど。旧祁答

院町時代に、ある自治会は自分たちで自発的に防

犯灯を電柱にずっとつけていました。ところが、

ある事業があって、こういう大きな街路灯をその

防犯灯があったところに町でつけてくれました。

つける費用は町で払うが、電気代は自分たちで払

うという、そういう約束でやったんです。 

 ところが、今、余りにも電気料が高くなってき

まして、自治会の２割近い経費がかかるようにな

ってきたんです。 

 だから、地域としては、町でせっかくつくって

もらった、イコール市でつくってくださったのに

等しいことだから、市に相談して、ある程度間引

きをしても十分なんです、こんなでかいオレンジ

色の明るいやつで。 

 だから、設置するんじゃなくて、今度は逆に廃

止する方法というのはないものかと。ただ九電に

言って、いきなり廃止すればいいものなのかどう

なのかとか。それで、自治会の決算の時期になる

と、そういうとこがいつも話題になって、いろい

ろと私も質問されるんですけど、どんなものなん

ですかね、そういうのは。 

○委員長（川添公貴）課長、先進事例があるよ

うですので、それらも含めて回答お願いします。 

○コミュニティ課長（十島輝久）多分、水銀灯

とか、電気料の高い街灯を使用されてると思うん

ですが、私どもとしては、廃止の補助というのは

ございませんので、それをＬＥＤにかえていただ

くと、補助をもらって。 

 ですから、電気料がぐんと安くなりますので、

経費が安くなると、東郷地区とか、町なかの堀田

通りでしたか、そういうところはそういう措置も

されてるようです。 

 要は、この街灯が防犯灯扱いなのか、所管課が

どこかの街灯ということで、建設部だったりとか

って、そういうのもございますので、その辺は、

所管がちょっとはっきり私どももわからない部分

もありますので、できましたら、位置を教えてい

ただければ、調査して、どこなのか、そういう形

はできると思います。 

○委員（瀬尾和敬）ＬＥＤにかえる方法とかい

うのも、もちろん意見が出てます。そうやって約

束事で、自分たちは電気料を払う、役所は設置し

てくれる約束事をしたんだから、そりゃそういう

わけにいかんだろうと、私は言ってたんですけど、

決算書を見ると、こりゃかわいそうだなと思って。 

 そういうことがあった場合には、そちらのほう

に相談すればいいということですね。 

○コミュニティ課長（十島輝久）先ほど言った

とおり、景観とか、そういうので、そういう電灯

でないといけないとかっていうとか、そういうの

があるやにもしれませんので、どういうあれなの

か、ちょっと私どもも。 

 中には、甑だったら、漁港なんかにあるライト

とか、いろんな企画のやつが、一気に合併と同時

に防犯灯という位置づけでうちに来ている部分も

ありますので、そこはしっかり調査してからのほ

うがよろしいかと思います。 

 相談いただければ対処します。 

○委員（杉薗道朗）今の関連なんですけど、要

は、今、所管がどこかっていう部分も、今課長言

われましたけど、そこ大事でしょうし。いわゆる

市の所有物、当然所管でしょうから、市の所有物

という扱いでしょうから、そこあたり財産的な部

分の廃止の関係をどうするのかというのも含めて、

協議が必要じゃないかなというふうに思います。 

 言われるように、単純に言いますと水銀灯から

今のＬＥＤ灯にかえていけば、低額料金ですから、

かなりの安い料金になりますから、自治会で負担

している部分はすごく軽くなる部分はありますの
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で、担当課としっかり協議をなされて、いい方向

に、地元に負担がなるべくかからない形でやって

いただけばいいのかなというふうに、私のほうか

らも一言お願いしておきます。 

○委員長（川添公貴）ほかございませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（川添公貴）質疑は尽きたと認めます。 

 ここで議案第７０号の審査を一時中止します。 

────────────── 

△所管事務調査 

○委員長（川添公貴）次に、所管事務調査を行

いますが、当局よりの説明はないようでございま

す。皆さんのほうでございませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（川添公貴）ありませんので、以上で

コミュニティ課を終わります。御苦労さまでした。 

 ここで、あらかじめ会議時間を延長いたします。 

 広報室まででお願いしたいと思います。 

────────────── 

△情報政策課の審査 

○委員長（川添公貴）次に、情報政策課の審査

に入ります。 

────────────── 

△議案第７０号 平成２８年度薩摩川内市

一般会計予算 

○委員長（川添公貴）審査を一時中止してあり

ました議案第７０号を議題といたします。 

 部長の説明をお願いします。 

○企画政策部長（永田一廣）情報政策課の概要

につきまして説明いたします。 

 資料のほうは４１ページに記載してございます。 

 まず、１点、災害情報共有システムにつきまし

ては、災害発生時の現場、避難所、避難者の状況

などをリアルタイムに一元管理しまして、正確な

判断と迅速な対応ができるよう、基盤となるシス

テムをつくり上げたいとするもの。 

 中段の地域情報化推進計画進行管理等委託事業

は、本年度策定いたしました地域情報化推進計画

を効果的に進めるための進行管理体制を構築する

こと、これがまず１点。 

 もう一点は、今後、平成２９年度以降になりま

すけども、平成２９年度以降に実施する施策を絞

り込んだ中で、これらの施策を実現するための基

盤整備をどのようにすべきかという検討を、平成

２８年度に行いたいとするものでございます。 

 以上、この２件につきましては、後ほど資料等

により、課長説明予定してございます。 

 最後に、下段のマイナンバー制度関連では、平

成２９年の７月から予定されております、情報連

携運用開始に向けて、その準備を進めるものでご

ざいます。 

 この後、予算概要につきまして課長のほうから

説明いたします。よろしく御審査いただきたく、

お願い申し上げます。 

○情報政策課長（瀬戸口良一）情報政策課でご

ざいます。 

 初めに、歳出から説明いたします。予算調書の

１１０ページをお開きください。 

 まず上段になります。事項、地域情報化推進事

業費は、地域情報化の推進及び整備した光ファイ

バーと施設の維持管理に係る経費、１億８２０万

２,０００円です。経費の主な内容は、本土甑島間

海底光ケーブル保守点検委託などの維持管理経費

のほか、後ほど委員会資料で説明いたします、災

害情報共有システム構築事業や地域情報化推進計

画進行管理等委託事業の経費及び県電子自治体運

営委員会や職員研修負担金などです。 

 次に、同ページの下段になります。 

 事項、情報管理費は、行政情報システムの安定

運用に係る経費１億８,７６１万８,０００円であ

ります。経費の主な内容は、業務サポートＳＥ運

用業務委託などの施設の機関経営システムの運用

に係る委託料のほか、マイナンバー制度導入に係

る等の経費及び地方公共団体情報システム機構等

の負担金や職員研修負担金などです。 

 続きまして、歳入について説明いたします。予

算調書の２１ページをお開きください。 

 １行目、国庫補助金１目総務費補助金

１,１３１万８,０００円は、総務管理費補助金で、

社会保障税番号整備制度補助金であります。 

 次の行の財産運用収入１目財産貸付収入７６万

２,０００円は、移動通信用鉄塔施設伝送路の貸し

付けによる収入であります。 

 次の１目雑入７万３,０００円は、本庁と水道局

間の光ファイバー使用に係る受入金であります。 

 以上で歳入を終わります。 

 次に、事業内容につきまして、委員会資料で説

明いたします。委員会資料の１８ページをお開き

ください。 

 災害情報共有システム構築事業についてでござ



 

－64－ 

います。 

 目的については、先ほど部長が予算概要で説明

しましたとおりであり、災害情報システムを複数

年かけて構築しようとするものであります。 

 初 年 度 の 平 成 ２ ８ 年 度 は １ , ４ ０ ４ 万

６,０００円の事業費をかけまして、資料の図にあ

りますように、図の上段、平時利用では、市民か

らの通報等によりまして、職員が現場に出向き、

携帯等のフォトシステム、写真等で現場状況を登

録し、その平時の真ん中にございます、地図上の

情報共有とタイムラインの表示により、本庁・支

所での情報把握や職員間での現場写真が必要な各

種業務での活用をしようとするものであります。 

 次に、図の下のほうになります。災害が発生し

た場合には、平時のいろんな情報を引き継ぎまし

て、災害対策本部と現場を持つ現課及び消防局等

と、被害状況把握の情報共有をするものでありま

す。 

 また、三つの点線部分がございますが、避難所

管理や住民管理からの写真投稿や住民への周知・

公開の実現へ向けた調査・研究を行います。 

 次に、１９ページをお開きください。 

 地域情報化推進計画進行管理等委託業務につい

てであります。 

 目的は、先ほど部長が説明したとおり、本年度

策定した地域情報化推進計画の進行管理体制の構

築と実施する施策を実現するための基盤整備の検

討を行うもので、１に概要が記してあります。 

 まず、最初に地域情報化推進計画を別紙概略版

で説明いたします。 

 こちらの表のほうで簡単に説明いたします。 

 右側のほうになりますが、それは、ごらんいた

だきたいと思います。書いてあるとおりです。説

明は省きたいと思います。 

 次に、重要なところ、情報化施策、こちらの左

のほうを説明したいと思います。 

 上段の基本理念、情報化目標、情報化基本方針、

それと市民ニーズと職員ニーズから情報化施策

４０施策を策定し、平成２８年度に予算要求して

いる施策もあります。 

 左側、縦に三つの情報交換目標から特徴を言い

ますと、一つ目の魅力あるまちづくりは、市の施

策と連動して、２９施策のＩＣＴ利活用の調査・

研究を行います。 

 次に、下のほう、二つ目の個性がかがやくまち

づくりは、各地域や企業の特性に応じた７施策の

ＩＣＴ利活用の調査・研究を行います。 

 最後に、一番下、三つ目のまちづくりを支える

ＩＣＴ環境づくりは、情報通信基盤の整備と情報

の伝達手段の３施策の調査・研究や人材育成によ

り情報化施策を推進いたします。 

 次に、１９ページの、再度資料に返っていただ

きまして、事業の概要です。 

 平成２８年度は１,０００万２,０００円の事業

費をかけまして、計画を着実に推進していくため

の以下の三つの事業を実施する予定です。 

 １のＩＣＴ施策進行管理事業は、施策の進行評

価のために、産・民の意見を施策へ反映いたしま

す。 

 次の２、次期情報通信基盤の調査研究業務では、

情報伝達手段のあり方について検討いたします。 

 ３のＩＣＴまちづくり基盤構想の調査研究業務

では、企業連携協議会の情報共有のための企業

ポータルや地区コミュニティの現サイトの見直し、

また地区ポータルの検討、各地域における文化財

など、地域に特化した事業などの調査・研究を実

施する予定であります。 

 以上で説明を終わります。御審議のほど、よろ

しくお願いいたします。 

○委員長（川添公貴）ありがとうございました。 

 ただいま説明がございました。御質疑願います。

御質疑ございませんか。 

○委員（江口是彦）これは、現地でいろいろ質

問されることがあるんですけど、光ファイバー、

保守点検も含めて相当金がかかって、導入ももち

ろん物すごい金をかけてしたんですが。そのとき、

もしこれを敷いたら、将来、光ファイバーをつな

ぐ意思がありますかとか、アンケートもとられた

りして。ばあちゃん、じいちゃんたちは、うちら

パソコン持たんからっていいながら、若い人たち

は、いつかは自分たちも光ファイバーがつなげる

時代が来るんかなと思ってたけど、今んとこ可能

性はないんですよね。それ辺の将来的な見通しが、

各家庭にも将来光ファイバーが行けるような状況

ってのはあるのかどうか、そのこと一つと。 

 それから、今、情報通信基盤の拡充ってことで、

防災のこととか、これはさっきもちょっとあれに

なりましたけど、ＦＭさつませんだい、これが甑

にはなかなかつながらないもんですから、この辺

も含めて可能性は、何かＦＭぐらいは通じるよう
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になるのかどうか、お願いします。 

○情報政策課長（瀬戸口良一）ブロードバンド

の件でございますが、敷きました海底ケーブルに

よりまして、現在のところＡＤＳＬが敷設されて

おります。国のほうでは、それが通常のブロード

バンドということになります。 

 ですから、議員のおっしゃいますのは超高速ブ

ロードバンドの光ファイバーを用いたことになり

ますが、これにつきましては、今までも、やはり

通信事業者、再三要望いたしまして、要求してま

す。 

 しかしながら、非常に厳しい状況ではあります。

民間はやはり利益が出ないことには実施しません。 

 ですので、先ほど説明しました、次期情報通信

基盤の調査研究業務の中で、来年度、このことに

ついては再度検討することにしています。 

 ですから、既設の光ファイバーを用いて何かで

きないかとか、それを活用できないかとか、その

付近を、全てにおいて再度また検討したいという

ふうに思います。 

 それと、防災についてのＦＭさつませんだいに

ついてですが、これについても、今言いました情

報通信基盤の調査・研究の中で、薩摩川内の伝達

手段として活用とか、その付近も、その中で検討

したいというふうに考えております。 

 ですから、来年のこの委託の中で検討したいと

いうことになります。 

○委員（江口是彦）ＡＤＳＬ、これもこの光フ

ァイバーとしてのあれなんですかね。 

 例えば西山とか、瀬々野浦、こういうところも

ＡＤＳＬ使えるんですかね。手打は使えます。今、

手打は実際私が使ってますから。 

○情報政策課長（瀬戸口良一）光につきまして

は、ＮＴＴの交換局まで行っております。 

 ですから、そこから採算性からＮＴＴがＡＤＳ

Ｌでやはり実施しているという状況です。 

 それと、西山地区につきましては、やはり距離

がありまして、ＡＤＳＬも厳しい状況です。これ

は、ＩＳＤＮも厳しい状況です。 

 ですから、実際、この前計測したんですけど、

携帯のほうを使ってもらえれば、かなり高速です。

ですから、恐らくそこまで光で携帯まで行ってま

すから、ですから、そういう方には、スマートフ

ォンやそういう携帯を用いたインターネット検索

をされるほうを現在のところは勧めている状況で

す。 

○委員（江口是彦）そしたら、ＡＤＳＬも完全

には行ってないということですね、Ｗｉ─Ｆｉと

かいろいろ、特に瀬々野浦を何で言ってるかちゅ

うと、あそこの民宿の若奥さんが東京から来た方

で、一生懸命そういう情報発信もしたいとか、地

域の観光写真なんかも、容量があってなかなか写

真送付っていうか、そういうのも限度があるって

いうことを言われていたので、そういう将来解決

することがあるのかなという、これは、携帯とか

じゃなくて、やっぱりパソコンでされてますんで、

やっぱりＷｉ─Ｆｉみたいなのを導入せんとでき

んということですかね。 

○情報政策課長（瀬戸口良一）それにつきまし

ては、今、委員長もおっしゃったんですけど、パ

ソコンに、テザリングと言いまして、携帯電話を

つないで、今、十分高速で通信できます。 

 ですから、西山については、距離の関係からＡ

ＤＳＬございませんけど、携帯のテザリングで、

通常こちらと変わらない高速通信ができることを

この前も確認しています。 

 ですから、また何か、その付近があるときは、

またこちらに相談いただければ、その付近はまた

説明できると思います。 

○委員（江口是彦）金は相当かかるけど、とり

あえずはできるということですね。 

 多分、携帯、そんなのは相当かかるんじゃない

んですかね。それはいいですけど、最近、困った

っていうのを聞かないから、今言われたようなこ

とでできてるのかもしれません。 

○委員長（川添公貴）なかなか通信網について

は、各民間企業が絡んできて、料金が違うんで、

参考までに、テザリングの場合はデータ量が決ま

ってるんで、その金額が幾らぐらいかかるのかと

か、モバイルはやはり使ったら幾らぐらいになる

のか、次の６月ごろまででいいですから、資料が

あればつくってください。 

 簡単にテザーリングっていうんだけど、テザー

リングをかけてパソコンを飛ばすと何万円って請

求来ますからね。 

 だから、６月ごろでいいですから、調べてまた

参考に出してください。 

○委員（杉薗道朗）災害情報共有システム構築

事業についてお伺いしますけど、あしたが東日本

大震災から５年目ということで、ここ最近、テレ
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ビでそういうニュースが流れておりますが、災害

時におけるこういう情報伝達の部分というのは非

常に大事だろうなと思うところで、この事業に関

しては鋭意進めていただきたいなと思いますが。 

 ここにもあるように、若い世代含めて、携帯と

かパソコンも含めてでしょうけど、それはいいん

でしょうけど、年配の方々っていうのは、なかな

かそういう情報を的確にとらないという部分もあ

ったりして聞くものですから、そこも含めて、何

かこれからやっていかれるのかなと思う部分があ

ります。 

 それとあと、川内駅の前に、国交省の表示板が

ございますけれども、あれなんかの利用というか、

リンクというか、どのようになっていくのか、や

はり家にいなくて出てるときに、万が一の地震な

りとかいろいろ事象が発生したときに、外での情

報、携帯とか、そういう端末を持たれない方々の、

目で捉える情報あたり等は、どういう形になって

いくのか、そこをちょっとお聞きします。 

○情報政策課長（瀬戸口良一）まず、１点目で

す。情報弱者、スマートフォンを使われてない方

も含めまして、先ほども説明したんですけど、こ

の点線部分、住民周知への手法とか、いろんなこ

と、来年、システム導入もあるんですけど、ワー

キングチーム等をつくって、そういう関係課を集

めて、どのように進めるかは、その中でも検討し

たらいいと思います。 

 ですから、先ほど言いました駅の掲示板も、こ

れは広報室の管轄になります。ですから、その付

近も含めて、やはり先ほど江口委員が言われまし

た、ＦＭはあるんですけど、総合的な伝達手段と

いいますか、そこら付近を来年は検討しながらシ

ステムを構築して、複数年かけてやっていきたい

というふうに考えています。 

○委員（杉薗道朗）災害に強いまちづくりとい

う大きな目標もありますし、そういう意味で、一

方で情報がきちっとまた市民の方々に伝わるよう

に鋭意努力をされて、ある意味、事業化っていい

ましょうか、実際使える形になるように取り組ん

でいただけばいいのかなというふうに思いますの

で、頑張ってください。 

 以上です。 

○委員長（川添公貴）ほかございませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（川添公貴）質疑は尽きたと認めます。 

 ここで議案第７０号の審査を一時中止します。 

────────────── 

△所管事務調査 

○委員長（川添公貴）次に、所管事務調査を行

います。 

 当局の説明をお願いします。 

○情報政策課長（瀬戸口良一）委員会資料

２０ページをお開きください。 

 地上デジタル共聴組合災害復旧支援事業補助金

についての説明、報告いたします。 

 まず、同補助金の設置に至った経緯と概要であ

ります。 

 昨年８月の台風１５号の被害により、地デジの

補助で整備したテレビ共聴組合においても、写真

にありますように、倒木等により電柱倒壊やケー

ブル寸断等が発生し、共聴組合から支援の要望が

ございました。 

 調査しましたところ、地デジ対応で設置した伝

送路は、コンクリート柱であり、復旧に多額の費

用を要すること、施設の規模が大きく保険が高額

なために、電柱とケーブル部分については保険に

加入できなかったことで、自己復旧が難しい現状

でした。 

 また、この件につきましては、国県に要望しま

したが、課題としては認識しているが、救済措置

はないとの回答を受けました。 

 以上のことを検討いたしまして、今年度限りの

市単独の補助として、補助金を交付することを決

定し、事業を実施しているところであります。 

 支援措置の内容は、２にありますように、アン

テナ設備を除く伝送路設備限定、これはもう電柱

とケーブルだけです。限定で、復旧に必要な経費

から１組合員世帯当たり２,５００円を控除した額

を補助することとし、ケーブルが通行や断線の危

険性があるため、既定予算においての対応といた

しました。 

 なお、今後の対応といたしまして、文末記載の

とおり、倒木の危険性のある樹木の伐採などの特

別補助の利用、また保険加入の促進を組合員に流

していきます。 

 以上で説明を終わります。御審議のほど、よろ

しくお願いいたします。 

○委員長（川添公貴）ありがとうございました。 

 ただいま説明がございましたが、これらを含め

て所管事務全般について御質疑をお願いします。
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ございませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（川添公貴）質疑はありませんので、

以上で情報政策課を終わります。御苦労さまでし

た。 

────────────── 

△広報室の審査 

○委員長（川添公貴）次に、広報室の審査に入

ります。 

────────────── 

△議案第７０号 平成２８年度薩摩川内市

一般会計予算 

○委員長（川添公貴）審査を一時中止してあり

ました議案第７０号を議題といたします。 

 部長の説明をお願いします。 

○企画政策部長（永田一廣）当部最後になりま

すが、広報室の概要につきまして、資料のほうは

４２ページになります。 

 広報室のほうでは、大きく、広報、公聴に関す

る業務を所管しております。 

 まず１点、広報事業につきましては、市民の皆

様に広く行政情報等をお知らせするため、広報薩

摩川内を月２回発行、一方、公聴事業につきまし

ては、市民の意見・要望を市政に反映させるため、

例示的に、市長がみずから地域に出向きます、ま

ちづくり懇話会、そして、市民モニター制度につ

いて、資料のほうには記載してございます。 

 以上、簡単ですが、私のほうの説明、以上でご

ざいまして、予算概要につきまして、室長のほう

から説明いたします。よろしくお願いいたします。 

○広報室長（屋久弘文）それでは、歳出予算の

ほうから説明を申し上げます。 

 広報室の予算は、予算調書の１１１ページにな

ります。 

 まず、上段の事項、公聴活動費につきましては、

市政モニター制度やまちづくり懇話会などの公聴

活動に要する経費５８万６,０００円でございます。

経費の主な内容は、市政モニターの出会謝金、旅

費でございます。 

 なお、平成２８年度のまちづくり懇話会は、本

土４支所地域と、それから、下甑・鹿島地域の合

計５会場で開催を予定いたしておりますが、これ

に要する旅費が１６万６,０００円を計上しており

ます。 

 次に、下の段の事項、広報管理費につきまして

は、広報薩摩川内の発行や駅ビル情報表示版の管

理など、広報業務全般に係る経費でございます。

内訳として、広報委員会等の旅費８万３,０００円

は、市民目線の広報紙を目指すことを目的として、

公募による６名の広報員で、年３回開催いたしま

す広報委員会の経費でございます。 

 次の広報薩摩川内等印刷製本費１,８８８万

２,０００円につきましては、月２回発行の広報薩

摩川内と同お知らせ版に要する経費でございます。 

 次に、広報紙等作成ＤＴＰ業務委託等の

１,００１万８,０００円につきましては、広報紙

の構成デザイン等をするＤＴＰ業務に係る経費の

ほか、駅ビル情報表示板のコンテンツ製作業務委

託などでございます。このほかＤＴＰ用のパソコ

ンの賃借料や日本広報協会への負担金が主なもの

でございます。 

 なお、補助金等については計上はありません。 

 次に、歳入予算につきまして説明を申し上げま

す。予算調書の２２ページになります。 

 広報室所管の歳入予算の主なものにつきまして

は、科目雑入の広報紙等広告掲載収入の１５２万

７,０００円でございます。これは、広報薩摩川内

の各月の１０日号に掲載をいたします広告の広場

と市ホームページ上のバナー広告に係る広告料収

入でございます。 

 以上で、広報室所管の歳入歳出予算についての

説明を終わります。よろしく御審議方、お願い申

し上げます。 

○委員長（川添公貴）ありがとうございました。 

 ただいま説明がございましたが、御質疑願いた

いと思います。御質疑ございませんか。 

○委員（杉薗道朗）先ほどの情報政策課の関係

の部分で、駅ビルの広報板の関係、しっかり横の

連携とられるんだろうなというふうに思うんです

けれども、考え方としてちょっと示していただけ

れば。 

○広報室長（屋久弘文）駅の情報の表示板につ

きましては、基本的には国交省が所管している掲

示板で、一応、災害時には国交省が使うんですが、

平常時には市のほうで使わせてもらって、市の情

報掲示の部分であったり、あるいはイベントの部

分であったり、そういうのをお流しをしているの

が実情です。 

 いわゆる有事時に私どもが使えるかどうかとい

うことは国交省のほうと協議はしていませんが、
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たまたま昨年末に原子力防災訓練がありましたと

きには、私どものほうで情報等を入力して情報掲

示板のほうは使わせていただいた経緯はあります。 

 実際にそういう有事になったときに、国交省が

切りかえた段階で、市でも使えるのかというのは、

申しわけありません、確認はしてないです。 

○委員（杉薗道朗）本当、非常時ということで、

国のほうの情報が最優先ですという意味もあるの

かもしれないし、県の情報、市の情報、いろいろ

あるんでしょうけれども、そこあたりは、またち

ょっといろいろ情報収集をしながら、活用できる

形でしてもらえればなと思いますので。 

 ある程度、厳しい面もあるかもしれませんけど、

市民を守るという観点から、また広報という観点

から、よろしくお願いしときたいと思います。 

○委員長（川添公貴）ほかございませんか。 

○委員（小田原勇次郎）私は、１点、後ほどま

た所管の中で御説明があるのかもしれませんけど、

委員会資料の中で、市政モニター等、アンケート

をとられた、平成２７年度の部分があるんですが、

この中で、新年度に生かしていけるような、そう

いう御意見等が出されておるのかというのをちょ

っとお伺いしたいところでした。 

 新たに市民の方からお声をいただいたわけです

から、それを次年度に、改善もしくはいろんな形

で生かしていけるような御意見があれば、お聞か

せ願いたいと思うところです。 

○広報室長（屋久弘文）後もって御説明いたし

ますが、１回だけ、広報薩摩川内についてアン

ケートをとらせていただきました。 

 それにつきましては、今、広報薩摩川内を市民

がどのように思ってらっしゃるのかというのは、

いろいろ自由意見の中で確認はできまして、自分

たちで言うのも変ですけど、ある程度は好評を得

ているところです。 

 その中で、住民の皆さんから自由意見の中で、

できればこういったものを取り上げていただきた

いというのが数件上がっておりますので、それを、

１年間広報紙をつくる中で入れ込める部分があっ

たら、ぜひ取り入れていきたいなということは考

えております。 

○委員（小田原勇次郎）ちなみに、各論として、

例えばどういうものを盛り込んでほしいという、

市民の方の何か、そこあたりの御意向が、これは

平成２８年度予算の関連で審査しているので、平

成２８年の広報にどんなふうに取り組んでいける

ような内容が、市民の方は興味を持っておられた

のかなということを、ちょっと確認をさせていた

だきたいんですが。 

○広報室長（屋久弘文）住民の希望としては、

公民館が持っております市民活動支援補助金で補

助を受けられて地域活性化のために活動されてる、

そういった活動事例の掲載をお願いしたいとか、

各地区コミでいろいろ、補助金をもらわれながら

でもいいんですが、地区コミだったり自治会がい

ろんな特色ある活動をされてるから、そういった

ものを取り上げてもらいたいとか。それに付随し

て、地域での、いわゆる地域おこしの取り組みを

取り上げていただきたいとか。 

 それから、例えばだろうと思いますが、市民が

市のほうに質問を投げかけて、それに広報紙で回

答をするといったような、そういった記事があっ

てもいいんじゃないかとか、そういった具体的な

御意見等いただいてますので、そこらあたり反映

できる部分があれば、広報紙に反映していきたい

なというふうには考えております。 

○委員（小田原勇次郎）昨年のこの取り組みの

中で、アンケートをとられて、やはり実際に市民

の方の声を、モニターだけではなくて市民のお声

を聞くというのは非常にいいお取り組みであった

のかなと思うところであります。 

 さらに今後とも、市民の方が身にしやすい広報

紙づくりに、また取り組んでいただければと思う

ところであります。よろしくお願いいたします。 

○委員（江口是彦）さっき言われたんですけど、

ちょっと確認です。 

 ことしのまちづくり懇話会は５カ所って言われ

ましたかね、平成２８年度計画。これは、４町と

下甑島ってことですかね。 

○広報室長（屋久弘文）はい、下甑・鹿島と、

あと４支所地域の５カ所になります。 

○委員（江口是彦）時期的には秋。まだそれは

未定ですか。 

○広報室長（屋久弘文）時期は、市長とも協議

をいたしましたが、市長選、市議選、ありますの

で、そこらあたりを考慮しながら、それを外す形

で設定をしたいというふうに考えております。 

 ですから、しっかりした、どこの地域が何月と

いうことは、今のところでは言えないです。 

○委員長（川添公貴）よろしいですか。ここで
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議案第７０号の審査を一時中止いたします。 

────────────── 

△所管事務調査 

○委員長（川添公貴）次に所管事務調査を行い

ますが、説明をお願いいたします。 

○広報室長（屋久弘文）それでは、広報室から

は、平成２７年度の、先ほどちょっと触れていた

だきましたが、公聴活動につきまして報告を申し

上げます。 

 企画経済委員会資料の２１ページをお開きをく

ださい。 

 初めに、まちづくり懇話会についてであります。 

 懇話会につきましては、平成２６年度と平成

２７年度の２年間かけて市内を一巡いたしました。

また平成２８年、平成２９年で一巡をいたします

が、平成２７年度は下甑・鹿島地域、里・上甑地

域、それから、川内地域の６カ所の、合わせて

８カ所で開催をいたしました。参加者数につきま

しては、各会場、多寡はありますが、延べで

６６５名でございました。 

 ことしに限りましては、下甑・鹿島、本来なら

ば前年度でしたけれども、開催できずに本年度に

送った経緯があります。 

 次に、市政モニターについてであります。 

 市政モニターにつきましては、６８名を委嘱を

しまして、１回だけアンケート調査を実施をいた

しました。６８名中５６人から回答をいただき、

回答率は８２.４％でございました。 

 次に資料の２２ページをお開きください。 

 パブリックコメントについてであります。本年

度、９件を予定いたしておりまして、本日までに

７件が終了しております。それぞれ寄せられた件

数は資料記載のとおりでございます。 

 パブリックコメントにつきましては、事前に広

報紙でお知らせをし、ホームページにも掲載をい

たしますが、案件に対する市民の関心の度合いに

よって、意見するにも多寡があるというふうに認

識をしておりますが、寄せられた意見等につきま

しては、所管課でしっかりと検討した上で、一部

は計画等にも反映をしてございます。 

 以上で、広報室の説明を終わります。よろしく

御審査くださるようお願いいたします。 

○委員長（川添公貴）ありがとうございました。 

○委員（瀬尾和敬）今、パブリックコメントの

表を見ていますが、少ないですね。パブリックコ

メントちゅうぐらいですから、広く市民の意見が

わさわさと集まってきて、そしてそれをどうする

かとかいう、そういう理想的な姿というのを私は

考えていましたけど。これじゃ余りにも寂しい気

がしますね、どう思われますか。 

○広報室長（屋久弘文）平成１７年度から始ま

ったんですが、ここ１０年間分ぐらいずっと目を

通してみたんですけど、総じて言えるのは、やは

り市民に関心があるものとか、市民の生活に直接

影響があるようなものは、かなり意見が寄せられ

ますが、それ以外についてはなかなか意見をいた

だけない状況でありまして。例えば、施設のアウ

トソーシングであったり、あと離島の医療体制で

あったり、市の組織再編、そういったものについ

ては、過去にあったんですけど、いわゆる何百件

という単位で意見が寄せられるんですが、ごらん

のとおり、それ以外の案件についてはなかなか実

態として寄せられてない状況はあります。 

 ですから、鹿児島県のが、昨年、新聞記事にも

載りましたけど、やはり県もなかなか苦慮してい

るみたいで、若者向けのツイッターとかフェイス

ブックとか、今はやりのああいったものでも意見

出せられるような、そういったものも今後検討し

ていく必要があるんじゃないかというふうに考え

ています。 

 今では、直接であったり、ホームページであっ

たり、限られておりますので、ちょっと寄せられ

る方法、方策も、少し今後は検討しないと、なか

なかこの改善にはつながらないのかなというふう

に考えているところです。 

○委員（瀬尾和敬）よくお役所では、広くパブ

リックコメントを募り、そしてこの事業に取り組

んだとか、いえば聞こえのいいせりふになってき

たんですよね。多くの人の意見を聞いてやったと

かいうような。でも、今おっしゃったように、今

後はもうちょっと気楽にできるようなのがいいと

思いました。ありがとうございました。 

○委員長（川添公貴）ほかございませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（川添公貴）質疑は尽きたと認めます。 

 以上で広報室を終わります。御苦労さまでした。 

────────────── 

△延  会 

○委員長（川添公貴）ここで延会したいと思い

ますが、御異議ございませんか。 
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［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（川添公貴）御異議ありませんので、

延会したいと思います。 

 次回は、明日１１日午前１０時より会議を開き

ます。 

 本日は大変御苦労さまでした。 
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